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はじめに 

 
戸田市政策研究所を設置して５年が経過しました。節目の年を迎え、これまで円滑な

調査研究活動を進めてくることができましたのも、現在までご指導・ご協力をいただき

ました皆様方のお力添えによるものと、改めて心よりお礼を申し上げます。 
 

さて、2012年度の調査研究テーマは次の３つであります。 

 

①「2012 年度 超高齢社会に備え高齢者を中心とした住宅確保要配慮者に対する住宅施策

の充実に関する研究 最終報告書」 

※別冊あり「戸田市政策研究所『戸田市における高齢者の生活と意識』報告書」 

②「戸田市におけるシティセールス、今後の方向性について（中間報告）」 
※本調査研究報告書とは別に発行 

③「市内交通の低炭素化に向けた電気自動車普及に関する研究」 

 

詳細については、報告書をご一読頂ければ幸いでございます。 

上記研究テーマの①及び②においては、大学との共同研究を実施いたしました。政策

研究所においては、大学等の専門機関と連携した研究活動は、専門性を補完し精度の高

い研究活動が展開されるだけでなく、共同研究を通して職員に知識や経験を蓄積する観

点からも非常に有効な手段であると考えております。 

また、もう一つの特徴的な研究体制として、プロジェクトチーム形式による研究が挙

げられます。2012年度は、上記①及び③の研究テーマにおいてプロジェクトチームを

結成し、研究に取り組んでまいりました。このプロジェクトチームによる取り組みは、

分野横断的な課題解決に取り組むことのできる効果的な研究体制として、５年間の取り

組みの中で作り上げてきた手法です。大学との連携も含め、研究所の運営においては、

様々な試行錯誤を繰り返しながら、高い研究成果を求めるとともに、研究成果を政策に

反映させるべく、その仕組みづくりを模索しながら機能を強化してまいりました。 

今後も、刻々と変化する時代に対応する市政運営に、研究所がさらに貢献していける

よう、活動を充実してまいりますので、引き続きご理解とご協力をいただきますようお

願い申し上げます。 

 

２ ０ １ ３ 年 ３ 月 

戸 田 市 政 策 研 究 所 
所 長  山 田  一 彦 
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第１章 本研究の背景 

 

１ 老年人口の増加による住宅確保要配慮者の増加 

 

(１)国の現状 

我が国は「少子高齢化」社会と言われて久しく、現在も人口減少と老年人口の増加が続

いている。総務省が 2012年４月に発表した 2011年 10月１日現在の人口推計によると、2010

年比の総人口が 25万 9,000人減少し、この減少幅が 1950年以降、過去最大となった。ま

た、総人口に占める年少人口が過去最少となる一方で、65 歳以上の老年人口の割合は

23.3％と、過去最大となっている。 

一方、医療の高度化等による平均寿命の延伸により高齢人口の高齢化が進むなど、65歳

以上人口の平均年齢が上昇し、より高齢層が増加することが予測されている。 

厚生労働省の調査によると、2012年９月には、全国の 100歳以上の高齢者が５万人を突

破し、過去最多となった。増加は４２年連続で、特に過去３年間で１万人の増加と、高齢

化が急速に進んでいる。この結果を受け、国は高齢者対策大綱を見直し、現代を「人生 90

年代」と位置づけた。これにより長い高齢期を健康で生きがいを持って暮らせる環境の整

備や、「医職住」一体型の高齢者にとって住みよいまちづくり等を急いでいる。 

 

このように高齢化が進展していく中でも、特に増加が顕著なのが単身高齢者と認知症等

の要介護高齢者である。 

 まず、単身高齢者の推移をみると、2010 年国勢調査では、65 歳以上の 15.6％に当たる

457 万人が一人暮らし世帯で、調査開始以来初めて 400 万人を突破した。男女別にみると

女性が 327万１千人、男性が 130 万６千人で高齢女性の５人に１人、男性は 10人に１人が

一人暮らしという計算になる。また、特別養護老人ホーム（以下「特養」という）等の施

設入所者は 121万人に達し、2005年国勢調査時と比べて 1.5倍に急増した。 

 
 一方で、介護や支援が必要な高齢者も増加している。厚生労働省が発表した推計結果 1

これらのことから、一人暮らしの高齢者の介護や見守りなどの需要が高まることが予想

され、世帯構成の状況変化に応じた居住環境の整備や、要介護高齢者が地域で安心して暮

に

よると、高齢者の中でも、認知症を患う人が2012年時点で305万人に達しているとみられ、

65歳以上の 10人に１人が認知症を患っていることが分かった。2010年時点での認知症高

齢者は 280万人で、約半数が自宅や高齢者向け住宅で暮らしており、特養が 15％、老人保

健施設等が 13％と続いた。図１－１－１の推計をみると、2002年時点の 149万人が 10年

間で倍増しており、政府のこれまでの推計値を大幅に上回る結果となった。2002年時点の

旧推計では、認知症高齢数は 2015 年に 250 万人、25 年に 323 万人と見込まれていたが、

2012年度の新推計では、2015年に 345万人、2020年に 410万人、2025年に 470万人と見

込まれている。 

                                                   
1 2010 年時点の介護保険の要介護認定データを基に、日常生活での支援の必要な認知症高

齢者数を算出したもので、2012 年８月 24に厚生労働省が発表した。 



らせる環境づくりが急務となっている。 

 

図１－１－１ 日本の認知症高齢者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省発表の推計データを基に筆者作成 

 

(２)戸田市の現状 

現在、戸田市は平均年齢が 17年連続で県内で最も低い 2など、若い世代が多いまちであ

る。また、人口減少社会と言われる中、現在も人口が増加を続けている。総務省が 2013

年１月に発表した「住民基本台帳人口移動報告(平成 24年結果)」によれば、埼玉県は７年

連続で人口転入超過であり、中でも戸田市の転入超過数は全国第 15位にランキングされる

3

このように、高齢化とは無縁のように見える戸田市だが、少しずつ高齢化の波が押し寄

せてきている。国立社会保障・人口問題研究所が 2008年 12月に発表した「日本の市区町

村別将来推計人口」によると、戸田市の高齢者数は 2005年から 30年間で倍以上になり、

高齢化率も 27％と、超高齢社会を迎えると推計されている。また、市の 2005年から 2035

年までの老年人口の増加率も全国第 10位にランキングされており、現在若い世代が高齢化

を迎えることによって、今後急速な高齢化が進展すると予測されている。 

。 

 

この超高齢社会に対応した政策展開を行うため、戸田市政策研究所では「急速な高齢化

が戸田市にもたらす影響についての研究」（以下「戸田市の高齢化に関する研究」という。）

と題し、2009年から２年間で、高齢化が戸田市の行財政にどのような影響を及ぼすのかに

ついて研究を進めてきた 4

                                                   
2埼玉県推計人口（平成 24年 1月 1日現在）。戸田市の平均年齢は 39.4歳、次いで和光市

40.0歳、伊奈町 40.8 歳。県内で平均年齢が 30歳代のまちは戸田市のみである。 

。この研究結果によると、老年人口の増加の影響の１つとして、

3埼玉県内で転入超過数が多い自治体は、さいたま市が 4,704人で全国第６位、川越市が

1,825人で全国第 12 位。 
4 戸田市政策研究所 2009年度・2010年度「急速な高齢化が戸田市にもたらす影響に関す

る研究」 
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住宅確保要配慮者の増加が懸念されている。 

 

まず、老年人口の増加により、単身高齢世帯や高齢夫婦世帯が増加すると予測されてい

る。単身高齢世帯は 2005 年現在では 2,286 世帯であるのに対し、2035 年には約 2.5 倍の

5,705世帯にのぼると推計された。また、高齢夫婦世帯も 2005年現在は 2,338世帯である

のに対し、2035年には約 2.5倍の 5,835世帯となると推計されている。このような単身世

帯や高齢者のみの世帯は、家族や親族の支えが望めない場合が多いことから、在宅での介

護が困難になるとともに、既存の施設のみでは対応が難しくなると考えられる。   

 

また、要介護認定者の増加も懸念される。これらの要介護認定者は、家族が同居して介

護している人、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」、認知症の人が認知症の配偶者を介

護する「認認介護」、または単身世帯など、本人や家族の介護ニーズや経済的な問題、住環

境の問題などを抱えながら生活を送っている。この要介護認定者は、2005 年比で、2035

年推計では約３倍増加すると見込まれている。 

 

上記に加え、低所得者の増加も懸念されている。厚生労働省が 2013年１月に発表した生

活保護者調査の結果によると、2012 年 10 月時点の日本の生活保護受給者数は、前月比で

8,675 人増の 214 万 2,580 人となり、６カ月連続で過去最多を更新したことがわかった。

また、生活保護受給世帯数は、前月比 6,755世帯増の 156万 4,301世帯で、こちらも過去

最多を記録した。この生活保護世帯は、世帯別に見ると高齢者世帯が最も多く、全体の４

割以上を占めている。

 

また、2009年度に政策研究所が行った「急速な高齢課が戸田市にもたらす影響に関する

研究」の中で調査した市の 2007 年～2009 年の高齢者の経済状況をみると、約９割が年金

受給者であり、そのうち収入が年金のみの高齢者が半数以上を占めている。高齢者全体の

約６割の所得は 100 万円以下であり、高齢者の家計の収支を見ても、年金収入以外の収入

がある世帯は黒字であるのに対し、年金のみで生活している世帯は赤字となっていること

がわかった。支出面では、高齢による医療費の増加に加え、住民税、健康保険料等の義務

的経費も大きくのしかかってくるため、昨今の厳しい社会情勢の中では公的年金のみでは

生活することは厳しいのが現状である。   

また、今年度、目白大学との共同研究で高齢者の住まいについてのアンケート調査（「高

齢者の住まいと意識」調査）を行った。このアンケート調査での回答者全体の年収分布を

みると、「50〜100 万円未満」をピークとする低収入側に偏った分布となっている。 

 

これらのことから、急速な高齢化により単身者世帯や高齢夫婦世帯、介護を要する高齢

者、低所得高齢者等の増加が推測されており、自力で住宅を確保することが難しい、いわ

ゆる「住宅確保要配慮者」の増加が懸念されている。 
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２ 2011年度の研究概要 

 

2.1 高齢者世帯 

現在、平均年齢が低い戸田市においても、高齢者の増加により急速な高齢化が懸念され

ている。また、地域や家族における関係の希薄化が進んでいるといわれる中、身寄りのい

ない単身高齢者や、昨今の経済事情などにより低所得高齢者が増加することが見込まれて

いる。高齢化社会を見据えて創設された介護保険制度も、当初の施設型サービスから在宅

型サービス重視へ移行しており、介護老人福祉施設や特別養護老人ホームなどの新設にも

限りが見えてきていることから、今後の高齢者をめぐる施策の土台は、安定した住居あり

きという時代になってきている。 

戸田市の現在の高齢者住宅施策は、介護老人福祉施設・高齢者向け住宅などのハードと、

入居支援・家賃補助などのソフトに分けられる。 

 

戸田市のハードの現状を見ると、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は２箇所あ

るが、延べ入所待機者数が900人超であったため、現在、2013年度に２箇所の設置を予定し

ている。また、介護老人保健施設についても、入所待機者が120人を超えているため、増床

を計画中である。今後、介護保険関連施設の整備については、公設に対する国庫補助の打

ち切りによる市の財政負担増や介護保険料の上昇を考慮すると、民設民営による設置を計

画的に進めていく必要がある。 

認知有料老人ホームは５箇所、認知症高齢者グループホームは７箇所開設しているが、

入居一時金及び月々の利用料が、他の施設に比べて高額傾向にあり、空きが目立つ施設も

ある。金銭面の負担が大きいことから、高齢者世帯の受け皿となることは難しい。 

賃貸・分譲住宅では、高齢者専用賃貸住宅が２箇所のみであるが、2011年４月施行の「改

正高齢者の住居の確保に関する法律」により、高円賃、高専賃、高優賃は一本化され、バ

リアフリーでヘルパーからの生活相談や安否確認などのサービスが受けられる「サービス

付き高齢者向け住宅」へシフトされ、既存の２箇所に新たな１箇所を加えた３箇所が県の

認可を受け、サービス付き高齢者向け住宅として設置されている。今後においても、「サ

ービス付き高齢者向け住宅」設置へ向けて、優良な民間事業者との共同について検討し、

積極的に民間の力を活用したいところである。 

戸田市のソフトの現状では、現在、高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成事業、民間賃貸住

宅入居支援事業、高齢者居室等整備資金融資事業の３事業があるが、家賃差額助成事業の

利用件数が十数件、それ以外の２事業に至っては数件程度と、利用件数が非常に少ない現

状がある。これらの事業は、福祉の増進を目的とした要件が加わるため、低所得者や生活

困窮者が民間賃貸住宅に入居している場合に助成をするような、広義的に家賃補助を行う

ものではない。今後においては、対象者の要件について何らかの見直しが必要と思われる

ほか、広義的な家賃補助制度についての検討も必要なのではないかというところである。 

 

高齢者世帯数の推計をみると、第４次総合振興計画における将来推計人口によれば、2035

年の高齢者人口は2010年比7.0％増と見込まれている。また、持ち家と借家との割合は、2005
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年国勢調査の結果では、65歳以上世帯における持ち家世帯率が68.03％に対し、借家世帯率

は26.89％という数値が示されたことから、戸田市においても同様に高齢者の約４分の１が

借家住まいであると推測される。こうした借家住まい高齢者のうち、生活困窮者、生活保

護受給者がどのくらい存在するのかについては今後の調査課題である。 

 

今後のハード面における課題としては、介護が必要な高齢者のための施設整備は必要で

あるが、建設費やランニングコストなどの課題も多いことから、名寄せ調査の結果による

実質的な待機者数に基づく施設数の検討が必要である。 

また、介護に至らない高齢者は、バリアフリー等の加齢による住宅との不適合などによ

り、やむなく施設入所する高齢者がいることから、特養等の補完施設として、介護や見守

りサービスを備えた高齢者向け住宅「サービス付き高齢者向け住宅」の設置について検討

していく必要があるが、建設から設置までの期間が数年かかることは否めない。 

ソフト面においては、現行の高齢者住宅施策が、特定の福祉的要件に特化した施策であ

るため、今後増加が懸念される高齢者や低所得者への配慮が薄いことが課題であることか

ら、対象者のニーズをとらえた適切な支援となるよう、現行制度の見直しについて研究を

していく必要がある。この各事業は市単独事業であるため、対象者の急激な流入を回避す

る意味でも、近隣市区町村のソフト事業の実施状況も加味して検討する必要がある。 

また、低所得高齢者の増加も懸念されるため、低所得者に配慮した低家賃設定のための

民間事業者への家賃補助の検討も必要である。検討に当たっては、生活保護制度との要件

的な面や財政的な面での比較等、調査研究をしていくことが必要である。 

 

2.2 障害者世帯 

１年目の研究では、まず、国、埼玉県及び戸田市の障害者に係る居住政策と制度を整理

した。障害者に係る居住政策は、住宅政策と福祉政策の２つの方向から行われている。住

宅政策としては、住生活基本法（2006 年法律第 61 号）に規定されている住生活基本計画

において、公営住宅の供給と民間賃貸住宅への円滑な入居支援の推進をすることが示され

ている。一方、福祉政策としては、障害者が施設や病院ではなく、「地域社会」（第 20条）

において安定した生活をおくることができるよう、国及び地方公共団体が施策を講じなけ

ればならないと、障害者基本法（1970年法律第 84号）に示されている。 

次に、戸田市の障害者数の伸長率と 2020年度までの障害者数を予測した。戸田市全体の

人口は 2012 年度から 2020年度までで約 1.15倍の伸長率になることが予測されている。一

方で、戸田市の身体障害者数は、肢体不自由の伸長率が大きく、2010 年度から 2020 年度

で 1.18 倍の伸長率、知的障害者及び精神障害者については、中・軽度の障害者数の伸びが

大きく、知的障害のある方に交付される療育手帳の C 級（軽度）所持者は 2010 年度から

2020年度で 1.50 倍、精神障害がある方に交付される精神障害者保健福祉手帳２級（中度）

所持者は 1.79倍の伸長率となっており、戸田市全体の人口の伸長率を大きく上回っている。

このことは、バリアフリー対応の住まいの必要性が大きくなることや、地域で生活をする

ために支援が必要な人が増えることを意味している。 
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また、住まいに関するアンケートとして、住宅確保要配慮者の相談事例アンケートを実

施した。アンケートは、障害者の「住宅確保についてのニーズ」を把握することを目的と

して、戸田市における障害者福祉に係る関係者の連携及び支援体制に関する協議を行う支

援者の集まりである「地域自立支援協議会」の委員に対して調査票による聞き取りをした。

障害、年齢、相談内容、解決・未解決の項目について、実際に相談を受けた事例について

回答してもらった。アンケートから、「入居前」の支援として、物件探し、賃貸契約及び引

っ越しなどの手続きの同行支援、並びに身寄りがないための緊急連絡先・保証人の確保の

支援、「入居後」の支援として、トラブル時などの住人・大家との調整支援、「退居」の支

援として、施設などの障害者向けの住まいを探す支援が必要であることがわかった。つま

り、支援として、日常的な関わりと何時でも対応できることが求められている。 
 
さらに、戸田市の施策の課題として、「戸田市高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業」（以

下、「賃貸住宅入居支援事業」という）の利用者が少ないことを挙げた。賃貸住宅入居支援

事業は、①協力不動産会社の紹介、②協力民間保証会社の紹介、③初回の保証料の助成の

３つのサービスがあり、2010 年度・2011年度とすべてのサービスで利用者がいなかった。

②協力民間保証会社の紹介は、本来であれば先の住宅確保要配慮者の相談事例アンケート

からわかるようにニーズが大きいサービスであるが、利用の事例がなかった。その理由は、

保証会社を利用するにあたり緊急連絡先の確保が必要であるが、緊急連絡先を確保するた

めの施策が戸田市にないことが考えられる。 

 

最後に、緊急連絡先の確保を含めた入居後支援である「居住継続システム」を実施して

いる先進的な事例として、川崎市の居住支援制度について報告した。川崎市では、協力不

動産店や協定を結んでいる保証会社を紹介する入居時の「入居保証システム」に加えて（戸

田市の賃貸住宅入居支援事業に類似）、入居後、障害者に事故・入院や近隣とのトラブルな

どが発生した場合、支援団体が間に入り調整支援をしてくれるサービスである「居住継続

システム」を実施している。運営費については、居住支援制度の仕組みの中ではなく、障

害者自立支援法の地域生活支援事業である「居住サポート事業」として補助を受けている。

居住サポート事業は、戸田市では未実施であったが、2012年４月１日から障害者自立支援

法の自立支援給付に創設された「地域相談支援」に移行され、戸田市でも指定を受けた団

体が２団体ある。 

そこで、第４部第１章において、賃貸住宅入居支援事業と地域相談支援の２つのサービ

スを組み合わせた居住支援制度について提言する。 

 

2.3 外国人住民世帯 

従来から、日本に住む外国人にとって、民間賃貸住宅の入居にあたっては大変な困難を

伴うと言われている。こうしたことから、国・県では外国人への住宅支援を実施している

が戸田市では明確な支援方法を打ち出していないのが現状である。そこで、2011年度では、

国内及び戸田市における外国人住民の現状を分析し、戸田市が外国人住民への住宅施策を

行う必要性について研究を進めた。 
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国内における外国人住民数は、2010年末で2,134,151人となっており、10年前と比較する

と約1.3倍の増加となっている。この傾向は、埼玉県内及び戸田市内でも確認でき、特に戸

田市における外国人住民数は、戸田市総人口の約４％に該当し、埼玉県内で３番目に多い

割合となっていた。また、外国人住民の在留資格にも変化がみられ、国内及び県内とも「永

住者」の割合が増加していることがわかった。これは、外国人住民の定住化を表しており、

今後もこういった傾向が続くのであれば、外国人住民も地域住民として対応していく必要

が出てくると考えられる。地域住民として生活を行うために、住宅確保というのは避けて

通れない道である。外国人住民の住宅確保に関しては、埼玉県が行ったアンケート等によ

り、借りる側の外国人住民、貸す側の家主・不動産店の両者に問題が生じていることが明

らかになっている。  

 

こうした現状を踏まえ、国や埼玉県では、外国人住民を含めた住宅確保困難者に対する

住宅支援制度を実施している。国が実施していた「あんしん賃貸支援事業」は、国土交通

省が地方公共団体、支援団体（ＮＰＯ・社会福祉法人等）、仲介事業者等と連携して、外国

人等住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとする民間賃貸住宅（あんしん賃貸住宅）

の登録や、居住に関する各種サポート等を行うことにより、外国人等住宅確保要配慮者の

入居の円滑化と安心できる賃貸借関係の構築を目指した事業となっている。2006年度から

事業が開始され、その後、各地域に即した支援を行うため、各地方公共団体に事業を引き

継ぐことになった。埼玉県では、外国人住民に対する住宅支援制度を２つ実施している。 

１つは、国が実施していた事業を2011年度から引き継いだもので、名称を「あんしん賃

貸住宅等登録制度」と変更している。現在は、県内市町村に対して制度の説明及び情報提

供を求めている段階であり、実質的な運用にはもうしばらく時間が必要となる。もう一つ

は、外国人住民のみを対象とした事業となっており、埼玉県が策定した「多文化共生プラ

ン」による住宅支援制度である。こちらは、既に運用されており、取組内容等については、

埼玉県ＨＰにて確認することができる。このように、埼玉県では２つの住宅支援制度が実

施されているが、総じて言えることは、外国人住民側への支援と、貸主である家主・不動

産店への支援を実施することにより、外国人住民の入居の円滑化と外国人住民と貸主との

安心できる賃貸借関係の構築を目指していることである。 

 

 このように、国や埼玉県では外国人住民に対する住宅支援制度事業を開始しているが、 

戸田市では、現在のところ外国人住民に対する明確な住宅支援制度を打ち出していない。 

そこで、戸田市での住宅施策を行う必要性について考察するため、まず、（財）戸田市国際

交流協会の協力を得て、戸田市内在住の外国人住民50名を対象とした住宅に関するアンケ

ートを実施した。その結果、戸田市は外国人住民にとって住みやすい立地であるにも関わ

らず、外国人住民や貸す側の家主にとって、解決していかなくてはならない問題があるこ

とがわかった。次に、将来的にもこうした住宅問題が起こりうるのかを検証していくため、

戸田市における外国人住民数の増加率を求め、将来推計数を予測したところ、2020年の外

国人住民数は7,713人となり、本市総人口の約5.62％に相当する試算結果となった。こうし

た調査結果から、戸田市に住んでいる外国人住民にとって、住居を探すのは容易なことで
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はなく、問題の所在も「家の探し方」から「言葉の違い」まで多岐にわたっていることが

わかった。また、戸田市外国人住民数は、今後も増加していくと予測されるため、外国人

住民の住宅問題は、時間の経過と共に自然に解決されるようなものではないように思われ

る。 

よって、戸田市でも外国人住民への住宅支援が必要であり、外国人住民への支援として、

家主への支援の両方が必要になるという結論が出た。ただ、外国人住民への住宅支援は、

市単独で行うのが難しいため、国際交流協会や市民活動団体、埼玉県との連携・協力が必

要不可欠であり、戸田市としても全庁的に取り組むような仕組みづくりをしていくことが

重要である。 

 

2.4 子育て世帯 

 2011 年度の研究は対象を子育て世帯全体とし、子育て世帯が戸田市に定住しやすい環境

を整えることをポイントに研究してきた。若い世帯に住宅を確保しやすい環境を整備する

ことによって定住を促せば、市にとっては安定した税収を確保することができ、育成した

次世代を他市町村に流出させることなく戸田市にとどまらせることができると考えられた

からである。 
 若い世代の確保はどの市町村であっても重要な課題であり、基本となる目標と言っても

良い。埼玉県でも住宅施策に取り組んでおり、2006 年には住生活基本計画を策定している。

この計画の中で、住宅外のバリアフリー化率や誘導居住面積水準達成率の向上が掲げられ

ており、ベビーカーを使用しやすい環境整備や、高齢者が必要以上に広い住居で生活し、

子育て世帯が手狭と感じる住居に住むというミスマッチの解消を目指している。2011 年に

は戸田市に子育て応援マンションも建設され、子育て世帯を呼び込む環境は整備されつつ

ある。 

 2011 年の研究により、戸田市の現状と将来予測を見てきた。戸田市の特徴としては、全

国的に少子化が叫ばれているにも関わらず子育て世帯（18歳未満の児童のいる世帯）が微

増し続けていることである。さらに児童数については 2017年までほぼ横ばいで推移する見

込みであり、子育て世帯を支援する政策の必要性を改めて認識することができる。 

微増する世帯の中で、ひとり親と子どもから成る世帯についても割合が向上している。

戸田市は都内への通勤に便利な立地条件にあることや市内での就労先が多いため、就労と

子育てを同時に行うひとり親家庭にとっては生活しやすい環境と言えることが理由となっ

ているのであろう。また、ひとり親のうち、所得が一定以下で受給可能となる児童扶養手

当の認定者数も増加し続けている。家賃は低所得者にとって支出の割合を大きく占めるこ

ととなるため、住宅確保の観点から要配慮の優先度は高い。 

戸田市の子育て世帯の住宅確保を支援する事業として、住居の取り壊しにより転居が必

要となった場合に家賃の差額を助成する制度（戸田市障害者及びひとり親世帯民間賃貸住

宅家賃差額助成）がある。この助成制度は要件が住居の取り壊しに限定されているもので

あり、ひとり親世帯の実績は 2012年２月現在で１世帯のみとなっている。母体として対象

世帯が少ないことと、助成条件に該当する場合が取り壊しに限られていることが実績の伸

びない原因と思われ、助成期限が設けられていないことも改善の余地がありそうである。
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また、戸田市には母子生活支援施設「むつみ荘」があり、20世帯を定員として母子家庭に

準ずる世帯を受け入れている。入所理由はさまざまであるが、ほとんどが低収入による生

活困窮のため入所し、自立に向けて幅広い支援を受けている。 

 

 埼玉県の取り組みや子育てマンションの建設により、若い子育て世帯が戸田市に住宅を

購入しやすい環境に整備される傾向にあり、総体的に見て住宅確保を支援する制度は充実

しつつある。しかし、その中で低所得の割合が多いひとり親世帯を優遇する具体的な制度

となると、戸田市の事業を見ても手薄となっている。しかしひとり親世帯や DV被害者に的

を絞った制度となると、実施にかかる費用に対して対象者が少ないことが問題となり、い

たずらに対象者を呼び込むように機能してしまう可能性があり難しい。この現状からさら

に踏み込み、子育て世帯全体を支援しつつも低所得により住宅確保が難しい世帯を優遇す

る制度があれば、住宅確保支援施策としてうまく機能するのではないかと考えられる。 

 

2.5 生活保護世帯 

 

生活保護世帯については、対象世帯数の伸長率調査及び将来予測から国・埼玉県の施策

調査といった現状把握を行い、それらを踏まえた上で、戸田市が行うべき施策の課題を探

った。 

まず、対象世帯数の伸長率についての調査結果から読み取れるのは、国・埼玉県・戸田

市に共通して、総世帯数が 10年間以上一貫して増加傾向にあり、とりわけここ数年の伸び

が著しいということである。高齢者世帯・母子世帯・障害者世帯・傷病者世帯・その他世

帯といった世帯類型別にまとめた結果と比較すると、世帯主が健康な稼働年齢層でありな

がら、働き口がない等の理由で保護を受ける者が多数を占める「その他世帯」の増加時期

と、総世帯数が爆発的に増え始めた時期が一致することから、昨今の生活保護世帯数の増

加は、2008年９月に起きたリーマン・ショックに端を発する景気の悪化が大きく影響して

いると推測される。同時期からの保護率の伸び率を平均化した値を用い、戸田市における

生活保護世帯の将来推計を行ったところ、2020 年度には 4,029 世帯が生活保護を受給する

という値が割り出された。2010 年度の被保護世帯数（1,283 世帯）と比較すると、実に３

倍以上の数である。 
世帯人員別の世帯構成割合についての調査結果からは、一見してわかる顕著な特徴とし

て、生活保護世帯においては単身世帯が圧倒的多数を占めているということが挙げられる。

国・埼玉県・戸田市のいずれにおいても、十数年間、単身世帯率が７割以上となっており、

現在も上昇傾向にある。一般世帯の単身世帯率は３割以下で推移していることから、その

差は一目瞭然である。中でも戸田市は、７割後半から８割と国や県の水準よりも高い数値

を示していることがわかる。このような状況の背景には、生計維持者と死別・離別したり、

景気の悪化を受けて失職したりする単身生活者が、高齢化により増加していることが考え

られる。 
生活保護世帯が増加の一途を辿る中、国は、2009 年 10 月に「第二のセーフティーネッ

ト」と呼ばれる諸施策を開始した。そのうちの一つ、「住宅手当緊急特別措置事業（通称：
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住宅手当）」は、一定の要件を満たす離職者に対し、賃貸住宅等の家賃として手当を支給す

るとともに、再就職に向けた支援を行うものである。再就職に至るまで生活費にも困窮す

る場合は、要件を満たした上で、社会福祉協議会が実施する「総合支援資金貸付」を受け

ることができる。これは、第二のセーフティーネット開始と同時に、それまで実施してい

た「生活福祉資金貸付」が見直され、賃貸住宅入居時の敷金・礼金を含む、生活を支援す

るための資金全般を貸し付けるものである。住宅手当の申請窓口は住居を管轄する自治体

毎となるが、戸田市における制度開始以降の申請件数は年間 10 件～15 件にとどまってい

る。その理由としては、制度の周知不足のほか、申請者が生活保護の受給要件を満たすた

めに、住宅手当を受けずに生活保護に流れるケースが多いことが考えられる。また、住宅

手当を受給開始したとしても、支給期限である６ヶ月（最長９ヶ月）以内に就職に至らず、

最終的に生活保護を申請するケースも多い。離職者への就労支援を重点的に行っていくこ

とが重要である。 
一方、埼玉県も、県内の民間団体に業務委託し、2010 年９月から「埼玉県生活保護受給

者チャレンジ支援事業」を開始している。そのうちの一つ、住宅ソーシャルワーカー事業

は、生活保護受給中の対象者に対し、物件探し等の援助をはじめとしたアパート等への入

居支援から、金銭管理の方法や福祉サービスの利用手続きといった入居後のアフターフォ

ローまでの包括的支援を行うものである。 
 

 

第２章 本研究の目的及び手法 

 

１ 本研究の目的 

前章に記した 2011年度の研究を踏まえ、本研究は、高齢者を中心とし、障害者、外国人、

子育て世帯、生活保護世帯といった住宅確保要配慮者に対して、2010年度の研究成果から

抽出された課題等の解決策を導きだし、望ましい住宅施策の方向性を明らかにすることで

ある。 

 

２ 本研究の手法 

 

2.1 プロジェクトチームの設置（２年目） 

本研究は、高齢者を中心とした住宅確保要配慮者に対する住宅施策の充実をテーマとし 

ており、これは全庁的に取り組まなければならない分野横断的な課題である。このため、 

本研究を進めるに当たっては、庁内の各部署の担当者を研究員として任命し、2010年度か

ら２カ年でプロジェクトチーム（以下「ＰＴ」という）を設置した。ＰＴの構成員は、高

齢者（長寿福祉課）のほか、住宅政策全般（建築課）、障害者（生涯福祉課）、外国人（コ

ミュニティ推進課）、子育て世帯（こども家庭課）、生活保護世帯（生活支援課）の６つの

分野において、若手・中堅職員を中心に任命している。 

具体的な手法としては、2011 年度は研究員それぞれが住宅確保要配慮者の住まいの現状

を調査し、課題の抽出を行った。そして 2012年度は、抽出した課題に対する解決策を検討
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し、望ましい住宅施策の方向性について提言を行った。また、研究を進める上では、ＰＴ

全体会議を毎月１回程度開催し、各研究員から進捗状況の報告を行うとともに、研究員間

の情報共有等を図りながら進めてきた。 

 

2.2 目白大学社会学部地域社会学科との共同研究  

高齢者の研究の中で、目白大学社会学部地域社会学科との共同によりアンケート調査を

実施した。この調査は、戸田市の 65歳～74歳の市民、1,500人（無作為抽出）を対象とし、

高齢者の住まいに関する意識のほか、生活状況や家族・地域との関係についての意識につ

いて訊ねたものである。この調査により、科学的データに裏付けられた、より精度の高い

研究成果を導き出していくことが期待された。なお、本アンケート調査の内容は、集計途

中の中間報告の時点で研究員が確認しており、研究成果にも反映している。調査結果につ

いては、2013年３月に報告書を発行した。詳細については上記報告書をご覧いただきたい。 

 

2.3 課題別アドバイザーの招致 

 研究を進める上では、専門的意見及び第 3 者の視点からの指摘等を得るため、課題別ア

ドバイザーとして、埼玉りそな産業経済振興財団の宮澤謙介主席研究員を招致し、研究内

容について指導いただいた。内容としては、2011年度の中間報告に対する第 3者評価をい

ただいたほか、研究員の知識のインプット及び情報共有を兼ねた研修会の開催、宮澤先生

と研究員との対談等を実施した。第３者評価については第２部、対談の詳細については第

５部にて掲載している。 

 

 

第３章 本報告書の概要 

 

 本報告書は第１部から第５部までの構成となっている。 

第２部では、2011年度の研究内容に対する第３者評価について紹介する。 

第３部では、高齢者の住宅施策について課題解決に向けた取り組みについて述べていく。

また、市営住宅を整備した際の費用面等のシュミレーション分析について報告する。 

第４部では、高齢者以外の住宅確保要配慮者について、それぞれの課題解決に向けた取り

組みについて述べていく。 

第５部では、研究のまとめとして、宮澤先生と研究員との対談の中で、望ましい住宅施策

の方向性について述べていく。 

 また、巻末に、報告書中の図、表、早見表等を参考資料として付す。 

 

参考文献及びホームページ 

１ 「超高齢社会に備え高齢者を中心とした住宅確保要配慮者に対する住宅施策の充実に

関する研究」（戸田市政策研究所）、2011年度 

２ 「急速な高齢化が戸田市にもたらす影響に関する研究」2009年度、2010年度 

３ 「住民基本台帳人口移動報告(平成 24年結果)」
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(http://www.stat.go.jp/info/shinsai/index.htm#idou) 

４ 「平成 22年国勢調査」 

５ 総務省統計局ホームページ（http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/10_1.html） 

６ 総務省「住宅・土地統計調査」（平成 20年、15年、10年） 
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第２部 2011年度研究の第３者評価 

 

今年度の研究では、より精度の高い研究結果を導きだすため、学識経験者である公益財

団法人埼玉りそな産業経済振興財団の宮澤謙介主席研究員に本研究のアドバイザーをお引

き受けいただき、研究を進めてきた。宮澤先生からは、会議等で研究内容に対するアドバ

イス及び指導等をいただいたほか、2011年度研究内容について第三者視点から評価をして

いただいた。この第三者評価の内容について、以下のとおり紹介する。 

 
１ 評価の視点 

 

 2011 年度調査中間報告では、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯、生活保護世帯につ

いて、現状から将来にわたる動向の分析、関連施策の整理と課題抽出が行われ、多面的な

事象に対する総合的な視点と課題解決に対する意欲的な姿勢が貫かれている。 

本研究に対する「第三者による評価」の依頼を受けたことから、研究活動の中間段階に

おける適切性の確認というスタンスで、以下の 5つの視点を挙げることとする。 
 

(１)〔適時性・計画性〕：テーマ選定の適時性、将来を見据えた計画性 

(２)〔明確性・一貫性〕：研究テーマや対象範囲の明確さ、課題認識や論点の一貫性 

(３)〔主体性・補完性〕：行政が主体的に果たす役割の認識、他機関や制度との補完関係 

(４)〔地 域 適 合 性 〕：上位施策では十分対応できない地域性や特殊要因への配慮 

(５)〔整合性・適応性〕：目的と手段の整合性、多様な課題をブレークスルーする適応性 
 

２ 調査研究の意義 

 
(１)社会的背景 

①超高齢社会・人口減少社会の到来 … 課題の想定と将来に向けた準備を 
 平成 22 年の国勢調査では、わが国は高齢化率 23％の超高齢社会に突入し、人口減少

に転じていることが明らかとなった。しかし、その動向は地域によってまちまちである。

今後どのような状況、問題が発生するのかを想定し、準備を進める必要がある。 
 
②長引く景気の低迷と将来への不安 … 生活者の視点に立ったサポートを 
高齢化や社会の不安定化は市民生活の“ゆらぎ”を拡大し、多様な分野での施策対応

を迫ることになるかもしれない。その際、行政サービス（縦型）の視点と市民生活（横

型）の視点を融合することが、市民生活への大きなサポートになるだろう。 
 
(２)政策研究への期待 

①都市経営のフロンティア 

少子・高齢化と人口減少は、地域間の格差を広げる恐れがある。各自治体は行政サー

ビスの質と財政のバランスをとりながら、アドバンテージを獲得しなければならない。

政策研究は、そうした都市経営の先端を担う研究開発活動であると言える。 
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 ②市役所機能向上のダイナモ 

プロジェクトチーム方式の研究が、専門的な知識や情報の共有と研究成果のフィード

バックを促し、全庁的な機能向上につながる。成果の活用と人材育成が、地域の実情に

応じた施策立案・運営能力をより高い水準に引き上げる原動力になると考える。 
 
 ③市民本位の施策運営のプラットホーム 

本研究では多分野横断的なテーマが設定されている。このような取り組みが、個別事

象への対処から総合的・統合的な対応への転換、設備整備（ハード）から生活支援（ソ

フト）にわたる市民生活に寄り添った行政サービスにつながることを期待する。 
 
３ 課題認識 

 

戸田市の年齢層別構成比（図２－１）を見ると、20 歳代から 40 歳代までの割合が非常

に高いこと、団塊世代前後の構成比が相対的に低く小さな山を形成するに過ぎないことが

わかる。こうした特徴から、県内の多くの自治体とは異なり、戸田市では現在 30歳代から

40 歳代の世代が高齢者となる時期により激しい高齢化の波が押し寄せるというタイムラ

グがある。他の自治体の高齢化への対応をケーススタディとして取り込む時間的余裕が多

少なりともあると言えるのかもしれない。 

また、年齢層別流入・流出数（図２－２）を見ると、20 歳代から 40 歳代前半までの流

入・流出数が非常に多いことがわかる。特に、25～29歳と 30～34歳の層は 5年間で 4,000

人を超える流入があり、30～34 歳と 35～39 歳の層は同じ期間中に 3,000 人を超える流出

があった。また、20歳代から 30 歳代前半までが大きな流入超過となっており、5～9歳と

40～44 歳では逆に流出超過になっている。 

以上から、戸田市の場合、高齢化の切迫性が他市に比較して低い分、高齢者施策（介護

支援主体）に立脚した視点のみにこだわることなく、生活困難者支援（生活支援）の視点

を複合化することが出来そうだ。しかし、一部に流動的な市民や居住環境がある中で、住

生活の安定確保に関する支援の必要性が今後さらに大きく顕在化してくるのかもしれない。 

 

図２－１－１ 年齢層別構成比 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：埼玉りそな産業経済振興財団提供 
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図２－１－２ 年齢別流入・流出数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：埼玉りそな産業経済振興財団提供 
 
４ 高齢者に対する施策の検討について 

 
(１)施策検討の視点 

①ニーズはどこにあるのか 
研究データは主に統計情報に基づくものが主体であるが、高齢者の生活実態とニーズを

把握する調査の必要も認識されている。行政の各セクションの他、市内の介護事業者、ケ

アマネジャーやソーシャルワーカーなどの協力を得て情報を蓄積し、市民、事業者、行政

の相互の関わり整理しながら、施策ニーズを探る必要があるだろう。 
 

②全体像をイメージできているか 

高齢者を取り巻く状況は極めて多様である。また、加齢に伴って大きな状況変化を強い

られることもある。多様な高齢者を類型化して捉え、時系列的な流れのなかで体系化され

たイメージを持つ必要があるだろう。こうしたイメージに供給サービスを重ね合わせるこ

とで、行政が補完すべき対象が見えてくると思われる。 
 

③行政が関与すべき役割は明確か 

介護保険サービスは民間事業者に開放されている。事業者は採算性を重視するため、必

要ではあるが十分なサービスが供給されない事態も起こり得る。こうした市場の歪みは、

行政が関与することで是正できる可能性がある。健全な民間市場の育成と福祉の充実の双

方の観点から、行政が関与すべき役割を明確にするべきであると考える。 
 

(２)地域性の高い課題への対応について 

 財政面の制約もあって、介護保険サービスは極力在宅で対応することが国の方針である。

住み慣れた環境の中で生活を継続することは一つの理念として賛同できる。反面、居住環

境や家族構成、健康状態や生活を継続するためのコストは一様でなく、在宅では大きな負
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担を強いられる都会生活の高齢者をいかにサポートするかが課題となりそうだ。 
 行政と介護事業者との連携を強めることが、新たなサービス供給や施設整備の構想立案

に役立つと思われる。 
 
５ 高齢者以外の住宅確保要配慮者に対する施策の検討について 

 
(１)障害者に対する施策 

 住宅関連施策については、国、県レベルで一定の支援メニューが整い、戸田市の役割が

認識されている。障害者施策は全体的に複雑な制度体系ではあるが、「地域自立支援協議会」

を活用することで、地域の実情に応じた目標が設定されることを期待する。 
 
(２)外国人に対する施策 

 国、県の支援施策が詳細に分析されている。それらの施策の円滑な運用を図りつつ、「国

際交流協会」を活用した実態の把握と多様なサポート・交流活動を通して、地域の実情に

応じた目標が設定されることを期待する。 
 
(３)子育て世帯に対する施策 

住宅確保要配慮者の対象範囲が拡散した感がある。転入・転出の状況からは、子育て世

帯の定住促進に対する問題意識が強いと思われる。本研究を端緒に、子育て支援施策との

連携のもとに施策研究が展開されることを期待する。 
 
(４)生活保護世帯に対する施策 

 生活保護制度には住宅扶助があるため、住宅確保の状況把握が前提になると思われる。

また、目標として生活保護受給者が快適に生活できる住環境の整備が意識されているが、

生活保護世帯が置かれる状況との違和感を覚える。 
 
６ 各視点からの評価 

以上を踏まえ、冒頭に示した 5 つの視点から本調査研究を評価する。 
 
(１)適時性・計画性 … 〔 ◎ 〕適切かつ特筆すべき点あり 

高齢化の急速な進展をはじめ、各分野の状況を整理し、住宅確保に関する諸問題が大き

く顕在化する前に手当しようとする姿勢を評価する。 
 
(２)明確性・一貫性 … 〔 ○ 〕適切 

多分野の行政施策を、市民の住生活の視点で再考する点に本研究の妙味があると評価で

きる。研究を深める前に、対象とする範囲や条件を再確認しておくとよいだろう。 
 
(３)主体性・補完性 … 〔 ◎ 〕適切かつ特筆すべき点あり 

 制度の体系的な分析と現状や将来予測に立脚した課題抽出が行われており、中間報告段

階の目標水準に達していると評価する。今後の施策検討に独自な取り組みを期待する。 
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(４)地 域 適 合 性  … 〔 ○ 〕適切 

統計情報等の詳細な分析に基づいて課題を抽出する姿勢が評価できる。独自の制度を作

り込むためには、今後さらに実態的な情報から検討する必要があると考える。 
 
(５)整合性・適応性 … 〔 － 〕中間報告段階では評価せず 

中間報告では課題抽出までの水準を到達目標としているため、現段階では十分な判断材

料が揃っていない。今後継続して研究が深められることに大きな期待感を持つ。 
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第１章 市営住宅を建設した場合の建設費等シミュレーション分析 

 

１ 市営住宅等公営賃貸住宅への期待 

 

 我が国においては、少子高齢化の急速な進行など社会経済情勢が大きく変化する中で、

高齢者、障害者、外国人、生活保護世帯、子育て世帯など社会的弱者の居住安定や、子育

てしやすい住環境の確保が求められている。また、担税能力が高く地域の活性化に資する

若年世帯の居住促進も求められており、地域において対応すべき居住ニーズが多様化して

いる。また、市営住宅をはじめとする公営賃貸住宅は、高齢者を中心とした低額所得者な

ど社会的弱者の居住安定を確保するためのセーフティネットとして、地域の様々な居住ニ

ーズを踏まえて供給が進められてきた。 

しかし、現状では高い応募倍率や、老朽建物の増加、市場での高齢者向けのバリアフリ

ー化された住宅の不足など、急速に多様化が進む地域の居住ニーズに十分対応仕切れてい

ない。今後も住宅セーフティネットの機能向上を図ることが不可欠であり、その中心的役

割を担う公営賃貸住宅についても、福祉やまちづくり等の施策と一体となって、地域の実

情をより的確に反映したセーフティネットとして供給することができるシステムを構築す

ることが求められている。 

 

２ 戸田市内の市営住宅の現状と課題 

 

 高齢者を中心した住宅確保要配慮者 5の住宅施策を研究する上で、特別養護老人ホーム

をはじめとした施設整備や、新たな市営住宅建設の検討は避けて通れない。しかし特別養

護老人ホームの施設整備については 2011年度の研究において「財政面の制約や開設期間、

用地の問題等から、施設整備は必要であるが、新設には限界があると思われる。」6

 そこで、本章では、市営住宅の現状と課題を把握し、戸数確保のため新たに市営住宅を

建設した場合の建設費や建設後のランニングコストについて試算を行う。これにより、多

額な投資が必要となるハード整備に過度に頼ることなく、各種助成制度をはじめとしたソ

フト事業の充実を推進していく上での裏付けとしたい。 

と結論

付けている。 

 

(１)市営住宅の現状 

市営住宅は、公営住宅法(昭和 26 年６月４日法律第 193号)を根拠法令とし、市が建設、

買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施

                                                   
5「住宅確保要配慮者」とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家

庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。(「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律」(平成 19年７月６日法律第 112号))。 
6 戸田市政策研究所「超高齢社会に備え高齢者を中心とした住宅確保要配慮者に対する住

宅施策の充実に関する研究(中間報告書)」2011年度、P109 
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設と条例 7

 

で規定されている。戸田市では、現在、表 3-1-1 のとおり８棟の市営住宅があ

り、管理戸数は 231戸となっている。また、家賃は居住者の収入基準により決定され、2011

年度の家賃収入総額は、59,904,426円である。 

表３－１－１ 戸田市の市営住宅及び家賃 

名称 戸数 建築年度 築年数 家賃 

川岸住宅 24戸 1970年度 42年 10,200円～20,100円 

柳原住宅 30戸 1971年度 41年 12,600円～24,700円 

もくせい住宅 16戸 1977年度 35年 17,700円～34,800円 

後谷住宅 20戸 1978年度 34年 20,000円～39,200円 

笹目夏浜住宅 24戸 1986年度 26年 22,400円～44,000円 

笹目中居田住宅 22戸 1995年度 17年 20,400円～57,200円 

下前住宅 40戸 2000年度 12年 20,000円～58,800円 

下笹目住宅 55戸 2008年度  4年 20,100円～59,100円 

 

なお、車椅子対応として笹目中居田住宅及び下笹目住宅に３ＤＫ、下前住宅に２ＬＤＫ

と３ＤＫの計４居室が整備されており、引き戸、間口幅やバリアフリー対策が施され、高

齢者や障害者等への配慮がなされ、現在は満室である。さらに、下笹目住宅の１階部分に

は、市内の社会福祉法人が共同生活介護のサービスを提供する「ケアホーム下笹目」が 10

居室設置され、障害者に特化した配慮がなされ、こちらも現在は満室である。 

 

(２)現入居世帯の状況 

市営住宅入居世帯のうち 61歳以上の世帯主割合、及び建設当時からの入居世帯割合は、

表 3-1-2 のとおりである。61歳以上の世帯主割合は８棟平均で 70.9％であり、入居者の高

齢化の進行が見て取れる。また、建設当時からの入居世帯割合は８棟平均で 44.0％であり、

入居者の経済状況等によっては永続的な入居実態の傾向が伺える。 

 

表３－１－２ 世帯主年齢割合(61歳以上)及び建設当時からの入居世帯割合 

名称 世帯主年齢割合(61歳以上) 建設当時からの入居世帯割合 

川岸住宅 79.2％ 20.8％ 

柳原住宅 65.4％ 36.7％ 

もくせい住宅 73.3％ 50.0％ 

後谷住宅 66.7％ 40.0％ 

笹目夏浜住宅 69.6％ 62.5％ 

笹目中居田住宅 68.2％ 59.1％ 

                                                   
7戸田市営住宅条例第２条第１号(平成９年９月 26日条例第 35号)。 
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下前住宅 75.6％ 70.0％ 

下笹目住宅 69.1％ 12.7％ 

 

(３)市営住宅の抱える課題 

空き部屋応募倍率では、前述のとおり入居者の高齢化や永続入居実態によって、空き部

屋の確保が極めて困難な状況が続いていることから、倍率は跳ね上がり、過去３年間の倍

率は最低で４倍から最高で 100倍に達している。このため、住宅確保要配慮者にとって、

市営住宅への入居はたいへん厳しい選択肢であると言える。 

また、退去時修繕への負担 8や、樹木消毒・せん定業務、雑排水管清掃業務、昇降機設

備保守点検業務等に対する委託料 9等、市営住宅を維持していく上での経常的経費のほか、

今後は、耐震補強工事 10、経年劣化による大規模修繕 11

 

等、市の行財政に多額の負担を強

いられることが懸念される。 

３ 市営住宅建設費等シミュレーション分析 

 ここでは、市が土地を購入し、2008年度に建設された下笹目住宅と同規模の市営住宅を

建設する場合の建設費等を、下笹目住宅の建設費等を基準としてシミュレーションする。 

 

表３－１－３ シミュレーションする市営住宅の規模 

 新設市営住宅 下笹目住宅 

敷地面積 2,000.00㎡ 2,053.69㎡ 

延べ床面積 3,000.00㎡ 2,996.06㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造７階建 鉄筋コンクリート造７階建 

戸数 55戸 

住戸形式１DK30 戸・２DK18戸・３DK６戸・３DK(車椅子対応)１戸 

その他施設 ケアホーム１施設 ケアホーム１施設 350.01㎡ 

 

(１)用地購入費 

 下笹目住宅と同規模の市営住宅を建設する場合、2,000 ㎡程度の土地が必要である。現

在、戸田市の市有地ではこれだけの広い土地を所有していないため、新たに土地を購入す

る必要が生じる。よって、2,000 ㎡の民間所有の土地を市が買い上げて市営住宅を建設す

ることで試算すると、用地購入費は約 420,000,000円と試算された。 

                                                   
8 戸田市営住宅退去時修繕実施要綱(平成 11年４月１日施行)別表２及び別表３の規定に

より、市が修繕料の３分の２又は全額を負担するもの。2011年度の修繕料の決算額は、

7,350,000円。 
9 2011 年度の委託料の決算額は、12,010,027円。主な内訳は、樹木消毒・せん定業務

2,315,250円、雑排水管清掃業務 1,126,020円、昇降機設備保守点検業務 2,879,100円で

ある。 
10 0000 年に実施した柳原住宅の耐震補強工事等の経費は、約 70,000,000円である。 
11 0000 年に実施した川岸住宅の設備改修工事等の経費は、約 92,000,000円である。 
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2,000㎡×208,500円/㎡ 12

 

＝417,000,000円≒420,000,000円 

(２)建設費等 

下笹目住宅と同規模の市営住宅を建設する場合、表３－１―４のとおり本体工事費用は

930,000,000円と試算された。また、本体工事以外の業務(④⑤⑥)の小計は 45,000,000円

であり、合計額は 975,000,000円と試算された。よって、上記用地購入費と合計すると、

新たな市営住宅の建設には、地域における住宅政策の推進を総合的に支援するための国の

「社会資本整備総合交付金」を活用することはもちろんであるが、総額で 1,395,000,000

円という多額の予算投入を余儀なくされる。 

 

表３－１－４ 新設する市営住宅の建設費等 

工事等名 金額 

① 建築工事 700,000,000円 

② 電気設備工事 80,000,000円 

③ 機械設備工事 150,000,000円 

④ 設計業務 25,000,000円 

⑤ 地質調査業務 5,000,000円 

⑥ 監理業務 15,000,000円 

⑦ 合計(①から⑥までの総和) 975,000,000円 

⑧ 工事費用(①＋②＋③) 930,000,000円 

 

さらに、本体工事費用から１㎡単価を除す(930,000,000 円÷3,000 ㎡)と、１㎡あたり

310,000 円の工事費用となり、それぞれの居室形態で乗すと、１DK(約 40/㎡)は 12,400,000

円、２DK(約 50/㎡)は 15,500,000円、３DK(約 60/㎡)は 18,600,000円 となる。 

 

４ まとめ 

 以上の市営住宅を新設した際の費用等のシュミレーションを行った。この結果から、市

営住宅を新たに新設する場合、課題として多額の財政的な負担が生じることが明らかにな

った。 

また、費用対効果の側面からみても、仮に１DK に家賃 20,100 円の人が入居したとすれ

ば、工事費用を投資した金額を回収できるには約 50年間が必要となる。さらに、前述した

とおり経年劣化による大規模修繕等の必要も生じてくることから、施設新設に係る費用と

合わせて、既存の住宅の修繕に対する多大な財政負担が生じると考えられる。 

また、建設には相応の期間も必要であるため、待機者に合わせて施設を建設しても、そ

                                                   
12１㎡単価は、「平成 24年度埼玉県地価調査基準値価格一覧(平成 24年７月１日現在)」(中

武不動産鑑定株式会社発行) の住宅地の平均価格を引用した。なお、商業地の平均価格は

252,000 円/㎡、準工業地の平均価格は 153,000円/㎡、工業地の平均価格は 154,000円/㎡

である。 
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の間にまた待機者が増加し、結果的に待機者の減少につながらない可能性もある。 

以上のことから、最低限の住宅ストックの増加は必要ではあるものの、今後増加を続け

ると見込まれる高齢者等の住宅確保要配慮者に対して、施設の建設を続けていくのは難し

い。今後の住宅施策の方向性としては、ハード面に頼りすぎることなく、ソフト事業の充

実に軸足を置いていくことが望ましいと考えられる。 
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第２章 高齢者住宅施策 

１ 2011年度の研究から得られた課題提議 

 

(１)老人介護施設の課題 

特別養護老人ホームなどの老人介護施設の設置には、土地、整備にかかる費用や期間、

ランニングコスト、介護保険料の上昇などの課題も多いが、要介護度が高く施設入所が必

要な高齢者の増加の状況によって、計画的に設置していく必要がある。 
また、一方で 2000 年の制度発足以来 12年が経過した介護保険制度も、施設介護から在

宅介護へと方向転換をしていることから、今後は住生活の場を担う大きな施設ではなく、

訪問型の介護サービスを自宅へ提供できる、在宅介護事業所を中心に施策展開していくこ

とが必要である。 
 

(２)サービス付き高齢者向け住宅の課題 

サービス付き高齢者向け住宅は、法改正により厚生労働省が高齢者住宅施策の柱として

掲げている事業であり、登録認可している埼玉県のホームページによると、2013年 1月１

日現在において埼玉県内では 113 件、4,113 戸の登録がある。戸田市の登録状況について

は、表１のとおり３件、160 戸である。 
 
表３－２－１戸田市内サービス付き高齢者向け住宅登録一覧 

所在地 戸数 家賃概算 
（万円） 

専有面積 
（㎡） 

提供サービス 

南町 56戸 10.7 25.17 状況把握及び生活相談 /その他のサービス 

大字新曽 62戸 10.7 25.17 状況把握及び生活相談 /その他のサービス 

本町 42戸 7.3～9.71 18.2～24.92 状況把握及び生活相談/食事の提供/入浴、排

せつ、食事等の介護/調理、洗濯、清掃等の

家事 

出典：サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 
http://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php 

（住宅名については割愛） 
 
サービス付き高齢者向け住宅の内容として、上段の例では、単身向けの約 25㎡のワンル

ーム個室に浴室・トイレ・キッチン付きで、生活支援サービスとして 24時間の緊急時対応

と安否確認、介護等の相談機能、外部事業者への取次ぎ、簡単な営繕作業等を備えている

ほか、有償ではあるが食事のサービスも行っている。 
では、肝心の入居費用はどのくらいかかるのであろうか。市内にあるサービス付き高齢

者住宅を例にして、家賃、共益費、生活支援サービス費等の入居費用についてまとめたも

のが表２である。 
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表３－２－２ サービス付き高齢者住宅の入居費用例 
面積 家賃 共益費 生活支援 

サービス費 
月額利用料合計 食費 

 
25㎡ 107,000 円 10,000 円 31,500円 148,500円 

(敷金礼金なし) 

 40,950円 

(１日３食 1,365円) 

18.20m2 73,000 円 38,000 円 37,590円  148,590円 

(敷金礼金：家賃

の２箇月分) 

 63,000円 

(１日３食 2,100円) 

出典：サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 
http://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php 
 

表２では２つの例を挙げているが、上段の方の家賃の月額は 10万円代であり、共益費、

生活支援サービス費を含めると 15万円弱、さらに食事サービスを含めると 19万円弱とな

る。これに光熱水費、介護保険１割負担及び医療費が加わるとすると、月の生活に係る費

用は 20万円を超えてくる計算となる。 

バリアフリー仕様で見守りなどの生活支援サービスがあるサービス付き高齢者向け住宅

は、高齢者の住居としては理想的な形ではあるが、純粋な家賃が 10万円代となると、収入

が少ない住宅要配慮高齢者にとっては、入居することが非常に難しくなってくると思われ

る。 
このような高額な入居費用の設定は、家主である民間企業の経営の視点を勘案すると致

し方ない面がある。当然ながら民間企業としては、多額の土地や建設の費用の採算をとり、

少なからずとも利益を上げていかなくてはならない。ともすれば、まだまだ登録数が少な

く創成期であるサービス付き高齢者向け住宅の入居費用の設定は、ある程度の収入がある

高齢者をターゲットにして、採算性を確保していきたいという方向にならざるをえないた

め、必然的に高めに設定されることは想像がつく。 

よって、今後サービス付き高齢者向け住宅が、幅広い所得階層の高齢者へ普及していく

ためには、初期の入居者によりある程度の採算性が見込め、また、登録数が増加して市場

競争の原理が働くことにより、入居費用が下がってくる段階までのある程度の期間がかか

ると思われる。 
 

(３)市営住宅をはじめとする公営住宅等の課題 
一方で、収入が少ない住宅確保要配慮高齢者にとっては、家賃負担が軽減された市営住

宅をはじめとする公営住宅が条件的には合致する。 
市営住宅をはじめとする公営住宅等は、住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するため

の中心的な役割を担い、一定の成果を挙げてきたが、その現状はどのようなものであるか。 
現在、戸田市の市営住宅は８箇所、231戸設置されているが、常に空き室がない状況が

常態化している。一旦入居となると入居期間が長期に渡り、相当な理由がない限りは、空

きは出ないのが現状である。 
そのような中でも、入居者の死亡などにより空きが出た際には入居募集をすることとな
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るが、１戸の募集に対して申込者の倍率が 10数倍から最大で 100倍となるくらいの申込み

が殺到する。 
このような市営住宅の入居希望者が多い要因としては、低廉に抑えられた家賃設定と入

居期間の設定がないことによるものが考えられる。 
一つ目の要因の低廉な家賃設定についてであるが、市営住宅の家賃は、収入の状況にも

よるが、例を挙げると、２ＤＫで 10,200円～20,100円、２ＬＤＫで 27,500円から 54,000

円である。方や、市内の一般の民間賃貸住宅の家賃については、地域的な偏りはあるが、

市営住宅の近隣の民間賃貸住宅と比べても、かなり家賃負担が少ない。 
そして、二つ目の要因の入居期間の未設定については、一旦入居することができれば、

相当の理由がない限り、未来まで住宅が保障されるような面があることである。 
このような利点があることから、市民にとって市営住宅の設置は望まれるところではあ

るが、前章にも述べたとおり、一つの市営住宅を設置する場合の土地、建設費をはじめと

する費用は 10億円と膨大になり、また、最大でも 50戸から 60戸程度の設置となることか

ら、費用対効果の面で非常に非効率である試算結果が出ている。 
しかしながら、一旦市営住宅に入居することで、低廉な家賃により長期にわたって住宅

を確保されている者がいる一方で、様々な要因により早急に入所を希望しながらも市営住

宅に入居できない住宅確保要配慮高齢者がいる状況を解消する住宅施策の必要性は高い。 
  
(４)民間賃貸住宅の空き家の現状 
  
入居希望者が多く、需要が多い市営住宅への入居の困難性や新設の困難性が高まる一方 

で、民間賃貸住宅をはじめとした民間住宅はどのような現状であるのか。 

総務省統計局のホームページに興味深い資料がある。５年に１回行われる住宅・土地統 

計調査によると、2008 年の日本全国の民間住宅の総住宅数は 5759万戸となっており，2003

年からの 5年間に 370 万戸（6.9％）増加していている。しかし、その一方で 2008年の総

住宅数 5759 万戸のうち、空き家数が 757 万戸を記録し、2003 年の 5662 万戸から 97 万

（14.6％）増加している。総住宅数に占める割合（空き家率）は 2003年の 12.2％から 13.1％

に上昇し、過去最高を記録している。 
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図３－２－１総住宅数、空き家数及び空き家率の推移 

 
出典：総務省統計局ホームページ 

 http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/10_1.htm 

 

全国的に空き家が増加している中で、都市部の空き家の状況は、３大都市圏の空き家が

363 万戸で，空き家率は 12.1％、3大都市圏以外では 392万戸で 14.3％となっており、都

市部の空き家率が若干低い状況である。なお、埼玉県の空き家率は 10.6％であり、沖縄県

10.2％、神奈川県 10.5％についで全国でも３番目に低い状況となっている。また、民間住

宅の空き家数全体に占める民間賃貸住宅の割合は、54.5％となっており、空き家の半数以

上を民間賃貸住宅が占めている結果となっている。 

総務省の「平成２０年住宅・土地統計調査」を見ると、戸田市においても空き家が 6,160
戸ある。このうち、民間賃貸住宅の空き家は、腐朽・破損しているものを除き、一戸建て

が 150 戸、長屋建・共同住宅が 3,400 戸で合計 3,550 戸あることがわかった。 

 こうした民間賃貸住宅の空き家を有効に活用できる施策の検討が必要であると考える。 
 
 
２ 課題解決へ向けた取り組み 

 

今後の住宅施策においては、現在、市営住宅を希望しているが、入居できない単身で年 
金等の収入が少ない住宅確保要配慮高齢者を対象として、できるだけ即効性のある住宅施
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策が必要である。 
前述１(３)の課題として挙げた、現状の市営住宅の設置の困難性を考慮すると、ソフト事

業としての家賃補助制度の導入も検討していかなくてはならないが、単なる金銭給付によ

る家賃補助制度の導入は、民間賃貸住宅家賃の引き上げを招くことも想定され、結果的に

住宅確保要配慮者の生活の根幹を支えるものにならないことも懸念される。 
このような要因を含めて考えていくと、家賃補助制度を導入するに当たっては、家賃が

引き上げにならない要件を家主側にも設定するなどの工夫が必要である。 
また一方で、市営住宅の設置が困難ななかで考えていかなければならないのは、前述の 

１(４)でふれた、民間住宅の空き家の増加の状況である。民間賃貸住宅の空き家の増加を

市営住宅の代替として、なんとか活用できないか。 
以上のようなことを勘案した上で、今回の研究においては、以下のような住宅施策（ソ

フト事業）を展開できないかと、一つの仮説として掲げてみた。 
 
【仮説】 

市営住宅の代替として、一定の要件を満たした空き家となっている民間賃貸住宅の入

居に当たり、低所得者に配慮した家賃補助を組み合わせた制度を導入してみてはどう

か？ 
 
≪民間賃貸住宅の認定要件≫ 
①市営住宅と同等または近似した住環境設備を備えている。 
②家賃額の上限を満たしている。 
 
≪入居者の要件≫ 
①市営住宅の入居を希望し、入居申請をしている。 
②市営住宅の入居要件を満たしている。 
 
≪家賃補助の設定の要件≫ 
①低所得者に配慮した家賃補助額を設定する。 
②家賃補助の期間を設定する。 

 
 

３ 先行事例研究 ～ひたちなか市の家賃補助制度～ 

 

(１)視察の目的  

先に掲げた仮説の要件を加味した先進的な住宅施策事業を実施している自治体を調べ

たところ、茨城県ひたちなか市の家賃補助制度が該当した。ＰＴでは、2013 年２月15日

にひたちなか市を視察し、2010年から実施している市営住宅の代替としての家賃補助制

度について、実施に至った背景と課題、事業内容、実施の際の手順、実施後の状況と課

題など、十数件にわたる質問を行った。以下は、ひたちなか市の視察についてまとめた
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ものである。  

 

(２)ひたちなか市の概要 

ひたちなか市は、1994年11月１日勝田市と那珂湊市が合併して現在に至っている。茨

城県の中央部からやや北東に位置し、東に太平洋、南は那珂川を隔てて水戸市に接し、

東西約13キロメートル、南北約11キロメートル、面積が99.07平方キロメートルを有する、

人口約16万人の都市である。近年では、北関東の中核都市として、常陸那珂港、北関東

自動車道による物流の拠点としての整備が進み、沿岸部は「阿字ヶ浦海岸海水浴場」や

夏に行われるロックフェスタの会場で有名な「国営ひたち海浜公園」などの観光スポッ

トを擁する豊かな自然に恵まれおり、那珂湊漁港をはじめとした水産加工業が発展して

いる。また、内陸部では市街化、工業化も進み、製造業を中心とした工業都市として成

長を遂げているまちである。 

 

(３)戸田市とひたちなか市との比較 

ひたちなか市の人口に関する状況は、2012年10月現在、総人口が15万7,141人で、戸田市

の12万6,988人より３万人多い。平均年齢は42.99歳であり、39.07歳である戸田市と比べる

と3.92歳も高い数値であるとともに、高齢化率は20.5％であり、戸田市の14.5％と比べる

と６ポイント高い状況であった。2002年からの人口の伸びは4,999人であり、戸田市の

15,283人と比べると約３分の１の伸びにとどまっている。 

市営住宅は、24団地で88棟あって戸田市の11.00倍、戸数は1,935戸で8.37倍と、いずれ

も断然の違いがあった。 

介護保険関連施設については、特別養護老人ホームは戸田市の2.5倍、介護老人保健施設

は3.0倍あり、高齢化率が20.5％に至るまでの経過のなかで、要介護者の増加に伴う入所希

望者の増加により、順次設置されてきた様子がうかがえる。 

 

 

 表３－２－３戸田市とひたちなか市との比較一覧（2012年10月現在） 

項 目  ひたちなか 市  戸 田 市  

面積  99.07 km²  18.17km
2 

 

総人口  157,141人  126,988人  

平均年齢 42.99歳 39.07歳 

老年人口  33,208人  18,403人  

高齢化率  20.5％  14.5％  

市営住宅 88棟（24団地） 

1,935戸 

８棟 

231戸 

介護老人福祉施  

（特別養護老人ホーム）  

５箇所  ２箇所  

介護老人保健施設  ６箇所  ２箇所  
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介護療養型医療施設  ２箇所  １箇所  

グループホーム  13箇所  ７箇所  

小規模多機能型居宅介護  ２箇所  ２箇所  

 

(４)ひたちなか市の家賃補助制度の概要 

ひたちなか市の家賃補助制度は、市と不動産業者とが連携を図り、市内のある一定の条 
件を満たした民間賃貸住宅の空き家を活用して、それらの住宅に市営住宅入居資格がある

市民が入居された場合に、家賃の一部を補助する制度である。その趣旨は、住宅に困窮

する者の居住の安定を確保するため、市内の良質な民間賃貸住宅に入居する

者に対し、家賃の一部を補助することとであり、「ひたちなか市民間賃貸住宅家

賃補助事業実施要綱」の第 1 条に明記されている（詳細は、巻末資料の要綱を参照）。 
ひたちなか市の家賃補助制度の概要は表４、ひたちなか市の家賃補助制度のしくみは図 

２のとおりとなっている。 
 

表３－２－４ひたちなか市の家賃補助制度の概要 

認定事業者・補助対象住宅要件・事業内容 

１ 認定事業者の要件 

①市内に本社または営業所を置く事業者であること。 

②市税の滞納がないこと。 

③補助の対象となる民間賃貸住宅の空き情報を提供できること。 

④宅地建物取引業の免許を取得している事業者であること。 

２ 

補助の対象となる民間

賃貸住宅の要件 

（市が認定した事業者

が提供する民間賃貸住

宅で、右の要件をすべて

満たしていること。） 

①市内の民間賃貸住宅で，新耐震基準（昭和 56年）を満たしている

こと。 

②共同住宅の場合は，消火器・火災警報器の設置があること。その

他の住宅の場合でも火災警報器の設置がされていること。 

③家賃は月額 50,000円以下（管理費、共益費及び駐車場使用料を除

く。）であること。 

④敷金は月額家賃の２か月分を限度とし、礼金は無いこと。 
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３ 認定事業者の事業内容 

①「民間賃貸住宅空家情報提供シート」の提出 

 認定事業者が管理している住宅（上記２に該当する住宅に限る。）

の空き家情報を提供するためのもの。市の空家情報コーナーに空き

家情報を置き、空き家情報を市民に公開する。空き家情報は常に最

新の状況となるよう、随時更新が必要 

②「民間賃貸住宅入居承諾書」の交付 

 上記２に該当する住宅に住むこととなった市民が、家賃補助を受

けるために交付するもの。市民が入居の際に必要 

③「家賃支払証明書」 

 家賃を完納している市民が家賃補助を受けられるため、その確認

のために交付するためのもの。家賃補助の請求が年４回あるため、

その都度交付が必要 

申請者の要件・家賃補助内容 

申

請

者 

右の要件をすべて満た

していること。 

(１)市内に住所又は勤務場所があること。 

(２)現に同居し、又は同居しようとする親族があること。 

ア 親族には、婚約者も含む。 

  ただし、入居日までに入籍することが条件 

イ 単身者でも次の場合は申込みが可能 

  ただし、日常生活で常時介護が必要な方は、入居申込み不可 

  ａ 60歳以上の方又は昭和 31年 4月 1日以前に生まれた方 

  ｂ 障害者手帳の交付を受けた方 

    ・身体障害の程度 １級から４級 

    ・精神障害の程度 １級から３級 

    ・知的障害の程度 精神障害の程度に相当する程度 

  ｃ 戦傷病者（特別項症から第６項症及び第１款症） 

  ｄ 原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内） 

  ｅ 生活保護受給者（住宅扶助を受けていないこと） 

  ｆ ハンセン病療養所入所者 

  ｇ ＤＶ被害者で一定の要件を満たす方 

ウ 同居が不自然な場合は、申込みは認められない。（例）婚約中で，

婚約者のほかに両親又は祖父母の一方のみと同居しようとする場合等 

(３)現在、住宅に困っていることが明らかであること。 

※持家のある方（現在居住していなくても、名義が申込み者になっ

ている場合も含む）及び既に公営住宅に入居している方は原則とし

て申込み不可 

(４)市税を滞納していないこと。 
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(５)収入基準にあてはまること。 

 ・一般世帯：収入月額 158,000円以下  

 ・裁量世帯：収入月額 214,000円以下 

(６)暴力団の構成員でないこと。 

(７)生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。 

家

賃

補

助

内

容 

家賃補助額 家賃相当額の２分の１（上限 20,000円） 

補助期間 家賃補助開始から最長 60箇月 

交付時期 年４回（４．７．10。１月に前３箇月分を交付） 

交付要件 交付の時点で、家賃及び市税を滞納していないこと。 

 

図３－２－２ひたちなか市の家賃補助制度のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)家賃補助制度に関する質問事項に対する回答 

 

資料：ひたちなか市市報 2010年４月号 

不動産業者 

（認定事業者） 

民間賃貸住宅 

（空き家） 

  市 入居者 

管 理 

補助金の交付(年４回) 

限度額 月２万円 

最長 60箇月 

補助金の申請・請求 

事

業

者

の

登

録

認

定 

事

業

者

の

登

録

申

請 

空

き

家

情

報

の

提

供 

入 

居 家賃の支払い 

 

賃貸借の契約 

ひたちなか市の家賃補助制度のしくみ 
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今回視察を行ったひたちなか市に対しては、(５)の家賃補助制度の概要及び家賃補助制

度のしくみについて教えていただいたが、市営住宅の補完としての民間賃貸住宅の空き家

を活用した家賃補助制度の実施に至った経緯から家賃補助制度の課題について、以下の 10

項目にわたる質問を中心にヒアリングを行った。質問と回答は表５のとおりである。 
 

表３－２－５家賃補助制度視察質問事項（茨城県ひたちなか市） 

Ｎ

ｏ 
質問内容 回答 

１ 

家賃補助制度の目的は、「市民の

方の居住の安定を確保するため」

とのことですが、課題の状況から

実施に至った経緯について教え

てください。 

 2009年７月に老朽化した市営住宅 113戸の廃止を決定し

た。用途廃止に伴う住宅不足に対応するため、民間業者と連

携し、住宅に困窮する市民に安心して低廉な家賃で入居でき

る住宅を供給するため、2010年４月に本制度を創設した。

背景としては、現在の当市の財政状況では新規の市営住宅の

建設が難しいことが挙げられる。 

 費用対効果の面では、借り上げ等に比べ家賃補助の方が効

果が高いこと、また、市内の民間賃貸住宅戸数は 14,000戸

程度あるが、そのうち約 500戸前後が空き家となっているた

め、空き部屋となっている民間賃貸住宅を活用し、市営住宅

を補完するとともに、まちの活性化を図るという政策的な面

も導入の理由の一つである。 

２ 

家賃補助の実施状況と実績につ

いて、以下の点について教えてく

ださい。 

①認定業者数 

2010年 17社 

2011年 17社 

2012年 16社 

（認定期間５年） 

②認定業者からの情報提供戸数 196戸 

③家賃補助による入居戸数 

2010年 20件 

2011年 20件 

2012年 20件 

2013年 20件（予算要求による予定件数） 

2014年 20件（予算要求による予定件数） 

※５年間で 100戸の予定 

④入居者の年齢状況 

2010年から 2012年までの３年間の入居者 60件の状況 

60歳以下 49件 

60歳以上 11件 

⑤入居待ちの状況 
入居待ちという概念はない。募集時の状況において、入居

者多数による抽選に至ってはいない。 
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⑥家賃補助の予算額 

2010年  2,400,000円 

2011年  8,400,000円 

2012年 13,200,000円 

2013年 16,680,000円 

⑦家賃補助の決算額 

2010年  2,120,000円 

2011年  7,860,000円 

2012年 10,800,000円（見込み） 

３ 
入居申請、判定の手順等について

教えてください。 

(１) 入居者の募集・抽選（入居申込みに必要な書類の提出） 

(２)資格審査（表４の入居要件について、提出書類による確

認） 

(３)入居承諾書の取得・市への提出（空き家情報コーナーに

設置してあるリストの中から希望する住宅を選び、希望する

住宅を管理する認定事業者から入居承諾書を取得後、市へ提

出し、補助資格決定者を審査する。） 

(４)民間賃貸住宅契約・入居（補助を開始する月の末日まで

に契約し、入居することが必要） 

(５)補助金交付申請（年度に一度申請。次年度以降は所得要

件を審査） 

(６)補助金の交付請求【10月、１月、４月、７月】（市税・

家賃を完納していることが条件） 

(７)補助金交付（請求の都度、指定口座へ振込み） 

(８)補助金交付終了（60箇月後） 

４ 

家賃補助額を２分の１（上限

20,000 円）とした理由について

教えてください。 

市営住宅のほとんどは風呂がなく、月額家賃の平均は約

20,000円で、風呂付き住宅の場合の家賃は 19,500円から

49,500円と、風呂なし住宅よりも高い設定となっている。 

一方、民間賃貸住宅ではほとんどが風呂、エアコンが付い

ており、建築年数が経過した住宅でも、２DKで家賃は 45,000

円から 50,000円程度であるため、市営住宅の風呂付住宅の

家賃を考慮し、20,000円に設定した。 

５ 
家賃補助期間を 60箇月とした理

由について教えてください。 

(１)当選者、落選者の不公平感を是正するため。 

(２)一人でも多くの人を救済するため。 

(３)自立を促すため、補助金の期間を制限した。 

※60ヶ月後に認定事業者が提供している他の物件へ引っ越

すことにより、補助金の申請は可能。 
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６ 

賃貸住宅の認定要件の設定理由

について教えてください。 

(１)市内の民間賃貸住宅で，新耐

震基準（昭和 56 年） 

(２)消火器・火災警報器の設置 

(３)家賃月額 50,000円以下（管

理費，共益費及び駐車場使用料を

除く。） 

(４)敷金は月額家賃の２か月分

を限度とし、礼金は無いこと。 

(１)安全性確保の面から、新耐震基準（昭和 56年）を満た

すことは必要と考えたため。 

(２)安全性確保の面から、消防法を遵守することは必要と考

えたため。 

(３)補助金が 20,000円であることを考慮し、本人負担が最

高でも 30,000円となるよう設定した。 

(４)市営住宅入居時の負担とほぼ同額程度になるようにし

た。 

７ 

当該事業を立ち上げるに当たり、

民間業者等との事前の打ち合わ

せがあったのであれば状況を教

えてください。 

認定事業者の希望があった１社に、空き家が約 500件あると

の情報を受けた。その１社に、制度開始前に業者間への周知

を依頼した。 

８ 
民間業者の認定の手順について

教えてください。 

１ 2010年４月 25日 市広報により募集告知 

２ 2010年４月 26日から 2010年５月 28日に 

かけて募集 

◎申込み必要書類 

 ①民間賃貸住宅認定事業者登録申請書 

 ②宅地建物取引業の免許の写し 

 ③市税完納証明書 

３ 2010年５月 31日 認定事業者登録について 

市長決裁 （申請 17社→登録 17社） 

４ 2010年６月４日 認定事業者向け説明会を実施 

９ 
当該事業の実施に当たって苦心

した点を教えてください。 

当初、民間事業者からの認定申請があるかどうかの懸念はあ

ったが、業者間への周知の結果、17社の認定事業者が決定

できた。 

10 
家賃補助制度の課題があるとす

れば何か、教えてください。 

入居募集を始めて３年になるが、当初の抽選段階で募集

20戸に達しなかったため、追加募集を行った。 

 家賃が 50,000円以下の設定のため、空き家も比較的に最

新でないものがあるため、入居希望者がより好みをしている

ことが想定される。 

 また、国の社会資本整備総合交付金の請求上の課題とし

て、中途退去者が３年で５件あったことから、年度内におけ

る補助金の確定が難しいことが挙げられる。 

 

 

４ 空き家を活用した家賃補助制度のメリット・デメリットの考察 

(１)メリット 
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①費用、土地確保における有利性 

ひたちなか市の家賃補助制度は、老朽化した市営住宅の廃止に伴い、新たな市営住宅を

設置した場合の土地買収費用、建設費用、維持管理費用等の負担が大きいことから、市営

住宅の代替として民間賃貸住宅の空き家を活用して発足した制度である。これにより、設

置、維持管理にかかる費用分を公費負担することなく、設定した民間賃貸住宅の家賃上限

額と市営住宅の家賃の差額に相当する分を家賃補助としてダイレクトに差し向けられる。 

費用的な面で戸田市の市営住宅の設置とひたちなか市の家賃補助制度を比較すると、戸

田市で下笹目住宅 55 戸相当を設置した際の費用は約 10億円であり、これを仮に 40年維持

管理していくとなると、更に費用は上乗せされることとなるが、単純に設置費 10 億円を

40年で割ると、年間で 2500万円となる。 

一方で、ひたちなか市の家賃補助制度では、１戸当たり１箇月 20,000円の補助額として

も、55 戸分の家賃補助の年間予算総額は 1320 万円で済むこととなり、約半分の費用で済

むこととなる。 

また、戸田市は市域がひたちなか市よりも５分の１程度しかなく、市営住宅を設置する

ような広い土地を確保することも難しい。 

こうした面も含め、戸田市においては、土地の買収費用、建設費用、維持管理費用等が

かからないメリットは大きい。 

 

②市営住宅の入居申込倍率の緩和 

１(３)で記載したとおり、市営住宅１戸の募集に対して申込者の倍率が 10数倍から最大

で 100倍となっていることが課題であるが、入居申込者にとって市営住宅とほぼ同等の家

賃負担で済むこの家賃補助制度を導入することにより、入居申込倍率の緩和が推測され、

入居できない方の不公平感は少なくなる。 
    

③需要に対する供給の即効性 

市営住宅の入居申込が増加した際には、設置するよりは比較的早急に需要に対応でき 

るひたちなか市では、2010年から 2014年までの５年間で、１年間に 20戸ずつ、合計で 100 

戸の家賃補助費用を予算措置する予定であるが、2015年以降も入居申込が増加した場合 

には、中長期的な財政負担を勘案した上で、予算額を増加することにより、柔軟に対応 

できるものとしている。 

 

(２)デメリット 

①家賃補助期間設定による高齢者の入居の困難性の課題 

ひたちなか市の家賃補助制度実施の中で課題があるとすれば、60歳以上の入居者が２割 

程度であることから、高齢者の入居が進んでいないことが挙げられる。ひたちなか市の担

当者の話では、家賃補助期間を最長 60箇月としていることから、高齢者の中には、入居を

躊躇してしまうケースもあったとのことであった。家賃補助期間設定の理由のなかの、自

立を促すためという部分が、高齢者にとっては厳しいハードルとなっていることが推測さ

れる。 
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②著しい入居希望者の流入の課題 
ひたちなか市の担当者の話では、家賃補助制度導入による著しい入居希望者の流入はあ

まりないとのことであったが、戸田市のような都市部では、人口流入が激しく、また、こ

うした制度や入居施設を設置することにより、入居希望者が流入し、結果的に財政負担増

へとつながることは想像がつく。 
 

 

５ 空き家を活用した家賃補助制度の戸田市での実現の可能性 

 

(１)認定業者の確保と民間賃貸住宅の戸数確保の課題 

「平成２０年住宅・土地統計調査」によると、戸田市の民間賃貸住宅の空き家は 3,550
戸あり、こうした民間賃貸住宅の空き家を有効に活用できる施策の検討が必要であると考

える。ひたちなか市の例を見ても、認定事業者である不動産会社から市内の民間賃貸住宅

の空き家数について情報提供を受けていることから、戸田市においても不動産組合などか

ら概算の空き家の件数情報を得られるのではないかと考える。 

そうした中で、認定事業者となりうる事業者がどれくらい確保できるか、また、市が設 

定する家賃の条件設定をどのくらいにすることで、どのくらいの戸数の空き家情報が得ら

れるかが大きな鍵である。 

 今後においては、不動産組合との協働のための働きかけと、家賃の上限等の要件のすり 

合わせが必要である。 

 

(２)様々な住宅確保要配慮者を救済するための課題 

高齢者にとって、家賃補助期間を設定することがネックとなっていることも考えられる 

ことから、高齢者にあっては家賃補助期間の設定はあまり考えない方がいいと思われる。

また、逆に入居者の自立へのステップとして家賃補助期間を考えるのであれば、住宅確保

要配慮者の中でも、高齢者を除く方々へは、ひたちなか市のような 60箇月程度の家賃補助

期間の設定をすることも必要である。 

 
(３)対象者流入に対する課題 

転入を抑えるための抑制策としては、在住年数を設定することも必要である。 

具体的な設定年数は３年から５年をもってすれば、急激な流入は避けられると推測する。 

以上の点について今後、実施へ向けた検討を重ねれば、戸田市における実現性は十分に

あると考える。 

 

 

６ まとめ 

高齢者の住宅施策の研究においては、ハードとソフトの両面から考察を行ってきたが、

今後の戸田市の高齢者の住宅施策としては、サービス付き高齢者向け住宅の普及促進と、

民間賃貸住宅の空き家を活用した家賃補助制度の創設の２つの施策を提言したい。 



44 
 

一つ目のサービス付き高齢者向け住宅は、制度創設から日が浅いため、現在、市内にも

３箇所のみとなっていて、普及しているとは言えない状況であるが、今後、民間事業者が

国の補助金や税の優遇措置を活用して設置数や入居者数が増えてくれば、入居費用等も競

争の原理により、入居しやすい面も出てくるであろうが、幅広い意味での普及を感じられ

るためには時間がかかると推測される。また、入居者数の状況によっては、国の補助金や

税の優遇措置を受けたとしても採算が合わないことも推測される。 
今後のサービス付き高齢者向け住宅は、普及の状況を中長期的にとらえながら、民間事

業者の設置を誘致するための建設費や土地代の一部補助、市税の優遇措置など、市として

テコ入れが必要となる時期を十分見極めたうえで検討していくことが望ましい。 
 また、二つ目の民間賃貸住宅の空き家を活用した家賃補助制度は、市営住宅の設置との 
費用効率が良く、また、入居申込の高倍率化による不公平感を緩和でき、そして、高齢者 
をはじめとして今後増加が見込まれる住宅確保要配慮者に、迅速かつ柔軟に対応できる面 
がある。先に掲げたメリット、デメリットを勘案し、戸田市における実現性へ向けて、今 
後具体的な制度設計をしていくことが望ましいと考える。 
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第１章 障害者 

 

１ 2011年度研究から得られた課題提議 

 

 第１部第１章で述べたように、2011年度の研究から、障害者世帯が抱える課題として①

保証人がいない、②緊急連絡先となる人がいない、③一人で手続きができない、④周囲の

人間とのコミュニケーションがとれずトラブルを起こしてしまう等の問題で、住宅を借り

ることに困難を抱えている。」の４点が明らかになった。この章ではこれらの課題を解決す

るための取り組みを提言する。提言に当たっては、まず、課題を解決する必要性を認識す

るために、国の地域生活への移行についての基本指針及び障害者数の増加により 2020年度

までに地域で生活する障害者が増えることについて述べる。 

 

(１)国の地域生活への移行についての基本指針 

 障害者の施設・在宅の福祉サービスの提供を定めた「障害者自立支援法」（2005 年法律

123 号）では、「障害者基本法」の理念にのっとり、障害者が施設、病院から地域へ移行で

きるように、都道府県と市町村が移行者数の目標を設定するよう、基本指針を定めている。 

 埼玉県では、「第３期埼玉県障害者支援計画」において、2014 年度末までに障害者入所

施設から地域生活への移行者数を 1,566人、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者

の退院者数を 660 人と設定している。戸田市では、「第３期戸田市障がい福祉計画」におい

て、2014 年度末までに障害者入所施設からの地域移行者数を 18 人、精神障害者の退院者

数を 11人と設定して、サービス提供体制を計画的に推進することとしている。 

 

(２)2020年度までの障害者数の伸長率 

 次に障害者数の伸長率について、「戸田市第４次総合振興計画」の将来推計人口と、2005

年度から 2010 年度の障害者手帳所持者数の増加率に基づいて、2020 年度までの身体障害

者手帳、療育手帳（知的障害者）及び精神障害者保健福祉手帳所持者数の伸長率について

順に述べていく。なお、この研究では障害者を「障害者手帳の所持者」と定義する。 

 身体障害者手帳について、身体障害は①肢体不自由、②内部障害（心臓、じん臓、肝臓、

呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害）、③音声、

言語機能又はそしゃく機能障害、④視覚障害、⑤聴覚又は平衡機能障害があり、等級が重

度の１級から６級までの６段階に分かれている。総数は 2010年度の 2,583人から 2020年

度には 1.16 倍の 3,006 人となり、戸田市第４次総合振興計画の人口予測増加率の 1.12倍

を上回る。 
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 次に、療育手帳（知的障害）については、知的障害は生まれつき又は出産時ないし乳幼

児期に脳になんらかの障害を受けて、知能が未発達の状態にとどまり、学習、社会生活へ

の適応が困難な状態をいう。等級は重度からⒶ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階に分かれている。等

級別の 18歳以上の状態像は以下のとおりである。 

 

表 ４－１－１ 療育手帳等級別 18歳以上の状態像 

等級 18歳以上の状態像 

Ⓐ 

最重度 

・会話は困難 

・文字の読み書きはできない 

・数の理解はほとんどできない 

・身辺処理はほとんど不可能 

・作業能力はほとんどない 

Ａ 

重度 

・日常会話はある程度できる 

・ひらがなはどうにか読み書きできる 

・数量処理は困難 

・身辺処理は大体できる 

・単純作業にある程度従事できる 

Ｂ 

中度 

・簡単な読み書きや金銭の計算ならばできる 

・適切な指導のもとでは対人関係や集団参加がある程度可能 

・社会的なきまりはある程度理解できる 

・単純作業に従事できる 

1,159 
1,330 1,422 1,450 1,497 1,535 1,570 

715 

804 
852 867 891 911 929 

46 

51 
54 55 56 57 58 

174 

200 
214 218 225 231 237 

188 

198 
203 205 

208 210 212 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2005 2010 2012 2014 2016 2018 2020

人

年度

聴覚障害

視覚障害

音声・言語障害

内部障害

肢体不自由

※2005・2010年度は実績値。2012年度以降は予測値。

2,583
2,745 2,795 2,877 2,944 3,006

資料：2010年度版統計戸田 障害者手帳所持者の状況

2,282

図 ４－１－１ 身体障害者手帳所持者数 
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Ｃ 

軽度 

・小学校５年生から６年生程度の学力にとどまる 

・抽象的思考や合理的判断に乏しい 

・事態の変化に適応する能力は弱い 

・職業生活はほぼ可能 

資料：埼玉県療育手帳障害程度の判定参考資料 

 

将来予測数としては、総数が2010年度の514人から2020年度には1.31倍の676人となり、

特に中・軽度（Ｂ・Ｃ級）は 1.39 倍と、戸田市第４次総合振興計画の人口予測増加率 1.12

倍を大きく上回る。 

 

 最後に、精神障害者保健福祉手帳について、精神障害には統合失調症、感情障害（うつ

病など）、発達障害、精神作用物質（アルコール、薬物など）による急性中毒又はその依存

症などがあり重度の１級から３級まで分かれている。等級別の状態像は以下のとおりであ

る。 

 

表 ４－１－２ 精神障害者保健福祉手帳等級別状態像 

等級 状態像 

１級 

重度 

 他人の援助を常時受けなければ、日常生活をおくることができない。

具体的には、自発性が著しく低下して、親しい人とのコミュニケーショ

ンが乏しく、引きこもりがちになり外出しない。掃除などの家事をした

り、清潔を保持したり、金銭管理をしたりできない。 

２級  他人の援助を常時受ける必要はないが、援助を受けないと日常生活を

77 100 112 116 122 128 132 

107 
115 119 121 123 125 126 

130 

167 
187 193 203 211 219 84 

132 

158 166 
179 

189 
199 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2010 2012 2014 2016 2018 2020

人

年度

Ｃ

Ｂ

Ａ

○Ａ

※2005・2010年度は実績値。2012年度以降は予測値。

398

576

514

627
596

653
676

資料：2010年度版統計戸田 障害者手帳所持者の状況

図 ４－１－２ 療育手帳所持者数 
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中度 おくることが難しい。具体的には、人とのコミュニケーションはできる

が、自発的には難しい。医療機関に行くなど習慣化された外出はできる

が、困ったことがあると対処できない。バランスの良い食事を用意する

など適切に家事をこなすのに支援が必要。自発的に清潔保持ができない。 

３級 

軽度 

 過大なストレスがかからなければ、日常生活全般に不適当な行動をす

ることは少ない。コミュニケーションは乏しくなく、一人で外出できる、

家事をこなすこともできるが、状況に変化があると困難が生じてくるこ

ともある。 

資料：「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」健医発第 1133号厚生

省保健医療局通知、1995年の「（別添２）障害等級の基本的なとらえ方」を参照して作成 

 

将来予測数としては、総数が2010年度の436人から2020年度には1.77倍の773人となり、

特に中・軽度（２・３級）は 1.78 倍と戸田市第３次総合振興計画の人口予測増加率の 1.12

倍を著しく上回る。 

 

 以上をまとめると、障害者が地域社会で安定的に生活を送ることができるように戸田市

が事業に取り組む中で、支援があれば地域で生活できる中・軽度の障害者が人口増加率を

大幅に上回って増え、その結果住宅を借りることに困難を抱える障害者世帯が増えること

が予測される。そのため、障害者世帯が住宅を借りやすくする制度が必要であると考え、

次節で課題の解決に向けた居住支援制度を提言する。 

 

 

 

 

20 37 46 49 54 57 61 
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356 381 

423 457 
490 

58 
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0
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2005 2010 2012 2014 2016 2018 2020
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年度

３級

２級

１級

※2005・2010年度は実績値。2012年度以降は予測値。

564

436

669

604

773
721

197

資料：2010年度版統計戸田 障害者手帳所持者の状況

図 ４－１－３ 精神障害者手帳所持者数 
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２ 課題解決に向けた取り組み     

 

(１)仮説の設定 

 前述したとおり、2011年度の研究から障害者世帯の課題である「障害者世帯は、①保証

人・②緊急連絡先となる人がいない、③一人で手続きができない、さらに④周囲の人間と

のコミュニケーションがとれずトラブルを起こしてしまう等の問題で、住宅を借りること

に困難を抱えている。」という４点が明らかになった。これらの課題について、まず現行制

度で解決できる②～④の課題について述べ、次に現行制度では解決できない①の課題につ

いて、「戸田市高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業（以下、「賃貸住宅入居支援事業」とい

う）を改正して、民間保証会社の審査を通りやすくする支援をすれば、障害者世帯が住宅

を借りやすくなるのではないか。」という仮説の基づき、解決策を述べていく。 

 

(２)現行制度で解決できる課題 

 まず、課題③の「一人で手続きができない」について、障害者が施設・病院から地域移

行する場合は、不動産屋や市役所などへの同行支援として、障害者自立支援法の地域相談

支援のうち「地域移行支援」を利用することができる。地域移行支援は、市から委託を受

けて「障害者相談支援事業」を行っている相談支援事業所（指定を受ける必要あり）が、

施設入所や入院している障害者が地域に戻るために全般的な支援をする制度である。手続

きの同行支援の他にも、体験宿泊利用の支援などもある。一方で、すでに地域で生活して

いる障害者で手続きに同行支援が必要な場合は、通常業務として相談支援事業所または障

害福祉課が支援をする。 

 次に、課題②の「緊急連絡先となる人がいない」及び④の「周囲の人とコミュニケーシ

ョンをとることが難しい」について、障害者自立支援法の地域相談支援の「地域定着支援」

を利用することができる。地域定着支援についても、指定を受けた相談支援事業所が常時

の連絡体制を確保して、障害を理由に生じる緊急事態の際に相談・訪問などの支援を行う

制度である。 

 表にまとめると以下のとおりである。 

 

表 ４－１－３ 課題の解決策 

課題 解決策（事業名） 実施主体 

③一人で手続きができ

ない 

【施設・病院から地域移行する場合】 

地域移行支援 
相談支援事業所 

【その他】 

障害者相談支援事業 

相談支援事業所 

障害福祉課 

②緊急連絡先となる人

がいない 
地域定着支援 相談支援事業所 
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④周囲の人とコミュニ

ケーションがとれない 

 

(３)戸田市高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業の改正 

 課題①の「保証人となる人がいない」については、戸田市の現行制度では賃貸住宅入居

支援事業の協力民間保証会社の紹介しか支援がない。緊急連絡先があるにも関わらず、障

害者本人が保証会社とコミュニケーションがとれずに数社から断られて利用できなかった

ことがあり、民間保証会社の紹介だけでは保証人の確保はできない場合がある。そこで、

保証人の確保を重層的に支援できるように、賃貸住宅入居支援事業の改正を提言する。 

 賃貸住宅入居支援事業は、①協力不動産会社の紹介、②協力民間保証会社の紹介、③初

回保証料の助成の３つのサービスからなっている。行政の役割を「民間市場においてその

ままではサービスを利用できない人を支援する」ことを前提として、②協力民間保証会社

の紹介の部分を改正して、保証人の確保について３段階に分けた支援体制をつくる。 

 第１段階が、一般の民間保証会社の利用である。つまり、不動産屋で紹介してもらった

民間保証会社を利用してみる。その際に、手続きに同行が必要な場合は相談支援事業所や

障害福祉課の職員が同行支援をする。また、緊急連絡先がない場合は、連絡先となってく

れる親族を同様に一緒に探す、または地域定着支援を利用してもらう。 

 第２段階は、一般の民間保証会社を利用できない場合、国の「家賃債務保証制度」を利

用する。家賃債務保証制度については、まず貸主と財団法人高齢者住宅財団が基本約定を

締結する。その後で、障害者と財団法人高齢者住宅財団とで契約を結ぶこととなる。家賃

債務保証制度については、民間保証会社の審査基準が家賃が収入の３分の１以下の条件の

ところ、家賃債務保証制度は２分の１以下の条件となっているなど審査基準が低いため、

家主が協力的であれば利用しやすくなっている。 

 第３段階は、国の家賃債務保証制度を利用できない場合に、障害者が地域定着支援を利

用していることを条件として、市と協定を結ぶ民間保証会社を利用する。現行の賃貸住宅

入居支援事業では民間保証会社に協力をお願いしているだけであるが、賃貸住宅入居支援

事業を改正して、保証契約締結１件につき戸田市が保証会社に報酬を支払う、もしくは保

証会社が保証履行をする際に一部を戸田市が損失補償するなど、戸田市と民間保証会社で

協定を結び直して、民間保証会社の審査基準を下げて審査をとおりやすくするのである。 

 以上、民間市場で保証を受けられない障害者世帯の最後の支援策となるよう、賃貸住宅

入居支援事業を改正することが考えられる。 

 

 

３ 実施におけるメリット・デメリット 

 

 実施におけるメリットは、障害者が地域社会で住むことができる、もしくは住み続ける

ことができることである。これにより治療の必要がない、または施設入所するほど自立度

が低くないにも関わらず、保証人が確保できないという理由で、精神科病院から退院がで
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きない、もしくは入院・施設入所となってしまう事例を減らすことができる。 

 デメリットとしては、緊急連絡先があるにも関わらず民間保証会社の保証を受けられな

いということは、一定の理由があると考えられるので、そのような人が多く戸田市に住も

うとすると、人的資源が足りなくなり、十分に支援できない可能性が出てくる。 

 

 

４ まとめ 

 

 ２年間の研究のまとめとしては、国、埼玉県及び戸田市において、障害者に係る居住に

関する事業が様々実施されているが、緊急連絡先が必要など前提条件を満たさなければ事

業が機能しない場合があることがわかった。今後、地域で生活する障害者が増える中で、

支援がなければ民間市場でサービスを利用することが難しい事例が増えることが予想され

る。そのため、保証人を確保する事業として、最終的な支援の役割を行政が果たすために、

賃貸住宅入居支援事業の改正を提言した。 

 今後の課題としては、賃貸住宅入居支援事業のように機能していないサービスについて、

機能していない理由を検討したり、新しいニーズに対応できる事業について提案をしたり

できる場としてのネットワークづくりが必要であると考えられる。そのために、障害者自

立支援法に位置付けられている地域の支援者の集まりである「地域自立支援協議会」に、

不動産屋や保証会社も参加できる仕組みの検討をしていきたい。 
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第２章 外国人住民 

 

１ 2011年度研究から得られた課題提議 

 

日本に住む外国人住民にとって、民間賃貸住宅の入居にあたっては大変な困難を伴うと

言われている。こうしたことから、国・県では外国人への住宅支援を実施しているが、戸

田市では明確な支援方法を打ち出していないのが現状である。そこで、2011年度の研究 

では、国内及び戸田市における外国人住民の現状を分析し、戸田市が外国人住民への住宅

施策を行う必要性について研究を進めた。 
 
(１) 外国人住民の現状 

まず、国内における外国人住民の現状を把握するため、国内における「外国人住民数及

びその推移」と、「外国人住民の在留資格」について調査を行った。その結果、２つの傾向

が浮かび上がった。 

１ 国内の外国人住民数の増加傾向 

２ 国内の外国人住民の定住化傾向 

これら２つの傾向から、これまで外国人住民を観光客や一時的滞在者として捉えていた

が、今後は地域住民の一員として認識していく必要性があることを示していると考えるこ

とができる。昨年の研究では、埼玉県及び戸田市でも同様の傾向をみることができ、戸田

市でも外国人住民を地域住民の一員として認識していく必要性があることがわかった。 

 

(２)外国人住民における住宅確保 

外国人住民が地域で暮らしていくためには、住宅の確保が必要不可欠である。そのため、

外国人住民の住宅確保について分析を行った。分析を行う際に参考にしたのが、次の２つ

のアンケート調査である。 

 

 図４－２－１ 「外国籍県民インターネット県政モニター第２回アンケート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：2005年度外国籍県民インターネット県政モニター 第２回アンケートから抜粋 
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図４－２－２ 「民間賃貸住宅の管理状況に関するアンケート調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
資料：（財）日本賃貸住宅管理協会「民間賃貸住宅の管理状況に関するアンケート調査」 

 

この２つのアンケートは、外国人住民を対象にしたアンケートと、家主・不動産会社を

対象にしたアンケートである。結果をみると、外国人住民にとって住宅確保というのは困

難を伴うものであり、その困難の原因を解消するためには、外国人住民への支援だけでは

なく、家主や不動産店への啓発活動も必要不可欠なものとなってくることがわかった。 

 

(３)課題提議 

先述した内容をふまえ、戸田市での状況も把握するため、（財）戸田市国際交流協会（以

下、「国際交流協会」という。）の協力を得て、住宅に関するアンケートを実施した。その

結果、戸田市の外国人住民にとっても、住居を探すのは容易なことではなく、問題の所在

も「家の探し方」から「言葉の違い」まで多岐にわたっている。これらの問題を解決して

いくには、やはり外国人住民への支援と家主への支援の両方が必要になると考えられ、時

間の経過と共に自然に解決されるようなものではないように思われる。また、戸田市の外

国人住民数は、今後も増加していくと予測されるため、将来的にも住宅の問題は起こり得

ると考えられる。 

 こうしたことから、戸田市としての外国人への住宅支援は必要であり、支援体制の構築

が課題として挙げられた。 

 

 

２ 課題解決に向けた取り組み 

 

 2012 年度の研究では、2011 年度の研究結果をふまえ、戸田市が実施するべき住宅支援に

ついて研究を行った。 
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(１) 対象となる外国人住民 

 「図４－２－１」及び「図４－２－２」並び「2011年度の研究で行った戸田市でのアン

ケート」にあるように、外国人住民が家を借りるには様々な困難が伴う。そこで、今回の

研究では、既に戸田市に住んでいる外国人住民ではなく、戸田市に転入し、新たに家を借

りようとする外国人住民を支援対象として設定する。なお、経済的な理由で住宅確保が難

しい外国人住民については、福祉による支援が適用されるため、今回の研究では対象外と

した。 

 

(２) 仮説の設定 

2011年度の研究より、外国人住民が家を借りるにあたり、次のような障害があることが

わかった。 

①言語の違い 

  外国人住民の国籍は多岐にわたる。よって、言語はもちろんのこと、生活スタイル 

も多種多様である。家を借りる際、言語の違いは外国人住民及び貸主にとって大きな障 

害となる。 

 

②日本の不動産事情 

  貸主である家主や不動産店は、外国人住民というだけで貸すことを拒むことがある。

これは外国人住民が入居後、生活スタイルの違いにより近隣住民等とトラブルを起こす

ことが多いためである。 

 

③住宅情報 

  日本人にとって住宅情報を得るのはそれほど難しいことではない。しかし、外国人住

民にとっては簡単なことではない。また、日本特有の敷金・礼金といった不動産制度も、

外国人住民にとっては馴染みのあるものではないため、賃貸借契約にあたり混乱を招き

やすいものとなっている。 

 

では、これらの障害を取り除くために、戸田市ではどのような支援策を講じる必要があ

るのか。現在、戸田市では、市政情報を掲載しているＨＰの言語を、日本語だけではなく

「英語」「中国語」「ハングル語」「ポルトガル語」に変換できるようしている。また、行政・

医療機関の情報など日々の生活に役立つ情報を掲載した「暮らし便利帳」についても、「英

語」「中国語」「ハングル語」版を作成している。また、（公財）戸田市国際交流協会も、市

内在住の外国人住民に対し様々な事業を展開しており、日本語教室もその一環である。こ

の他にも、戸田市で活動している「市民活動団体」が外国人住民への支援事業を実施する

など、戸田市内では様々な形で支援策が講じられている。 

しかしながら、ここまで述べてきた支援策は、戸田市に既に住んで生活をしている外国

人住民を対象にしたものであるため、今回の研究の対象としている「新たに家を借りよう

としている外国人住民」に対しては効果的ではない。よって、「新たに家を借りようとして

いる外国人住民」に対し、埼玉県が実施しているような具体的な支援を講じていていく必
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要が出てくる。 

埼玉県では、外国人住民の入居の円滑化と外国人住民と貸主との安心できる賃貸借関係

の構築を目指していくため、外国人住民側への支援と貸主である家主・不動産店への支援

（図４－２－３）を2011年度から開始している。なお、図４－２－３にある「外国人サポ

ート店」については、2011年度の研究を参照のこと。 

 

 図４－２－３ 「あんしん賃貸住宅等登録制度概要図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該事業は、開始されたばかりであるため事業実績は積み重ねられていないが、図４－

２－３を見る限り、上述した外国人住民が家を借りるにあたり直面する障害に対して効果

的であると考えられる。また、埼玉県・（財）埼玉県国際交流協会・不動産店等民間団体と

のネットワークが構築されているため、外国人住民への支援が効率良く行える可能性が高

い。しかし、埼玉県が策定した「あんしん賃貸住宅等登録制度実施要綱」では、埼玉県は

当該事業を実施することにより、市町村からの情報を取りまとめ、その情報を提供するこ

とを役割とし、各種関係団体への調整や外国人住民への対応は、各市町村が行うこととし

ている。 

そこで、埼玉県が実施している当該事業を活用できるシステムを戸田市で構築すること

により、戸田市で「新たに家を借りようとしている外国人住民」に対しての有効な支援に

なるのではないかと考え、図４－２－４のシステム構築を仮説として設定した。 
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 図４－２－４ 「戸田市住宅支援概要図（仮説）」 

 

 

①                             ② 

 

 

 

        ③ 

 

                    ④ 

 

 

    ⑤                                ⑥ 

 

 

 

 

① 県営・市営住宅情報の提供及び住まいに関する情報提供 

② 市内不動産店と協議及び情報提供依頼 

③ 物件情報等の提供 

④ 民間賃貸住宅に関する相談 

⑤ 相談及びアドバイス 

⑥ 通訳の派遣 

 

 

  

 

３ 実施におけるメリット・デメリット 

 

 この事業のメリットは、埼玉県の持っている情報をそのまま活用することができる点で

ある。まず、図４－２－４で記載した①と②について活用例を挙げていく。①については、

戸田市から外国人住民への情報提供となっているが、既に埼玉県が実施しており、外交人

登録者向けのパンフレット等も作成されている。戸田市が①を実施する際には、こういっ

た情報を基にすることが出来る。②は戸田市と市内不動産店との連携が肝心であるが、埼

玉県が既に県内不動産店と協力体制を構築しているため、全くの白紙から始めるよりは連

携体制が構築しやすいと考えられる。③、④についても、既に埼玉県がホームページを通

じて情報公開しており、基盤は出来ている。しかし、戸田市内に限っては、当該事業に協

力している不動産店が少ないため、市としても②の作業をしっかり行っていく必要がある。

最後に、⑤及び⑥の機能だが、現在の戸田市ではこの機能を果たすための基盤が整ってい

戸田市 

外国人住民 市内不動産店 

国際交流協会 

市民活動団体 
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ないのが現状である。しかし、埼玉県では「（財）埼玉県国際交流協会」が中心となり、外

国人住民へのアドバイスや通訳派遣を行っているため、基盤整備が整っていない戸田市で

も、外国人住民や不動産店への支援が可能となる。 

 このように、今回の研究で設定した仮説であれば、外国人住民への住宅支援をするため

の基盤は構築しやすい。また、埼玉県の機能を活用するため、外国人住民を支援する人や

通訳者足りないといった人的要因や金銭的要因による問題点についても、効率的に対応し

ていけると考えられる。 

 一方で、今回の仮説は市単独の事業ではなく、民間会社・市民活動団体等の協働事業で

ある。よって、デメリットとして、それぞれの団体がそれぞれの役割を果たさないと効果

的な支援が難しくなるといった部分も出てくる。 

 

 

４ まとめ 

 

 今回の提案事業は、市民活動団体や民間企業との協力が不可欠であり、市単独では実施

しても支援効果が低いと考えられる。ただ、市民活動団体や民間企業に任せるだけである

と、結局は何も始まらないため、先頭に立って行動を起こすのは市などの自治体である。

2011年度の研究で先行事例として挙げた川崎市では、昔から外国人を積極的に市民として

取り込んできた経緯がある。そのため、外国人の住宅支援に関しても、市だけでなく市民

活動団体、民間企業も積極的に動いている。戸田市では、そういった背景がないため、今

すぐの実施可能性は難しいと考えられるが、戸田市は埼玉県内でも外国人住民数の多い自

治体であるため、今後は何らかの形で外国人への支援を行っていく可能性は高い。また、

いくつかの市内不動産店から「空き家となる物件が増えており、今後のことを考えると外

国人住民も賃貸借契約の対象として考えていきたい」という話も聞いている。よって、今

回の外国人に対する住宅支援に関しても、将来的に何が必要となるのかを考え、現段階か

ら不動産業界との連携や市民活動団体の育成等に力を入れていく必要があると考えられる。 
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第３章 子育て世帯 

 

１ 2011年度研究から得られた課題定義 

 

 2011 年度の研究は対象を子育て世帯全体とし、子育て世帯が戸田市に定住しやすい環境

を整えることをポイントに研究してきた。若い世帯が住宅を確保しやすい環境を整備する

ことによって定住を促せば、市にとっては安定した税収を確保することができ、育成した

次世代を他市町村に流出させることなく戸田市にとどまらせることができると考えられた

からである。 

 若い世代の確保はどの市町村であっても重要な課題であり、基本となる目標と言っても

良い。埼玉県でも住宅施策に取り組んでおり、2006年には住生活基本計画を策定している。

この計画の中で、住宅外のバリアフリー化率や誘導居住面積水準達成率の向上が掲げられ

ており、ベビーカーを使用しやすい環境整備や、高齢者が必要以上に広い住居で生活し、

子育て世帯が手狭と感じる住居に住むというミスマッチの解消を目指している。2011年に

は戸田市に子育て応援マンションも建設され、子育て世帯を呼び込む環境は整備されつつ

ある。 

 

 2011 年の研究により、戸田市の現状と将来予測を見てきた。戸田市の特徴としては、全

国的に少子化が叫ばれているにも関わらず、子育て世帯（18歳未満の児童のいる世帯）が

微増し続けていることである。さらに、児童数については 2017年までほぼ横ばいで推移す

る見込みであり、子育て世帯を支援する政策の必要性を改めて認識することができる。 

また、微増する世帯の中でも、ひとり親と子どもから成る世帯の割合が向上している。

戸田市は都内への通勤に便利な立地条件にあることや市内での就労先が多いため、就労と

子育てを同時に行うひとり親家庭にとっては生活しやすい環境と言えることが理由となっ

ているのであろう。また、ひとり親のうち、所得が一定以下で受給可能となる児童扶養手

当の認定者数も増加し続けている。低所得者にとって家賃は支出の割合を大きく占めるこ

ととなるため、住宅確保の観点から要配慮の優先度は高い。 

 

戸田市の子育て世帯の住宅確保を支援する事業として、住居の取り壊しにより転居が必

要となった場合に家賃の差額を助成する制度（戸田市障害者及びひとり親世帯民間賃貸住

宅家賃差額助成）がある。この助成制度は要件が住居の取り壊しに限定されているもので

あり、ひとり親世帯の実績は 2012年２月現在で１世帯のみとなっている。母体として対象

世帯が少ないことと、助成条件に該当する場合が取り壊しに限られていることが実績の伸

びない原因と思われ、助成期限が設けられていないことも改善の余地がありそうである。

また、戸田市には母子生活支援施設「むつみ荘」があり、20世帯を定員として母子家庭に

準ずる世帯を受け入れている。入所理由はさまざまであるが、ほとんどが低収入による生

活困窮のため入所し、自立に向けて幅広い支援を受けている。 

 

 埼玉県の取り組みや子育てマンションの建設により、若い子育て世帯が戸田市に住宅を
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購入しやすい環境に整備される傾向にあり、全体的に見て住宅確保を支援する制度は充実

しつつある。しかし、その中で低所得の割合が多いひとり親世帯を優遇する具体的な制度

となると、戸田市の事業を見ても手薄となっている。しかしひとり親世帯や DV被害者に的

を絞った制度となると、実施にかかる費用に対して対象者が少ないことが問題となり、い

たずらに対象者を呼び込むように機能してしまう可能性があり難しい。この現状からさら

に踏み込み、子育て世帯全体を支援しつつも低所得により住宅確保が難しい世帯を優遇す

る制度があれば、住宅確保支援施策としてうまく機能するのではないかと考えられる。 
 
 
２ 課題解決に向けた取り組み 

  
【仮説１】 
戸田市が現在実施している戸田市障害者及びひとり親世帯民間賃貸住宅家賃差額助成制度

（以下「戸田市家賃差額助成制度」と言う）について、要件を緩和することでサービス利

用者が増加する。 
 
 戸田市家賃差額助成については平成２３年度において実績が１件であり、この実績の低

さは厳しい要件に原因にあると先に述べている。 
 転居の理由を家屋の取り壊しに限定せず、住環境の改善を含めることで利用者の幅が広

がり、利用者が増加することが想定される。また、転居には家賃の増加のほかにも一時的

にまとまった支出が必要であり、そのために子育てをするにあたり不十分な住居（著しく

手狭である等）からの住替えが難しいという世帯を支援できれば、利用者の増加は見込め

るだろう。 
 
【仮説２】 
市内の空き家を有効活用し、ひとり親世帯に提供することで、今まで行き届かなかった層

を支援することができる。 
 
仮説１と同様に、住居の住替えが困難であるひとり親世帯が存在することを見込んでの

仮説である。仮説１では住替えによる支出を支援する内容であったが、仮説２では住替え

先を支援するという視点で考える。 
市内の空き家を有効利用し、ひとり親世帯を優遇して入居させられる事業を研究する。

これによりひとり親世帯だけでなく空き家の所有者にも利益があり、両者にとって良い効

果が生まれる。 
 
 仮説１と仮説２、それぞれの視点で住宅確保要配慮者の支援を研究し、戸田市にとって

有効である支援が見えてくるのではないかと考える。 
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３ 先行事例等の研究 

  
【仮説１】 
戸田市が現在実施している戸田市障害者及びひとり親世帯民間賃貸住宅家賃差額助成制度

（以下「戸田市家賃差額助成制度」と言う）について、要件を緩和することでサービス利

用者が増加する。 
 家賃助成制度について、東京都文京区が実施している「住み替え家賃助成」がある。戸

田市家賃差額制度と対象は同じであるが、要件として家屋の取り壊しのほか、住環境を改

善するための住替えと、移転費用についても対象としている。 
 
表４－３－１ 戸田市と文京区の家賃助成制度の比較 
 戸田市 文京区 
対象 高齢者、障害者、ひとり親 高齢者、障害者、ひとり親 
申請要件 家屋の取り壊しによる立ち退きに

よる転居 
家屋の取り壊しによる立ち退き及び

住環境を改善するための転居（※１） 
助成額 転居前家賃との差額 限度額２万円（※２） 
助成期間 なし ２年間 
移転費用助成 なし 限度額あり（１５万円） 
※１ 住環境については面積、老朽化、共同スペースの有無等、計 10 項目について実態

調査のうえ判断する。 
※２ 助成額は転居前後の家賃差と所得を考慮して計算される。 
 
 仮に要件を文京区と同等に広げた場合、戸田市の支出はどの程度になるのであろうか。 
 まず、平成 17年度の国勢調査によると、ひとり親世帯は戸田市在住世帯全体の 1.9％で

ある。また、市内転居件数は、年間 2,560件（平成 23年度実績）。単純計算すると、年間

約 50件のひとり親世帯が市内転居していることとなる。 

 

 市内転居したひとり親世帯のうち、１割にあたる５世帯が要件に該当すると仮定すると、 

５世帯×２万円×12か月＝120万円 

５世帯×15万円＝75 万円 

計 195万円 

 

 以上のとおり、年間５件の申請があったとして、195 万円の支出が仮定される。現在は

年間 12万円であるので、支出は増加する。現事業の実績として、対象世帯が平成 24年９

月現在で１世帯であるが、サービスを拡大することで被支援世帯は増加する。その半面、

実態調査の実施により、市職員の事務負担も増加する。 

 

【仮説２】 

市内の空き家を有効活用し、ひとり親世帯に提供することで、今まで行き届かなかった
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層を支援することができる。 

ひとり親世帯が賃貸での住居確保が困難な理由として、保証人確保の他にはパート就労

など収入、就労が不安定であることやそれに伴う保証協会の審査が厳しいこと、子どもが

うるさいなど近隣トラブルの懸念など多くの要因が考えられる。 
市として住宅確保困難者への住居提供としては市営住宅があげられるが、母子家庭優先

とはあるものの、対象者がひとり親世帯に限らず低額所得者とされていることから、入居

を希望するひとり親世帯すべてをカバーするのは困難である。 
また、市営住宅などハード面での供給は限界があることから、住居提供として効率的に、

なるべく公費負担のないよう民間企業を活用したい。今般、市内不動産業界では賃貸集合

住宅の一部に空室が出ている状況があり、その対処を検討しているとの現状があるという。

こういった空き家を有効活用し、ひとり親世帯に提供できるようなシステムを検討する。 
 
 他自治体で実施されている住宅施策に、空き家バンク制度というものがある。空き家バ

ンク制度とは、住居を貸したいものと借りたいものを仲介するシステムで、若い世代の定

住を促すために、都心から離れた自治体が実施している場合が多い。このシステムにおい

てひとり親世帯を優遇する内容を盛り込めば、仮説２が成り立つ可能性がある。 
 
図４－３－１ 空き家活用のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高齢者が様々な理由で持ち家を離れ、空き家の状態になっている住居が数多く存在する

自治体では、防犯上の理由からも、空き家の活用について課題となっている。そのような

自治体にとって、空き家バンク制度は空き家を有効活用しながら若い世代を呼び込むこと

ができ、良い循環が生まれている。 
 戸田市は都市部に近く、空き家バンクを実施している自治体とは実情が異なるが、高齢

化が進んでいる状況は変わらないため、戸田市でも有効に働くのではないか。 
 
 
 
 

【空き家持ち主】 【借りたい市民】 
※ひとり親世帯を優

遇 

【自治体】 
ホームページなどに

空き家情報を掲載   

空き家情報登録 空き家情報閲覧 

住居提供 
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４ まとめ 

 

 戸田市の従来の事業を拡大することと、新たな事業を開始することの２つの視点から対

象家庭を拡大して支援を広げることを研究したが、市としては年間 200 万円弱の支出が増

え、職員の事務負担がかなり増加する。実施に当たっては、支援が行き届く範囲と市の負

担について天秤に掛ける必要は出てくる。 
 仮説２の空き家バンク制度については、他自治体でも年に多くても１０件程度の契約数

にとどまっているとのことで、戸田市において有効であるかどうかは慎重に検討すること

は必要である。 
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第４章 生活保護世帯 

 

１ 2011年度研究から得られた課題定義 

 
生活保護受給者には生活保護制度において、それ以外の生活困窮者には、住宅手当等の

諸手当において金銭給付がなされ、経済的な問題は解消されている。こうした経済的支援

を自治体が独自に行った場合、その地域に低所得者が流れ込み、地方財政を圧迫する可能

性が高い。そのため、より一層の経済的支援が必要であれば、現行制度を改善し、従来通

り広域でのサポート体制を充実させるべきである。民間の賃貸住宅に空室があるにも関わ

らず、保証審査に通らないなど、生活保護受給者の住宅確保が困難なことについても、住

宅ソーシャルワーカー事業を利用することで、円滑な住宅確保に結びついている。 
このように、純粋に住宅確保のみを目的とした場合、埼玉県内で生活保護を受給する者

に対しては一定の支援体制が整っている。生活保護制度に基づく最低限度の生活は保障さ

れているというわけである。しかし、住まいを確保したということだけで、生活保護受給

者が抱える様々な問題が一挙に解消されるわけではない。戸田市をはじめとした自治体が

行うべき施策は、彼らが社会復帰できる環境を整え、自立に向けた住環境を整備していく

ことと考える。 
 
 

２ 課題解決に向けた取り組み 

 

生活保護受給者と一言に言っても、高齢者は勿論のこと、障害者、母子家庭、外国人な

どが混在している。そして、それぞれにあらゆる問題が網目状に絡み合っており、結果と

して経済的困窮や生活保護の申請、住み心地の悪さにつながっている。単に金銭給付のみ

を行い、各世帯の自主性に任せるだけで問題が解決することは極めて稀であり、大半はケ

ースワーカー（以下「ＣＷ」という）や関係機関のサポートを受けながら、一歩ずつ自立

に向けて行動している。 

一定の行政サービスにつなげることで、問題可決・需要の充足ができるケースがある一

方、問題が福祉サービスの範囲外にあるために、生活保護を受けたとしても状況が改善し

なかったり、悪化したりするケースがある。具体的な例としては、家族間など人間関係の

問題や、ひきこもりに対する問題などがあり、ＣＷが対応を求められることも少なくない。

また、障害者手帳・年金・介護認定などの行政サービスについても、受給や認定につなげ

るまでの支援をＣＷが担うこともある。さらに、同居の親族も含め、関わりのある親族が

全くいない者の場合、以上に述べた支援に加えて、病院の入退院時の同行や、入所できる

介護施設等を探したり、入所に関する諸手続きを代行したりするなど、親族同様の対応を

することも珍しくない。 

 

このように、行政サービスの範囲内外の支援や、サービス提供にあたっての事務処理や

関係機関との調整については、ＣＷが行うことが多いため、ここ数年における生活保護世
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帯の急増を受けてＣＷの負担が過重になっている。しかし、緊縮財政の折、自治体にＣＷ

の大幅な増員を行う財政的・人的余裕はない。結果、きめ細かい支援が行き届かずに、保

護世帯の増加、受給期間の長期化に繋がり、さらに財政を圧迫するという悪循環に陥って

いる。 

そこで、この状況を改善する方法として、「ケースワーク業務の一部を民間業者等に委託

することで、生活保護受給者の住環境の改善を含めた様々な効果が期待できる」という仮

説を立て、実現可能性やメリット・デメリットを考察する。 

 

 

３ 先行事例調査 

 
仮説の立証にあたり、まず、全国の自治体が実施する先行事例を調査することとした。

しかし、実際にケースワーク業務の民間委託を実施している自治体は全国にも例がないた

め、類似事業として、千葉県が実施する「中核地域生活支援センター事業」を調査すべく、

千葉県庁への視察を行った。 
 
(１)「中核地域生活支援センター事業」について 

当該事業は、千葉県内に 14 箇所ある健康福祉センター（保健所）の圏域ごとに、社会福

祉法人等に業務委託した「中核地域生活支援センター（以下「センター」という）」を設置

し、「地域総合コーディネート事業」、「総合相談事業」「権利擁護事業」といった３つの事

業（詳細は後述）を 24 時間 365日体制で実施しているものである。各センターは、地域総

合コーディネーター、在宅障害児（者）コーディネーター、コーディネーターといった３

名の常勤職員と、２～３名の嘱託職員やアルバイトの計５～６名で活動しており、社会福

祉士を最低１名は配置しているほか、保育士や精神保健福祉士等を配置しているセンター

もある。運営にあたっては、以下の機関をはじめ、児童相談所や医療機関等と連携・協力

し合い、地域福祉の向上を図っている。 

 

【ふれあい地域生活支援センター】 

 高齢者を対象とした在宅介護支援センターや、障害者を対象とした地域生活支援センタ

ーなど、地域の社会資源の中から無償で協力することが可能な事業所等。 

 

【地域福祉サポーター】 

 地域総合コーディネーターが行う活動などを無償で補佐する者。 

 

【福祉救急隊員】 

 弁護士、医師、介護福祉士等専門資格を有する者で、コーディネーターへの助言などの

協力を無償で行うことが可能な者。 
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図４－４－１ 中核地域生活支援センター概念図 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県健康福祉部健康福祉指導課提供 

 

(２) 事業導入に至るまでの経緯・背景 
 事業導入当時の福祉制度は、児童・高齢者・障害者といった対象者別にサービスが提供

されていたため、様々な問題を抱えていながらサービス給付用件に該当しない、いわゆる

「制度の谷間にある者」への対応が課題となっていた。千葉県では、毎年度県の重要施策

として策定する「アクションプラン」の策定時にこうした問題を取り上げ、どうしたら制

度の枠組みを取り払い、必要な人に必要なサービスを届けられるか、といった議論が行っ

た。プラン策定の一環で行われたタウンミーティングで挙げられた意見としては、下記の

ようなものがあった。 
・現場では縦割りではなく、様々な相談が渾然一体となって入ってくる。 

・事業者の都合で業務を行うのではなく、利用者本意にすべきで、そのために 24時間

365 日体制で行うべきである。 

・夜間は緊急性が高いケースがあり、利用者がたらい回しにされないことが重要である。 

  

 地域総合コーディネート 

 相談事業 権利擁護事業 

市町村・地域包括セ

ンター等 

ＮＰＯ 

ふれあい地域生

活支援センター 

警察署 

教育機関 

職業安定所 

社会福祉 
施設 

医療機関 

 

県健康福祉センター 

福祉救急隊 地域福祉 
サポーター 

連絡調整会議 

児童相談所 

障害者部会 高齢者部会 児童部会 
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こうした声を事業化し、平成 15 年 12月からの 10ヶ月間のモデル事業を経て、平成 16

年 10月からセンターはオープンした。当初の受託団体は、政策立案の段階から積極的な関

わりがあった民間団体が中心となっており、正に県民の声を具体化・事業化したというこ

とが特筆すべき点であろう。 

 

(３) 地域総合コーディネート事業 

 センターが行う３つの事業のうち一つが、地域総合コーディネート事業である。センタ

ーに寄せられる相談は、複数の問題を同時に抱えているケースが多いため、適切な機関、

適切な福祉サービスにつなぎ、世帯全体が安心して暮らしていけるようにする必要がある。

このように、寄せられた相談に対し、関係機関を巻き込みながら支援体制を作って対応し、

相談者のニーズや訴えを基に調査・アセスメントし、支援プログラムを立て、問題の解決

まで行う機能が必要である。この機能は、そうした役割を担っていると同時に、既存の活

用されていない福祉資源をうまくつなぎ、困っている人の役に立てることで、それらの機

関を活性化・触媒する働きも行っている。これらの取り組みにおいては、関係機関が単に

協力し合うものにとどまるのではなく、協同で責任を持つという視点、また、対症療法的

な対応ではなく、問題の元を断つという視点に立って地域づくりを行っている。 

 

(４) 総合相談事業 

 ２点目が総合相談機能である。昼間に働いていて夜間に相談したい人がいる場合、また、

家族の中に障害者や認知症を患っている者がいて、深夜にどうしても福祉サービス等につ

いて相談したい場合等については、「何時でも」相談に乗ってくれる機関が必要である。ま

た、福祉制度を知らない者や理解することが困難な者、混乱してサービスの利用申請がで

きない者などに対しては、年齢は障害等に対象を限定せず、「誰でも」相談できる体制が必

要である。さらに、既存の福祉制度の狭間におかれ、どこにも相談する場のない者に対し

ては、「どんなことにも」相談できる機能が必要である。総合相談事業は、このように、24

時間 365日体制で「何時でも」、高齢者や子どもや障害者等の対象者横断で「誰でも」、あ

らゆる相談をワンストップで「どんなことにも」対応する機能である。 

 

(５) 権利擁護事業 

 最後は、権利擁護事業である。センターで実施する権利擁護事業の基本理念は、相談者

の権利侵害の積極的な把握に努め、本人や家族へのケア及び再発防止の取り組みを行うと

ともに、加害者側にも目を向け、加虐性の解消、ひいては権利侵害のない地域づくりを目

指すものである。実際の権利侵害の相談では、法律的な専門知識を要する内容も出てくる

ことから、千葉県では、機能強化の一環として、千葉県弁護士会とのタイアップにより、

センターのコーディネーターが無償で相談できる弁護士を各地域に配置している。 

 

(６) 相談内容と傾向 

 先進的な取組みを行っているセンターだが、実際に寄せられる相談はどのようなものが

あるのだろうか。以下は、その内容や傾向を記載したものである。 
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 表４－４－１は、23年度の相談を時間帯別に集計したものである。日中の時間帯（休日

を含む）の相談は 78.3％で、それ以外の時間帯（17 時～翌９時）の相談は 21.7％となっ

ており、夜間・早朝の相談も一定の需要があることが窺える。 

 表４－４－２は、相談に対する対応方法別件数をまとめたものである。ここで注目すべ

きなのは、方法の欄の「訪問」という項目である。センターでは、直接相談者の生活の場

に出向いて、必要な支援を行う「アウトリーチ型」の活動を重視しており、訪問相談の割

合は実に全体の 26.1％にあたる。訪問先としては、相談者の自宅の他、職場や行政機関、

福祉サービス事業所や学校、医療機関への同行支援等も含まれる。 
 
表４－４－１ 「時間帯別相談件数」     表４－４－２ 「相談方法別相談件数」 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

資料：「千葉県中核地域生活支援センター活動白書 2011」から抜粋 
 
表４－４－３は、新規で相談を受けたものについて、その内容を複数回答で集計したも

のである。「介護・支援サービスに関わること」が最も多く、次いで「医療・健康に関する

こと」「家族関係の悩み」「経済的困窮」「暴力・虐待・権利侵害」となっている。その他「不

登校・ひきこもり」「学習・進路選択」や、家族関係・人間関係の悩み、さらにはただ「話

を聞いてほしい」といったものまで、幅広く相談者のニーズを受け止めていることがわか

る。 
表４－４－４は、一人の相談者から寄せられた相談項目の数を集計したものである。情

報提供レベルで終了した相談を区別するため、受付から終了までに要した期間が１ヶ月以

内のもの（全体の 57.8%）は含まれていない。実に６割以上の相談が複数の問題を内包し

ていることがわかる。また、５個以上のニーズ項目を持っている相談は、18.4%（平成 23

年度中）にのぼり、相談の内容が多岐にわたっていることが読み取れる。 

 

相談件数 ％

0時～6時 351 0.4

6時～9時 2,894 3.4
9時～17時 67,513 78.3
17時～21時 14,175 16.4
21時～24時 1,285 1.5

合計 86,218 100

H23年度
表2

相談件数 ％
電話・メール等 57,842 67.1

来所 5,449 6.3

訪問 22,510 26.1

その他 417 0.5

合計 86,218 100

表3
H23年度
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表４－４－３「相談内容別集計結果」       表４－４－４ 
「相談項目数別集計結果」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「千葉県中核地域生活支援センター活動白書 2011」から抜粋

n=2,576 n=2,602

表９ H22(％) H23(％)

経済的困窮 15.2 14.8

多重債務 3.3 4.6

年金を申請したい 3.2 4.5

介護・支援サービスに関すること 35.5 47.3

仕事に関すること 13.1 12.4

住まいに関すること 9.4 8.7

医療・健康に関すること 23.3 27.7

暴力・虐待・権利侵害 14.1 13.6

浪費 2.0 1.4

触法行為、非行行動 2.6 2.3

消費者被害 0.3 0.6

成年後見制度に関わる事柄 1.8 3.1

法律の専門家に相談したい ＊ 2.4

金銭管理・財産管理 ＊ 5.6

不登校・ひきこもり 7.9 9.8

希死念慮 1.4 4.4

家族関係の悩み 16.9 15.0

人間関係の悩み 6.7 5.5

余暇活動 5.0 2.8

学習・進路選択 3.6 5.8

話を聞いてほしい 11.5 9.8

退院したい、施設を出たい 4.2 3.0

自立したい・させたい ＊ 5.3

親亡き後の子どもの生活が不安・心配 ＊ 2.1

刑務所から出所後の支援 ＊ 0.7

その他 18.7 10.4

 n=1,057 n=1,068 

表 10 H22(％) H23(％) 

1 個 37.5  34.3  

2 個 20.8  20.7  

3 個 17.3  15.6  

4 個 11.5  11.0  

5 個 5.5  7.6  

6 個 3.6  5.4  

7 個 2.3  2.7  

8 個 0.6  1.2  

9 個 0.7  0.7  

10 個 0.2  0.8  
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寄せられた相談に対し、センターの対応を集計 
したものが図表５である（複数回答）。「介護・

子育て・障害のサービスに関すること」が最

も多く、「障害者疾病、療育に関する助言など」

も多数を占めていることから、センターが既

存の制度の狭間、いわゆるグレーゾーンにい

る者や、行政サービスのみでは受け止めきれ

ないニーズの多くに対応していることがわか

る。 
 
(７) 成果と課題・今後の展望 
 平成 16年度の開設以降、約８年間に渡って

継続している中核地域生活支援センター事業

だが、相談件数は増加傾向にある（表４－４

－６参照）。平成 22年度に予算を削減し、相

談件数が減ったため、平成 24年度は削減前の

基準で予算措置したとのこと。結果、平成 24

年度は半年で 46,000件を超えており、年間件

数は９万件にのぼりそうだという。担当者も、

地域になくてはならない機能だと認識してい

るそうである。 

 反面、課題としては、面積が広い圏域にお

いて、センターからの距離が遠い地域ほど相

談件数が少ないことが挙げられるため、より

身近な場所に同じような機能を持った相談窓

口が必要だと感じているそうである。具体的

な展望としては、厚生労働省において策定さ

れている「生活支援戦略」における総合相談

窓口の制度化の状況を注視しつつ、市町村へ

のセンター機能の普及を進めていく予定との

こと。                      

資料：「千葉県中核地域生活支援センター活 

動白書 2011」から抜粋 

n=2,576 n=2,602

表11 H22(％) H23(％)

生活保護の申請支援 4.9 5.5

公的貸付制度の申請支援 ＊ 1.7

債務整理の支援 2.8 3.0

年金申請の支援 3.1 4.9

介護・子育て・障害のサービスに関すること 45.7 56.4

仕事に関すること 6.9 5.4

住まいに関すること 11.3 8.5

医療に関すること 21.8 20.9

服薬や健康の管理 3.8 3.8

金銭管理の支援など 2.6 2.3

虐待、暴力への対応 5.8 4.5

障害者条例の活用支援 0.1 0.2

消費者被害・クーリングオフ 0.6 0.5

後見申し立ての支援、第三者後見人の紹介等 1.7 2.1

障害者疾病、療育に関する助言など 18.2 15.0

教育・進路に関すること 3.2 7.3

家族関係の調整 12.6 11.9

人間関係の調整 3.8 2.8

地域の活動団体の紹介 3.6 3.5

買い物、遊び等の直接的な生活支援 5.1 3.8

見守り、安否確認 7.7 12.0

傾聴、話し相手 26.0 24.6

信頼関係の形成 5.4 4.7

関係者会議の主催または参加 13.3 15.5

終結後の状況確認 2.6 2.0

その他 17.1 6.8

表４－４－５ 「センター対応別集計結果」 
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表４－４－６「中核地域生活支援センター相談実績（平成 16 年度～平成 23 年度）」 

 

資料：千葉県健康福祉部健康福祉指導課提供 
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４ 住宅施策としての「中核地域生活支援センター事業」 

 

 千葉県で既に軌道に乗っている中核地域生活支援センター事業は、「2 課題解決に向け

た取り組み」で述べたような、これまで支援の手が届かなかった人々のニーズを捉えてお

り、一定の需要を得ている。また、地域のネットワーク作りにも寄与しており、住環境の

整備という観点から見ると、大変有効で画期的な制度であると言える。そして何よりも、

申請主義によらず、自ら出向いて問題発掘を行うアウトリーチ型の事業形態を取っている

ため、問題が多重化・複雑化する前の早期解決に導くことができる確率が高い。その中に

は、家賃滞納や家庭内不和による住居喪失を未然に防止できる可能性も秘めていると思わ

れる。事業のネットワークに住宅手当担当部局や不動産業者、埼玉県内であれば住宅ソー

シャルワーカー事業担当部局を組み込むことで、より安定した住宅確保・維持の効果が得

られるであろう。 
さらに、この事業の効果により生活保護を担当するＣＷの負担が減った際には、住宅手当

申請者に対し、一層の厚い支援を行うことも可能ではないか。前述のとおり、住宅手当申

請者には月１回就労支援専門員との面談を行えばよいこととなっているが、例えばここに

担当ＣＷを配置し、きめ細かい支援を行うことで、就労開始につながり、ひいては生活保

護につながらずに自分の力で住宅を維持できるようになる可能性も高まると考えられる。 
 

 

５ 戸田市における実現可能性 

 
では、こうした事業を本市で実施することは可能だろうか。真っ先に想定される問題と

して、財政的・人的な問題がある。まず、前者についてだが、千葉県では、それぞれのセ

ンター毎に 2,000 万円から 2,500 万円の委託料を予算措置しているが、その大半は人件費

であり、運営上の不足分が委託団体の持ち出しになっていることもあるという。単純に委

託料を圏域内の人口比で除した場合、戸田市に総人口数が近い木更津市(129,617 人)で 840
万円、成田(126,801 人)で 450 万円となり 13

後者については、ギリギリの財政状況で、極めてきめ細かいサービスを提供する役割を

担う委託先を発掘する必要がある。千葉県でも、委託団体の顔ぶれは事業開始当初からほ

とんど変わっておらず、担当者は「撤退する団体がいても新たな委託先を見つけることは

困難で、綱渡りの状態が続いている」と話している。一方、地域総合コーディネート事業

の一環で、タウンミーティングや事業開始以前から存在するネットワーク等に参加してい

、専門資格を有する者を複数名配置する金額

としてはいずれも現実的ではない。費用対効果が見えにくい事業内容のため、導入にあた

っては、千葉県同様モデル事業を実施するなどしてニーズを的確に把握する必要がある。

そして、本格的な実施にあたっては、事業がフル稼働できるよう思い切った予算の投入が

必要であると考える。 

                                                   
13 木更津市が属する君津地区は４市、成田市が属する印旛地区は７市２町で構成。人口は

それぞれ 2012 年 3 月末時点。 
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る中で、より小域での福祉ネットワークが形成されてきているという。本市においても、

このようなスタートラインに立つことで、人材が集まる可能性はあるのではないだろうか。 
  
 
６ まとめ 

 

 前述のとおり、生活保護受給世帯の増加に比例するようにＣＷの負担も増しており、各

世帯の表面的な問題に対処するのが精一杯という現状がある。生活保護受給者の増加が複

合的要因によるものであるにせよ、その一つにＣＷ業務の過重負担があることはまず間違

いない。前述した厚生労働省の「生活支援戦略」では、このことを指摘しているほか、中

核地域生活支援センターが行う「谷間のない総合相談」や「アウトリーチ型の訪問支援」、

そして「官民協働」の支援態勢の構築等を目標としている。正に、国をあげての本格的な

総合的生活支援態勢を整えつつある。その中で、福祉の現場である地方自治体が担うべき

役割が大きいことは言うまでもない。 

  

 経済的に困窮する世帯が生活保護を受けざるを得ない状態にまで陥るのには、必ず何ら

かの原因がある。それを、当事者が周囲の協力を得ながら一つ一つ解決することで、ゆっ

くりでも着実に状況は改善する。基本にあるのは、特別なことではなく、「話す」「聞く」

という作業である。その過程には、必ず人と人とのつながりがあり、孤立した生活では感

じることのない幸福感や満足感を味わえるはずである。 

生活保護を受けている者、予備軍にある者が、経済的・社会的自立への意欲をより高め

られる環境・ネットワークを、彼らを中心に築いていく。それが出来たとすれば、それは

生活保護世帯のみならず、地域に住む全ての人が住みよい環境と言えるのではないだろう

か。 
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第１章 本研究により期待される効果 

 

１ 戸田市住宅政策懇談会への引き継ぎ 

 

  高齢者等の住宅確保要配慮者が安心して住生活を送るためには、住宅基盤だけでなく、

生活の中での福祉や医療サービス等が必要となる。このため、行政としては住宅基盤等の

ハード面の施策を担当する都市整備部と、福祉面の施策を担当する福祉部とが連携し、住

宅供給と福祉等のサービスの提供を一体的に進めていくことが求められる。 

この都市整備部門と福祉部門の一体的推進を図るため、平成 23年度に庁内において「戸

田市住宅政策懇談会」（以下「住宅政策懇談会」という）が結成された。これは、都市整備

部建築課が事務局となり、各部署で実施している住宅施策関連事業の現状や課題等につい

て意見交換・情報共有を行い、今後の本市の住宅施策の方向性について検討していくもの

である。メンバーは、ＰＴメンバーの所属長（長寿福祉課、障害福祉課、生活支援課、こ

ども家庭課）と事務局で構成される。位置づけとしては、ＰＴにおいて基礎研究を行い、

住宅政策懇談会を実行部門とする。 

2013年３月に、2011 年度の研究により導出された課題の解決に向けた提言等、2012年

の研究成果の報告を行った。これにより２カ年の研究成果を住宅政策懇談会に引き継ぎ、

2013年以降、研究において提言があった事業のうち、実施可能なものについて当懇談会で

検討し、実行に移していく予定である。 

  

図５－１－１ ＰＴと住宅政策懇談会の位置づけと引き継ぎの流れ 
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２ 高齢者の住宅施策 

 

 高齢者の住宅施策については、2011年度の研究により、ハード・ソフト面での施策の現

状分析及び課題の抽出を行った。 

 ハード面の住宅施設の整備という点では、今後の老年人口の増加に対応した施設の増設

が必要である。しかし、市営住宅建設のシミュレーション結果等からも、増設には費用や

土地、期間、ランニングコストの問題、また、入所希望者の増大により待機者の解消に至

らない懸念など、課題も多い。このため、施設整備については、名寄せ調査等で把握した

実質的な入所希望者数に合わせた施設数の見直しをしながら進めていく必要があり、増加

する待機者数に合わせて施設を増設し続けていくことは難しいのが現状である。このため、

今後の住宅施策の方向性としては、必要数の施設整備は行いつつ、ハード面よりはソフト

面での施策に軸足をおいて取り組んでいくことが望ましいと考えられる。 

 詳細については第３部第１章にて述べたが、課題解決の方策の一つとして挙げられるの

が、茨城県ひたちなか市で実施しているような家賃補助制度の実施である。 

 家賃補助事業は、市営住宅の入居資格がありながらも、倍率が高い等の理由で入居でき

ない低所得者等を支援できる。また、既存の民間賃貸住宅を活用するという点で、施設整

備等と比較すると、住宅が確保できず困っている人に対して即効性があるため、高齢者の

みならず、幅広い世代の住宅弱者に対するセーフティネットにもなり得る。 

 ソフト面の施策の一つとして、このような事業を実施していくことで、今後増加が見込

まれる単身高齢者や低所得者などの高齢者等に対する住宅セーフティネットが構築され、

多くの人の住宅の安定確保に資することが期待される。 

 

 

３ 高齢者以外の住宅確保要配慮者の住宅施策 

 

 高齢者以外の住宅確保要配慮者についても、障害者世帯、外国人、子育て世帯、生活保

護世帯のそれぞれについて、2011 年度に抽出した課題に基づき、その解決策の堤言を行っ

た。 

(１)障害者世帯 

 2011 年度の研究では、身体障害者、知的障害者、精神障害者ともに、今後も増加してい

くと推計された。中でも、支援があれば地域で生活できる中・軽度の障害者が戸田市第４

次総合振興計画の人口増加率を上回って増加し、この結果、住宅を借りる際に困難を抱え

る障害者世帯が増加することが予測されている。この推計結果に基づき、抽出された課題

のうち、現行制度では解決できない「保証人がいない」という点を本研究で解決する課題

と捉え、その解決策を検討した。 

 提言された解決策は、現行の賃貸住宅入居支援事業を改正し、住宅を借りる際の保証人

を確保するというものである。障害者世帯への支援事業は、国、県等でも様々なものがあ

るが、制度を利用する前提条件を満たせない障害者も多いことから、実際には機能してい

ないと思われるものもあった。このため、本研究においては、保証人や緊急連絡先の確保
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等、制度利用の前提条件となる部分から行政が支援を行うことで、障害者が住宅を借りや

すくすることが必要と考え、提言を行ったものである。 

 本事業の実施により、治療の必要がない、あるいは施設入所するほどではない軽度の障

害を持つ人が、保証人不在等の理由によりやむを得ず施設入所しているような事例を減ら

すことができる。これにより、障害者世帯が、地域で自立した生活を送る第 1歩につなが

ることが期待できる。 

  

(２)外国人 

 2011 年度の研究によって、国内の外国人住民の傾向として、外国人住民の増加傾向と定

住化傾向の二つが浮かび上がった。埼玉県及び戸田市でも同様の傾向をみることができ、

本市においても外国人住民を住民の一員として認識していく必要があることが分かった。 

 外国人住民が住宅を確保する課題としては、言語、文化の違い、住宅情報の確保等、様々

なものがある。これらの課題の解決策として検討したのが、埼玉県で実施している「あん

しん賃貸住宅等登録制度」を戸田市でも活用できる仕組みをつくることである。 

主なメリットとしては、埼玉県の制度を活用するため、不動産店との連携体制が構築し

やすい点、また、埼玉県の持つ情報を活用できる点等が挙げられる。外国人住民向けの住

宅情報を提供する際にも、埼玉県がホームページを通じて情報公開しており、基盤ができ

ている。戸田市内では、この制度に協力している不動産店が少ないため、市として不動産

店との連携体制をさらに進めていく必要があるが、支援の基盤がある点は大きいと考えら

れる。 

この埼玉県の制度を活用する体制づくりを進めることによって、市だけではなく、市民

活動団体や民間企業等との協働の下で外国人住民への住宅支援をする基盤を構築できると

ともに、県とも協働体制をつくることができる。これにより、外国人住民が住宅を確保す

る際に生じる様々な問題に効率的に対応していくことが期待される。 

 

(３)子育て世帯 

 戸田市の子育て世帯は、全国的に少子化が進む中で、現在も微増を続けており、児童数

も 2017 年まではほぼ横ばいで推移する見込みである。この増加する子育て世帯の中でも、

特にひとり親世帯の割合が増加しており、2011年度の研究で行った人口推計によると、今

後も増加傾向が続くと見込まれている。 

このひとり親世帯の現状を見ると、就労が不安定なため低所得の世帯が多く、賃貸契約

を結ぶ際の保証協会の審査が通りづらい場合がある。また、身近に頼れる親族等がいない

場合もあり、保証人の確保が難しい。このようなことから、ひとり親世帯は住宅確保上の

要配慮世帯と言える。 

 このため、2012年の研究においては、このひとり親世帯の住宅確保支援について検討し

た。支援策として検討したのは、現行の戸田市家賃差額助成制度の要件を見直し、利用し

やすい制度とすること、そして、市内の空き家を有効活用した住宅確保の仕組みの構築で

ある。特に空き家制度については、民間企業を活用することで市内に施設を新設せずに、

低所得世帯等をカバーすることができる。他自治体で実施されている空き家バンクのよう
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な制度を実施し、市が空き家の貸主と借主を仲介する役割を担い、そこにひとり親世帯を

優遇する内容を盛り込むことができれば、住宅確保が難しいひとり親世帯の支援をするこ

とができると考えられる。 

 

(４)生活保護世帯 

 生活保護世帯は、純粋に住宅確保のみを目的とした場合、埼玉県内で生活する世帯に対

しては、経済的な支援や住宅の確保等、一定の支援体制が整っていることが、2011年の現

状分析で明らかになった。しかし、住まいを確保したということだけで、生活保護世帯が

抱える住生活の問題が解消されるわけではない。そこで、市が実施すべき施策は、生活保

護世帯が社会復帰できる環境を整え、自立に向けた住環境を整備していくことと考えられ

る。このため、本研究では、生活保護世帯の住生活を支援するケースワーカー業務の一部

を委託し業務負担を減少させることで、生活保護受給者一人一人にきめ細かな支援を行う

ことができるようになり、この結果、生活保護世帯の住環境が改善すると考えた。 

 そこで、検討したのが、千葉県で実施している中核地域生活支援センター事業の導入で

ある。この事業のメリットとしては、ケースワーカー１人の業務量が多く、きめ細かな支

援が行きとどかなかった受給者等のニーズに対応することができ、有効な制度といえる。

また、申請主義によらず、自ら出向いてニーズ発掘を行うアウトリーチ型の事業体系をと

っているため、問題が多重化・複雑化する前に早期解決に向け対策を講じることができる。 

 本市で上記制度を導入するには、前述のとおり課題も多い。しかし、今後の低所得者等

の増加に対応していくための対策の一つとして、千葉県のように一人一人の受給者にきめ

細かな支援を行き届かせるための事業を実施することで、ハード面だけでなく、住生活等

のソフト面の支援を行い、生活保護世帯の住生活の向上を図ることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

第２章 まとめ 

 

１ 住宅確保要配慮者に対する住宅施策の方向性について 

  ～宮澤アドバイザーと研究員との対談～ 

 

本研究のまとめに当たり、研究内容に対するアドバイスや、今後の住宅施策の方向性に

ついての知見を得るため、埼玉りそな産業経済振興財団の宮澤謙介主席研究員とプロジェ

クトチーム研究員との対談を実施した。この対談の概要を紹介する。 

 

 

 

 
 
 
 
＜高齢者世帯＞ 
研究員     高齢者住宅施策のハード面では、施設等の増設が必要ではある。しかし、

土地等にかかる費用や期間、介護保険料の上昇等の課題も多く、限界があ

る。また、介護保険制度も、施設介護から在宅介護へと方向転換をしてい

る。これらのことから、今後は施設の建設ではなく、訪問型の介護サービ

スを提供できる介護事業所を中心に施策展開していく方が望ましいか。認

知症の場合についてはどうか。 
 
宮澤氏     特別養護老人ホームは介護保険サービスの重要構成要素で、これから高

齢化が進む都市部では増設が必要だろう。施設から在宅へというフレーズ

をよく耳にするが、施設はもういらないということではない。特に要介護

度が高くなった人やその家族にとって、施設サービスは頼りになる大切な

サービスである。 
なお、施設の入居者像として、身体的な不自由だけでなく、認知症であ

る場合も考えられる。最近認知症の増加が話題になっているが、認知症で

まだ活動力がある人であっても、ある程度症状が進むと専門の人の対応が

必要になる。その際、在宅か、グループホームや施設が望ましいかについ

ては、状況によっていろいろな考え方がある。 
 
研究員     サービス付き高齢者向け住宅（以下「サ高住」という。）については、

入居費が高い現状があるが、民間事業者の採算性を考えるとやむを得ない

のか。また、低所得者が入居しやすくする施策としては、誘致のための建

設費補助・入居費の軽減のための家賃補助等が考えられる。 
 

日時  平成 24 年 12月 13日（木）、午後２時～４時 30分 

場所  政策秘書室応接室 

出席者 埼玉りそな産業経済振興財団 宮澤謙介主席研究員 

    矢ヶ崎研究員、廣井研究員、重松研究員、太田研究員、川田研究員 

    橋田研究員（事務局） 
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宮澤氏     サービス付き高齢者向け住宅を考える上で、まず、マーケットのなかで

サ高住がどのような位置にあるのかを認識する必要がある。要介護度が高

い人向けの介護保険施設、経済的な余裕がある人向けの有料老人ホーム、

低廉な料金で利用できるケアハウス等のサービス分類があるが、戸田市に

はケアハウスはない。これらの既存サービスが対象としないゾーンを狙っ

て進出したのがサ高住である。サ高住は民間事業であり、事業者は対象と

するターゲットや周辺の競合環境に合わせて値段を設定している。そうし

た状況、いわば市場のメカニズムのなかで、行政が入居費等の支援をする

としたら、その理由は何かを考えなくてはならない。「現在の値段が高いか

ら」は理由としてやや希薄ではないか。低所得者に対するサ高住入居支援

ということだが、ケアハウス的な役割を想定しているのか。まず、どのよ

うな人に支援が必要なのかをもっと明確に示す必要があるのではないか。 
 
研究員     戸田市の市営住宅の状態を見ると、常に空き室がない状況が常態化して

おり、入居募集の際も高倍率である。要因としては、低廉な家賃設定と入

居期間の設定がないこと等が考えられる。低所得者にとっては市営住宅の

設置が望まれるが、施設の建設は費用対効果の面で非常に非効率である試

算結果が出ている。そこで、こうした市営住宅の入居の現状を市民ニーズ

ととらえ、それに対応する民間賃貸住宅の賃料に対する補助などの施策の

展開が必要ではないか。 
 
宮澤氏     まず、市営住宅の供給戸数が不足しているので、市営住宅に入居できな

い部分を民間賃貸住宅の家賃補助で対応するというのであれば、それは市

の財政面との調整の問題だろう。 
論点を変えると、費用対効果というところの効果とは何か。あるいは、

市営住宅の目的や存在意義とは何か。申込みの多寡をそのまま市営住宅の

存在意義と捉えているように見受けられるが、それでよいのだろうか。高

齢者に限らないより広い対象があり、申込みの多寡だけでは高齢者世帯の

問題も見えてこない。公営住宅は制度制定から長い年月を経ており、目的

や存在意義が変遷しているように思う。今あるものを維持するという姿勢

ではなく、目的の達成状況を評価したうえで、今後の使命を考えなければ

ならないのではないか。時代に合わせて役割を変えていくことを選択する

のなら、その新しい役割を整理すべきだと思う。 
研究員     ソフト事業として、家賃補助事業を実施する場合、対象者の流入を抑制す

るために助成期間に年限を設けるなど、複数年在住要件をつけることは有

効か。 
 
宮澤氏     年金収入に頼る高齢者は収入が固定化するので、何年か後に家賃補助が

必要なくなるということは考えにくい。複数年在住要件は本当に支援が必
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要な人にとっても厳しい条件であることから、狙いどおりに機能しないの

ではないか。2011 年度研究にある筑西市の事例を引用すれば、当初は国県

市による家賃補助制度を利用して、制度の期限が到来したらその後は市だ

けで支援するというように、継続性を保つ手段が必要になると考えるのが

現実的だと思う。 
どのくらいの対象者が制度利用を目的に市外から流入して来るかを心配

するのはわからないでもないが、市として今何が必要かを考えることが先

決問題と言える。制度利用を目的とした市外からの流入者の抑制は、認定

条件など他の方法で対応することもできるのではないか。 
 
＜障害者世帯＞ 
研究員    障害者に対する住宅施策の方向性についてお伺いしたい。少し前までは、

施策の方向性として、行政は直接的なサービスではなく、公平・公正な市場

を作り、市場の中で競争原理を導入して、民間事業所によるサービス提供の

質と量の向上を図ることとなっていた。しかし、最近では、「新しい公共」や

「協働」など、市民が主体となってサービス提供をしたり、ルール作りに参

加したりという新しい流れが出てきている。そのような中で、資産も収入も

少ない障害者に対して、どのような方向性で施策を作っていくことが望まし

いか。 
 
宮澤氏    私は高齢分野が専門なのでそれと対比して話すと、障害分野も介護保険と

同じように措置から契約へという流れの中で、サービスの質の向上が求めら

れている。最初の対象は社会福祉法人などの措置時代の担い手が中心だった

が、その後、サービスの幅の拡大や質の向上を進めるうえで民間企業や NPO
等も入れてということで、「新しい公共」が言われるようになったと思う。 
サービスの面からすると、基本サービスとして措置の時代から引き継がれ

ているサービスの他に、生活支援などの周辺サービスがある。介護保険でも、

基本サービスの他に配食サービスのように「あったらいいな」と思うような

ものがあるが、これは介護保険対象外のサービスで、自治体の裁量で支援措

置が組まれている。障がい者にもそういった生活支援サービスが必要であり、

これは自治体だけでなく NPO や市民団体等の新しい領域の人に助けてもら

うことになるのかもしれない。 
手段としては様々なものがあり、状況に合わせて工夫されているため、い

ろいろな情報が入ってきて惑わされることもあると思う。しかし、その根底

には一貫してノーマライゼーションの流れがある。変わらない理念の部分を

見失わずに、状況に合わせた手段を検討していけばよいのではないか。 
 
＜外国人世帯＞ 
研究員    埼玉県及び川崎市で行っている外国人住民への住宅支援では、国際交流協
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会及び市民活動団体の力が非常に大きい。しかし、戸田市では、外国人住民

への支援を行っている市民活動団体があまりなく、活動も活発ではない。 
  こうした状況を踏まえた上で、提案する住宅施策の中で、市民活動団体を

施策構築要素の一つとして組み込んで良いのか、もしくは外した方が良いか。 
 
宮澤氏    これは、財団法人戸田市国際交流協会（理事長は神保市長）の位置づけの

問題と思われる。外国人世帯に関する調査や支援活動を通じてそういった公

的な使命を担う団体をうまく育成していくことも方法の 1 つであり、あくま

で市側が団体とどのような関係を持つかというスタンスだと思う。今のとこ

ろ実績は少ないかもしれないが、問題意識を共有し、協力して活動しようと

いったときに勢いにのるかもしれない。お互いが補完し合う関係ができると

よいのではないか。 
 
＜子育て世帯＞ 
研究員    現在、子育て世帯の課題を解決する方法として、現行の家賃差額助成制度

の要件の緩和と、空き家バンク事業の２つを検討している。この２件の仮説

をうまく合わせて、経済的支援と住居確保のための支援施策を考えるにあた

り、どのような点に気をつけるとよいか。 
 
宮澤氏    まず、子育て世帯における住宅確保要配慮者とはどのような人のことか、

どこにスポットを当てるのかを明確にしたい。次に、市の家賃差額助成制度

が施行された当時の目的と達成状況、その後の環境変化への不適合から要件

緩和の必要性が導き出されると思う。 
       空き家について提言することは、これからのまちづくりに向けて意義のあ

ることだと思う。ただ、それには空き家の実態を把握する必要がある。また、

権利関係がからむので、定期借家法等の法制面も確認しなければならない。

これまでの本研究の流れにない部分を深める必要がある。 
戸田市では、子育て世帯が流出傾向にあることへの問題意識が強いと思う

が、流出の要因は住宅問題だけなのだろうか。子育て世帯全般を対象とする

なら、住宅問題は子どもの学校の関係等いろいろな要因があるなかの一つと

いうことも考えられる。今回は住宅確保要配慮者に対する住宅施策がテーマ

なのでそこを中心にまとめ、その過程で得られた知見や成果を子育て世帯全

般の支援施策に繋げていくとよいのではないか。 
 
研究員    子育て世帯の現状を調べても、住宅取得だけに困っている人は中々おらず、

皆、子どもの問題や経済的な面、母子寮の入居者であれば親自身の自立の問

題等、様々な問題を抱えている。そのため、住宅だけを見るのではなく、国

や県が行っているひとり親家庭のアンケート調査等を調べながら、必要な支

援を探っていきたい。 



85 
 

 
宮澤氏    住宅施策を考える上で、ひとり親家庭に対するセーフティネットのような

ものは考えていく必要があるように思われる。給与水準をみると、特に女性

は低く押さえられてしまうケースも少なくない。賃貸住宅の場合、生活保護

までいかなくとも経済的にかなり苦しい状況も想定される。この部分の人た

ちを助ける手立てが必要であるとすれば、子育て世帯における住宅確保要配

慮者支援を考える上での理由づけになるのではないか。 
 
＜生活保護世帯＞ 
研究員    住宅確保については、生活保護世帯は制度として充足していて、その上で

課題があり、サービスを提供することで住環境の整備につなげるという観点

で研究を進めたが、先般、先生から生活保護世帯の住環境整備の目標として

「快適な住環境」をあげることへの違和感についてご指摘をいただいた。理

想的にいえば、生活保護受給者には経済的な支援が必要になると思うが、そ

の点についてはいかがか。 
 
宮澤氏    住宅確保要配慮者に対する住宅施策が研究テーマなので、まず、生活保護

受給者が住宅を「確保」するとは現実にはどのような状況なのか、また、「要

配慮」とはどのような課題があることをいうのかを具体的に示してはどうか。 
「快適な住環境」を目標にあげたことについては、単に住環境をランクア

ップすればよいということではないのではないか。一定水準の快適さを求め

ることに異論はないが、住環境を整備すべき不適合な部分は何なのか。高齢

者や障がいを持った人であれば、健常者とは留意点も違ってくる。改善しな

ければならない点を明確にすることで、どのように対応すべきかの方針が定

まってくるのではないか。 
経済的な支援については、生活保護制度のなかに一定のものが組み込まれ

ていると認識している。その上でさらにというのであれば、市独自の支援に

なるだろう。例えば、高齢者や障がいを持った人については地域社会とのつ

ながりであるとか、働ける世代であれば就業・生活再建の支援であるとか、

経済的な支援以外でもやるべきことがあると思う。 
他方、生活保護対象とはならないが経済的に困窮している状況、実際のと

ころはわからないが、例えば実質的に生活保護世帯と逆転現象が起こってい

るような状態があるようであれば支援の必要性が感じられる。今回の研究で

は高齢者、障害者、子育て世帯等の他の担当領域となる部分なので、生活保

護制度に関する情報を共有して対応する必要がある。 
       それから、2011 年度研究の事例にあった川崎市の住宅扶助の振込制度は、

家賃支払いの確実性を担保する上で良い方法だと思う。今後、戸田市でも実

施していくのであれば、生活保護世帯が住宅を借りられないのは家賃支払の

不確実性の問題ではないことになり、課題を絞っていける。 
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研究員    今、高齢者担当と一緒に、生活保護になる前の人、または生活保護世帯だ

が生活費は充足されていて家賃の一部だけが足りずに保護を受給している人

の人数を調べ、この人達を市の住宅扶助制度でどれだけ救えるのかといった

点を調べた。その結果、全受給者約 1,500人中、わずか 20世帯しかいなかっ

た。仮にその住宅扶助制度を入れるとしても、全額市の負担となるため財政

的な問題が大きく、踏み込めない状態にある。 

 

宮澤氏    生活保護世帯と住宅扶助制度の件については今の説明からは判断がつかな

いが、状況をよく知っている担当者としてやらなければならない理由が感じ

られるのであれば、件数や財政負担は別としてまずはその必要性や支援を行

うことによる効果を整理してみてはどうか。財政面については、運用方法を

構想する段階の問題だと思う。 

 

宮澤氏    全体のまとめとして今後の住宅施策についてということだが、総論として

は、戸田市は人口が増加傾向にあるため、まちのベースを整えればよいとも

言える。インフラの整備、公共サービス、まちづくりのルール、イメージづ

くりなどをしっかりやればうまく回るように思う。しかし、一律の施策では

対応できない部分がある。本研究では住宅確保要配慮者が今後増加していく

という観点に立っているが、マクロデータだけでは対象も問題点も絞りきれ

ない感がある。住宅確保において要配慮となる対象や状況をより明確にした

い。 

また、住宅というと一般的には民間事業の範疇だが、民業に任せておいた

のでは必要だが手が届かない部分を行政がやるべき、というのが基本スタン

スだとすれば、各担当でそこを探っていくことになる。高齢者向けサービス

で言えば、必要だが事業化されないものについて自治体が呼び水をつくると

いう方策が考えられる。例えば、地域包括支援の核を市が中心となってつく

り、サービスのすそ野を広げる部分で民間の力を活用する。そういう使い方

であれば、行政が投資する意義があると思われる。 
 

 

２ まとめ  

 

 本研究では、これまで住宅確保要配慮者として考えられる高齢者、障害者、子育て世帯、

外国人住民世帯、生活保護世帯のそれぞれについて、望ましいと考えられる住宅施策の方

向性について提言を行った。 

 本研究のまとめとして、本市の住宅確保要配慮者への住宅施策の方向性の一つとして、

民間賃貸住宅を活用した空き家の活用と、家賃補助等制度の整備を組み合わせた施策が浮

かび上がってきた。 



87 
 

 空き家については、第３章にて掲載した図３－２－１のとおり年々増加している傾向が

あり、戸田市内においても同様に増加している現状がある。このため、高齢者世帯や子育

て世帯の研究の中でも、この空き家を活用した住宅確保の仕組みづくりが検討されたとこ

ろである。また、不動産業者にヒアリングを行ったところ、市内の不動産業者の中では、

今後は賃貸住宅の空き家を高齢者等の住宅弱者の住宅として活用していくという流れがあ

るということだった。このため、空き家を活用する上では、不動産会社等の民間事業者や

NPO 団体等の関連団体と連携することで、住宅確保要配慮者への支援をスムーズに実施で

きると思われる。 

 一方、現在市で実施している家賃差額助成等の制度については、要件等が厳しいことな

どから利用者が少なく、実際のニーズとの不適合があると考えられるため、再整備が必要

との研究結果が出された。 

そこで、現行の家賃補助等の制度を再整備するとともに、上記のような空き家を活用で

きる仕組みを構築すれば、住宅確保要配慮者への住宅セーフティネットとなるような支援

ができるのではないだろうか。この事業は、施設の新設等と比較すると市営住宅の入居資

格はあっても、倍率が高くて入れない人等に対しても即効性があり、より多くの人が利用

できるための住宅施策として効果が高いと思われる。 
 また、上記のような家賃補助等の制度を、戸田市が他市町村に先駆けて実施した場合、

他市町村からの対象者の流入が懸念される。このため、市民を優先とするためにも、制度

を整備し要件を緩和する一方で、戸田市に５年以上居住している等の居住要件や、市税完

納条件、補助期間等の設定を検討する必要がある。 

この家賃補助等の制度の整備と、民間賃貸住宅と連携した空き家の活用を組み合わせた

制度を実施することで、高齢者世帯のみならず、ひとり親世帯、低所得者世帯等の幅広い

対象者の住宅確保に資することができると思われる。そして、本研究の目的である、高齢

者を中心とした様々な住宅確保要配慮者が、安心して住宅を確保することのできる仕組み

づくりの第１歩となることが期待される。 

 

 

第３章 おわりに 

 

 本研究では、本市が 2009 年度及び 2010年度に進めてきた研究での推計結果に基づき、

今後高齢化に伴い増加する住宅確保要配慮者に対する住宅施策について、２年間で研究を

進めてきた。研究に当たっては、住宅確保要配慮者を高齢者のほか、障害者、外国人、子

育て世帯、生活保護世帯と定義しており、分野横断的に進める必要があったことから、Ｐ

Ｔを設置し、先進自治体への視察やアンケート調査等を実施しながらより精度の高い研究

を目指して取り組んできたところである。 

 本研究で、各対象者の住宅施策等に関する資料を集積するとともに、今後戸田市にとっ

て望ましい住宅施策の方向性を明らかにすることができた。また、研究での提言について

は、ＰＴメンバーの所属長で構成される住宅政策懇談会に引き継ぎを行っており、来年度

以降、実現性が高いもの等について検討を進め、実施に移していく予定である。 
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 住宅施策については、国の流れとしても、住宅不足の解消と同時に居住水準の向上を目

指すなど、ハード面の供給が中心であったこれまでの施策から転換期を迎えている。また、

前述したとおり、高齢夫婦・単身世帯の増加、少子化の進行をはじめとする社会情勢の変

化により、住宅ニーズも大きく変化している。中でも、誰もが住み慣れた地域で安心して

暮らせる社会の実現や、生活の質等の実現がこれまで以上に強く求められており、ハード

面だけでなく、住ソフト面に重点をおいた新たな住宅政策が必要となっている。 

戸田市においても、今後、人口減少社会を迎えるに当たっては、多様化する人々の住宅

や住環境に対するニーズを的確に把握するとともに、増加する住宅確保要配慮者に対し、

長期的な視点での対策を講じていく必要がある。本研究を基礎とし、来たる超高齢社会に

備え、誰もが住みよい魅力あるまちづくりを展開していきたい。 

 

 最後に、2011 年度に視察をさせていただいた茨城県筑西市及び神奈川県川崎市、2012

年に視察をさせていただいた千葉県庁及び茨城県ひたちなか市の皆様に、改めて深く感謝

申し上げます。また、埼玉りそな産業経済振興財団の宮澤謙介主席研究員には、ご多忙の

折にもかかわらず、快くアドバイザーをお引き受けいただき、多大なるご指導、ご助力を

いただきました。この場をお借りして深く御礼申し上げます。 
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第１章 はじめに 

 

１ 本研究の背景 

 
 気候変動に関する政府間パネルの報告書によれば、20 世紀半ば以降に観測された世

界平均気温の上昇の大半は、人為起源の温室効果ガスの増加が原因である可能性が高

いといわれている。この温室効果ガスの増加を抑制させるには、今世紀半ばまでに排

出量を現状の半分程度に減らす必要があることが科学的知見として示されている。ま

た、夏日や真夏日の日数も増加傾向にあり、地球温暖化による気温の上昇が続けば、

様々な分野へ深刻な影響がもたらされると懸念されている。 
 こうした中、戸田市では、2009 年 12 月に、「戸田市地球温暖化対策条例」を早期に

制定し、持続可能な社会を実現することを目的に、市域全体における温室効果ガス排

出量の削減に努めている。また、本条例の理念の下、市民や事業者と気持ちを一つに

して地球環境への負荷を減らすために、2011 年３月に「戸田市地球温暖化対策実行計

画」を策定した。本計画では、2020 年度までに、一人当たりの温室効果ガス排出量を

2008 年度比 25％削減することを目標とし、低炭素型社会の構築に率先して取り組む

こととしている。 
特に電気自動車（以下「ＥＶ」という。）・プラグインハイブリッド車（以下「ＰＨ

Ｖ」という。）の普及施策については、県内自治体としても先進的な取組であり、庁用

ＥＶの導入や充電設備設置補助制度の創出、戸田市文化会館に充電設備の設置等、Ｅ

Ｖ・ＰＨＶ普及に向けた取組を進めているところである。 
 このような背景から、環境問題に積極的に取り組む市の姿勢を示し、環境先進市の

イメージを市内外に発信する観点からも、低炭素化に向けたＥＶ・ＰＨＶの普及は有

効な施策であると考える。 
 
２ 本研究の目的 

 
 本研究の目的は、ＥＶ・ＰＨＶを活用した戸田市におけるＥＶ交通普及の全体像を

描くとともに、現在民間で導入が開始されている自動販売機を利用したＥＶ充電シス

テムの導入等、低炭素化に向けた具体的事例の可能性について明らかにするものであ

る。 
 
３ 調査・研究の手法 

 
本研究は、政策研究プロジェクトチームを設置し、関係部署の職員を研究員に任命

し、政策支援として取り組むものである。プロジェクトチームは、環境事務を所管す

る環境クリーン室から選抜された職員及び政策研究所研究員により研究を進める。 
研究手法としては、主に文献調査や既存資料の収集を進め、先行自治体や民間企業
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の取組等、成功事例を調査するとともに、ＥＶ交通及びＥＶ給電システムに関する研

究を進めることで、戸田市において実用できる施策を研究する。 
 
４ 本報告書の概要 

 

 本報告書は、第１章から第６章で構成される。 

 第２章では、ＥＶ・ＰＨＶの現状を述べるとともに、今後の普及目標についてまと

める。 

 第３章では、国及び県内先進自治体の施策についてまとめた上で、戸田市の現状と

施策について整理する。 

 第４章では、自動販売機を利用したＥＶ・ＰＨＶ給電システム等、民間企業の施策

を取り上げる。 

 第５章では、ＥＶ購入者アンケート結果を踏まえ、第３章及び第４章で取り上げた

施策について、戸田市で導入可能であるか検討する。 

 最後に、第６章として本研究の総括をする。 
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第２章 ＥＶとは 
 
 ＥＶとは、搭載されている電池とモーター・制御装置等により駆動する自動車であ

る。本稿では、現在国内の主流であるガソリン車と比較しながら論を進めたい。 

動力源となる電力は、車の外部から専用の充電ケーブルによって、車載の電池に充

電される。また、エンジンを搭載しておらず全くガソリンを使わないため、二酸化炭

素（以下「ＣＯ2」という。）を一切排出しないことから、ゼロエミッションビークル

（Zero Emission Vehicle）とも呼ばれる。環境の観点から考えると、究極のエコカー

といえる。 

 一方、ＰＨＶとは、ＥＶと同様に車の外部から充電を行い、電池とモーター、制御

装置等による駆動と、エンジンによる駆動が可能となっている自動車である。電気の

力を使ってガソリンの使用量を抑えるハイブリッド車とＥＶの中間に位置している。

電気とガソリンを併用するという点ではハイブリッド車と変わらないが、大きな違い

として搭載されたバッテリーに外部から充電し、可能な限り電気を主体として走行す

ることができる。そのため、ハイブリッド車よりもモーターでの走行距離が延びるこ

とから、より燃料を抑えられる利点がある。 

 また、資源エネルギー庁が６月中旬にまとめたガソリンの長期需給見通しでは、ガ

ソリン消費は年率約 4.5％減り、2030年度には 2010年度に比べ６割減るという試算を

している。経済産業省によると、国内の給油所店舗数は 2011 年 3 月末時点で約 3 万

8,000 店となっており、６万店を超えていた 1995年に比べ 36％減少した。さらに、ガ

ソリンスタンドでは、2011年２月に施行された改正消防法により、40年以上前に埋め

られた燃料用地下タンクについては危険防止装置の設置が義務付けられた。これは、

ただでさえ経営環境が厳しく価格競争を強いられている状況の中、１基当たり 100 万

円以上改修工事費の負担が重くのしかかるため、閉鎖が進むことが考えられる。この

状況は、ガソリン車から次世代自動車へのシフトが進み、今後特にＥＶ・ＰＨＶの普

及要因となることが予想される。 

 

図表２－１「エネルギー資源が車に届くまで」 

 

出典：戸田市政策研究所作成 
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図表２－２「油田から走るまでに必要な CO2排出量」 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       出典：ＪＨＦＣ総合効率検討結果 1

 

 

１ ＥＶの長所と短所 

 

 ここでは、ＥＶにはガソリン車と比較して、どういった特徴があるかを検討したい。

まず、長所であるが、主に次の３点ある。 

一つは、地球環境にやさしい点である。先ほども述べたが、走行時にＣＯ２等の自動

車排気ガスを全く排出しないため、大気汚染防止や温暖化の抑制等につながる。また、

石油以外のエネルギーを利用できるため、資源問題にも役立つといえる。 

 次に、とても経済的な点である。電気代は、ガソリン代（燃料費）の３分の１から

９分の１程度であり、減速時にエネルギーを回収できるといった特長もある。そのた

め、エネルギー効率はガソリン車の３倍近くになっている。 

 最後に、振動や騒音が少ない点である。ガソリン車と異なり燃焼して走ることがな

いため、走行中の振動や騒音が軽減される。また、エンジンルームが不要となりスペ

ース効率を上げられるため、デザインやパッケージの自由度も高く、走行安定性や加

速力が向上する等の利点がある。 

 しかし、短所もあり、次に挙げる点を改善することが普及につながると考える。 

 一つは、車両価格が高価な点である。ＥＶは、電池価格の影響が大きくガソリン車

に比べて高額になってしまう。自動車メーカーや電池メーカーは、電池の高性能化と

コストダウンを図ることが不可欠である。今後、国や地方自治体等が率先してＥＶの

導入や電池のリース契約等を行うことによって、電池の標準化やコストダウンが進み、

車両価格の低減につながることが期待される。 

 次に、充電の問題がある。充電時間は、100Ｖコンセントを使用して満充電するまで

に、約５～28 時間かかる。ただし、急速充電器を使用すれば約 30 分で 80％の充電が

可能となる。最近は、充電器設置の実証実験が様々な場所で行われており、今後イン

                                                   
1 『ＪＨＦＣ総合効率検討結果 報告書』ＪＨＦＣ総合効率検討特別委員会 財団法人日

本自動車研究所（2006 年 3 月） 
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フラ整備が進めば、空いた時間に充電することで、充電時間の問題解決につながるこ

とも考えられる。 

 最後に、航続距離が短い点である。一充電での走行距離が短いため、ガソリン車と

比べ用途が限られてしまう。しかし、利用者１日の走行距離によっては、十分に日常

生活で活用できる車である。今後、充電器が普及し充電時間が短縮され、かつ、電池

の改良が進むことで航続距離の問題も解決できると考える。 

 このように、短所の面についても国や地方自治体等の支援や、民間企業での技術革

新によって、利用しやすい環境整備が進むと考えられる。 

 この他にも、ＥＶには走行機能だけではなく蓄電機能が備わっている点に非常に魅

力を感じる。東日本大震災以降、防災意識や非常用電源への関心が高まっている現状

において防災対策としての活用が期待されている。例えば、日産自動車株式会社から

発売されている「LEAF」を使用した「LEAF to HOME2

 

」では、家庭の電力約２日分を

車から賄うことができる。自動車の走るという概念から、電気を取り出して使用する、

走る蓄電池としての新たな可能性が広がったと考える。 

２ ＥＶの普及状況 

 
 ＥＶの歴史は古く、日本でも第二次世界大戦後のガソリン不足によりＥＶの生産が

伸び、1949 年の国内ＥＶ生産台数が 3,299 台（自動車全保有台数の約３％）にまで上

った。しかし、内熱機関自動車の改良やガソリンスタンドの普及によりＥＶは衰退し、

1955 年に道路運送車両法からＥＶの項目が削除され、街中からＥＶが姿を消した。 
 しかし、近年自動車を取り巻く環境は大きく変化し、ガソリン価格の高騰や税金が

安く燃費の良い軽自動車等に注目が集まるなど、環境や経済の観点からも、大手自動

車メーカーがＥＶの開発を再開し、ＥＶ普及に向けて進み始めた。このような状況か

ら、2009 年 7 月に三菱自動車工業株式会社の軽自動車「i-MiEV」、2010 年 12 月には、

日産自動車株式会社の「LEAF」が発売された。現在普及しているＥＶ・ＰＨＶにつ

いては、2009 年以降に発売されたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 家庭用供給装置付きシステム。装置はエアコンの室外機ほどの大きさだが、「LEAF」の

大容量バッテリー（24kW）を活かしている。 
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図表２－３「国内自動車会社のＥＶ発売状況」 

 
出典：一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ

（http://www.cev-pc.or.jp/NGVPC/museum/action.html）2012 年 8 月 29 日アクセス 
※ ゼロスポーツは、2011 年 3 月に破産しており、現在はＥＶの制作はしていない 
 
 2012 年 8 月時点においては、2012 年度クリーンエネルギー自動車等導入費補助事

業の補助対象車でもわかるとおり、全部で 10 種類以上の車種があり、今後も大手自動

車メーカーを中心として増えることが考えられる。 
 
図表２－４「国内に普及している主なＥＶ・ＰＨＶ」 

 
出典：ＥＶ・ＰＨＶタウン構想ベストプラクティス集Ⅱ3

 
 

 自動車情報センターの調べによると、2010 年３月末のＥＶ（登録車のみ）保有台数

は 424 台であったが、2011 年３月末には 4,938 台となり、対前年同期比 1,164.6%の

増加となった。また、2011 年度のクリーンエネルギー自動車等促進対策費補助金（以

下「ＣＥＶ補助金」という。）の交付実績においても 9,000 件以上あった。加えて、2012

                                                   
3 『ＥＶ・ＰＨＶタウン構想ベストプラクティス集Ⅱ』経済産業省（2012 年１月） 

※ 
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年３月末のＥＶ（登録車のみ）は 13,597 台と対前年同期比 275.3%となったことから

も、ＥＶ・ＰＨＶの増加が続いていることがわかる。 
 また、次世代自動車戦略 20104や日本再生戦略 5

 普及台数の規模を推定するため、仮に新車販売台数が 2010 年の 421 万台のまま横

ばいで推移し、新車販売台数に占める割合が 2020 年にかけて線形で増加して、ＥＶ・

ＰＨＶの新車販売がガソリン車からの買い替えのみであるとするならば、2020 年のＥ

Ｖ・ＰＨＶの保有台数は約 348～464 万台程度となる。この台数は、仮に 2020 年の乗

用車の保有台数を 2009 年度末の乗用車の保有台数 5,790 万台と同じとすると、約６％

～８％程度となると予測できる。 

において、2020 年の乗用車種類別

普及目標を掲げ、次世代自動車対策を進めている。2012 年７月にまとまった日本再生

戦略の中では、2020 年には新車販売に占める次世代自動車（ハイブリッド車を含む。）

の割合を最大 50％に引き上げ、その内ＥＶ・ＰＨＶの割合を 20％にすることを目標

としている。 

 一方で、次世代自動車の開発や普及については、次の３点に留意しなければならな

いとしている。第一に、様々な車種に対応するためのメーカーの研究開発人員が既に

フル稼働であることや、自動車のモデルチェンジには５年程度を要することを踏まえ

ると、ハイペースでの次世代自動車開発や市場投入には人的・時間的制約が大きい点

である。第二に、新興国を始めとして国際市場では引き続き従来車が主流であり、国

際競争を前提とする自動車産業の競争力確保の観点から、従来車の開発を止めること

はできない点である。第三に、次世代自動車の普及見通しに大きな幅がある中、特定

の技術に集中することはリスクが大きい点である。 
 これらを踏まえ、次世代自動車の普及加速に向けて進めているが、目標達成にはよ

り積極的なインセンティブ施策（開発・購入補助、税制、インフラ整備等）が求めら

れる。 
 
図表２－５「2020～2030 年の乗用車車種別普及目標（政府目標）」 

 
出典：次世代自動車戦略 2010 

                                                   
4 『次世代自動車戦略 2010』次世代自動車戦略研究会（2010 年４月） 
5 2012 年 7 月、民主党政権の国家戦略会議で策定され、38 の重点施策を明示した。 
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３ 充電器の設置状況 

 

 ＥＶに充電するための充電器は、大きく普通充電器と急速充電器の二つに分かれる。 

 普通充電器は、一般家庭用電源と同じ交流電源（単相 100Ｖあるいは単相 200Ｖ）を

利用して充電することができ、満充電する場合、約５時間から 28時間程度かかる。形

状としては、コンセント（100Ｖ、200Ｖ）、ポール型普通充電器（200Ｖ）に大別でき

る。 

 急速充電器は、急速（大容量）タイプ（50kW 程度：日産リーフで 80％まで充電する

のに 30 分程度）と、中速（中容量）タイプ（20～40kW 以下：日産リーフで 80％まで

充電するのに 60分程度）の２タイプが発売されている。普通充電器に比べ、充電時間

が大幅に短縮される反面、新たに変電設備の設置が必要となる場合や独自の電源（三

相３線式）が必要となるため、おもに商業施設や工場などの事業所に設置されている。 

 

図表２－６「普通充電器・急速充電器例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：駐車場等への充電施設の設置に関するガイドライン 6

 

 

 日本では、急速充電インフラの普及を推進するための中核組織として、自動車会社、

充電器メーカー及びこれを支援する企業や行政等によって CHAdeMO 協議会を設立した。

ここでは、統一した規格である急速充電方式（CHAdeMO プロトコル）を採用し、既に

複数の自動車会社や充電器メーカーが取り入れ、国際標準機関への提案も行われてい

る。 

 日本で普及している急速充電器の保有台数は、2013 年１月末時点で、1,605 基が設

置されており、2009年 11月の 95基から、16倍以上も急速に増加している。国は当初

                                                   
6 『駐車場等への充電施設の設置に関するガイドライン』国土交通省（2012 年６月） 
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2020 年までに普通充電器 200万基、急速充電器 5,000基の設置を目標として、ＥＶ・

ＰＨＶの普及とともに、インフラ整備を進める予定であったが、2012年度補正予算に

インフラ整備費として 1,005 億円を計上する等、今後１・２年でさらに集中的に整備

することを決め、急速充電器 3万 5,700基の導入を目標に高めている。 

 

図表２－７「急速充電器設置台数」 

 

出典：CHAdeMO協議会のホームページ

（http://www.chademo.com/jp/pdf/qckasyosuii.pdf）2012 年８月 29日アクセス 
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第３章 国及び地方自治体の施策 

 

気候変動に関する政府間パネル 7

 一方、環境省の試算によると、2011 年度から 2012 年度の温室効果ガスの排出量が

平均 13 億 4400 万トンとなり、京都議定書の基準年である 1990 年度に比べ、6.6%増

えることがわかった。東日本大震災による原子力発電所事故を受けて、代替する火力

発電を増やしたことが、ＣＯ2の排出量急増につながったといえる。特に一時的に全て

の原子力発電所が停止した 2012 年度の排出量は、1990 年度以降で最も多くなってお

り、京都議定書の目標達成が非常に困難な状況となった。そのため、政府は、2020 年

までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で 25％削減する中期目標を明記した、地球温

暖化対策基本法案を取り下げる方向で調整に入り、11 月の国連気候変動枠組み条約第

19 回締約国会議（ＣＯＰ19）までに新たな目標を作ることを目指している。 

が 2007 年にまとめた報告書によると、地球の気温

は過去 100 年間に 0.74 度上昇している。その主な原因は、工場等で石油や石炭を大量

に燃やして発生したＣＯ2の増加等が挙げられる。また、今世紀末には、さらに 1.1～
6.4 度気温が上昇することが予測され、地球環境の悪化が懸念されている。 

また、2012 年６月末のエネルギー・環境会議において、2030 年の原子力発電の比

率（0％、15％、20-25%）を軸に、再生可能エネルギー等を加えたエネルギーミック

ス（電源構成）に温室効果ガスの削減目標等を組み合わせた選択肢を踏まえ、国民の

意向を把握する「国民的議論」が７月から始まった。政権交代により国の原子力政策

が変更となる可能性はあるが、原子力発電の比率にかかわらずＣＯ2の排出量を一層抑

制するような施策が必要となることが予想される。 
 このような状況も踏まえ、日本が世界をリードする環境技術を経済成長のけん引役

に据える環境戦略が進められ、具体的な目標値として、現在 1％に満たないＥＶとＰ

ＨＶを、2020 年に２割まで引き上げることが示されるとともに、民間の技術開発を助

成し、車載用蓄電池の機能を改善することも視野に入れ、2020 年には、現在最長で

200 キロメートルしか走れないＥＶの航続距離を２倍にすることを目指すとした。加

えて、全国に普通充電器 200 万基、急速充電器を 5,000 基設置することを目標に、充

電場所の不安を解消することでＥＶとＰＨＶの普及を目指す計画であった。国の原子

力政策と同様、当初予定していた環境成長戦略の内容が変更となる可能性はあるが、

2012 年度補正予算や 2013 年度当初予算の内容を勘案する限り、より積極的に環境政

策が行われると考えられる。 
 このように、環境計画だけでなく、経済の観点からもＥＶ・ＰＨＶの普及は重要な

テーマとなっている。そこで、国、地方自治体及び戸田市の施策についてまとめると

ともに、戸田市において導入可能な施策について検討していく。 

                                                   
7人為起源による気候変化、影響、適応、緩和の方策について、科学、技術、社会科学の面

から評価を行うために 1988 年、世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)が設置した

組織。 
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１ 国の施策 

 
（１）補助金制度 

 環境性能に優れた新車の購入を促進し、環境対策に貢献するとともに国内市場の活

性化を図ることを目的として、環境対応車普及促進事業補助金（以下「エコカー補助

金」という。）を交付している。このエコカー補助金は、一定の環境要件に合致すれば

対象となるため広く利用され、2012 年度予算が９月時点で受付終了となる程申請数が

多かった。 
 このエコカー補助金とは別に、ＥＶやＰＨＶ等の次世代自動車を対象としてＣＥＶ

補助金がある。ＣＥＶ補助金は、ＥＶやＰＨＶ、排気ガスの少ないクリーンディーゼ

ル車が対象となっており、燃費効率が良いだけのガソリン車等は含まれていない。自

動車の補助金額は、車体本体の購入額から基礎額を引いた２分の１か、各車別の交付

上限額のうち、金額が低い方が適用されることとなっている。このため、対象車種が

少なく６年間は売却できないとの制約はあるが、エコカー補助金の上限額が 10 万円な

のに対して、補助金額が大きいことが特長である。 
 さらに、ＣＥＶ補助金対象車は、地方自治体等が独自に設けた次世代自動車に関す

る補助金や優遇制度を活用できる例もあるため、購入の補助は様々なところから受け

ることができる。 
 税金面での優遇措置としては、自動車重量税の免税や自動車所得税の非課税等、維

持管理費用を減少させることで、車両価格が高価な点を補い、購入者の負担を軽減さ

せている。 
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図表３－１「ＥＶ等補助金対象車種一覧」 

 
出典：国土交通省のホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/000989600.pdf）

2013 年２月 27 日アクセス 
 
 また、２月 29 日に成立した平成２４年度の補正予算において、次世代自動車充電イ

ンフラ整備促進事業として、公共性を有する充電器や月極駐車場及びマンション等へ

充電器の設置に関して補助が実施されることとなった。補助額としては、設置費用の

１／２または２／３の補助が受けられることになっており、充電インフラ整備の促進

が大きく期待される。 
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図表３－２「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」 

 
（２）充電サービス及び課金 
 ＥＶ・ＰＨＶの普及においては、先ほども述べたように金銭面のみならず、充電イ

ンフラの整備が必要不可欠である。自宅で充電する以外にも、ガソリン車のように外

出先で安心して充電できるよう、充電器の普及を進めていかなければならない。そこ

で、ここではＥＶ・ＰＨＶの充電サービスについてまとめるとともに、民間企業での

充電事業の可能性について検討したい。 
 ガソリンスタンドやコンビニエンスストア等の敷地内でＥＶへの充電事業を行う場

合については、電気事業法における事業規制の対象外と判断されている。それは、電

気事業法における「一の需要場所」内における電気のやり取りであって、現行法の解

釈に照らして「需要に応じた電気の供給」に当たらないと考えられることから、同法

における事業規制の対象外と判断される。 
 このことから、充電サービスを提供することで顧客に対して課金を行うことは可能

である。この場合、使用した電気量（ｋｗｈ）で販売する場合には計量法の規定によ

る検定に合格したメーター（電力量計）を設置して電力量を測定する必要があるが、

例えば携帯電話充電サービスのように時間単位で販売するような場合には、メーター

の設置は不要である。 
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図表３－３「電気自動車に対する充電サービスのイメージ」 

 
出典：ＥＶ・ＰＨＶタウン構想ベストプラクティス集Ⅱ 

 
 また、近年、送配電ネットワークから切り離された蓄電池や、いわゆる「移動式電

源車」のように発電機や蓄電池等を搭載した車を用いて電気自動車等に電気を供給す

る形態の開発が進められている。 
 電気事業法は、送配電ネットワークを用いた電気の供給による独占や二重投資等の

弊害を防止する観点から規制が行われており、ネットワーク外での電気の供給である

移動式電源車等による充電サービスは、電気事業法における事業規制の対象外と判断

されている。このため、移動式電源自動車等による充電サービスを提供することで顧

客に対して課金を行うことは可能である。 
 
図表３－４「移動式電源車による充電サービスのイメージ」 
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出典：充電設備設置にあたってのガイドブック 8

 
 

 このように 2010 年 12 月に公表された「充電設備設置にあたってのガイドブック」

等の内容を踏まえると、ガソリン車の普及に貢献したガソリンスタンドのように、Ｅ

Ｖ・ＰＨＶ用の充電サービスが広がることが考えられる。現在、無料で急速充電器を

提供している国や地方自治体、民間企業においても、台数が増えるに従って課金サー

ビスへと変更も検討しなければならない。また、既に民間企業では独自の充電サービ

ス等を行っているところもあり、今後充電サービスは拡がっていくと考えられる。 
 
（３）超小型車の導入 
 国土交通省では、環境対応車を活用したまちづくりの一環として、これまでの試験

地域による実証実験等の成果を踏まえ、「超小型モビリティの導入に向けたガイドライ

ン 9

 環境対応車であるこの超小型車とは、自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境

性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り程度の車両と定義されてい

る。１日 10km 以下の近距離の移動に向く車両であり、軽自動車を一回り小さくした

大きさで狭い路地でも入りやすく、小さな空間でも駐車できるため、商店街での買い

物や子どもの送り迎え等のほか、観光地でのレンタカーや物流業者の小規模集配送へ

の利用も期待されている。 

」を 2012 年６月に作成し、2013 年 2 月には超小型モビリティ（以下「超小型車」

という。）の公道走行を可能とする認定制度を創設した。また、地方自治体、観光・流

通関係事業者等の主導による超小型車の先導・試行導入の優れた取組を重点的に支援

する補助制度を創設し、同月 20 日までの期間で公募があった。 

 公募の手順としては、地方運輸局に申請し、走行区域の限定等安全確保の審査を経

て運行が認められる。2012 年度補正予算や 2013 年度予算においては、超小型車を試

験導入する地方自治体に向けて車両の半額を補助する（民間企業の場合は、３分の１

を補助する）支援制度の経費を盛り込む予定で、併せて５億 8,200 万円計上している。

加えて、試験導入の際に必要な事業計画の作成や実施後の効果分析にかかる経費につ

いても、半額補助する予定である。 
 超小型車は、現在の車両区分である軽自動車と第１種原動機付き自転車（四輪）の

中間に位置づけられるが、背景には軽自動車より小型で、２人程度乗れる車の需要が

高齢者を中心に高まっているためである。現状では原動機付き自転車は乗車定員が１

人に限られ、排気量等に上限があるため、２人程度乗れて力のある小型車を開発する

のは難しいとされている。 
 一方、軽自動車の規格で超小型車を造ろうとしても、衝突安全性能等の安全基準が

厳しく、小型化が難しい。このため、軽自動車並みの安全性能に達しない仕様の超小

                                                   
8 『充電設備設置にあたってのガイドブック』経済産業省・国土交通省（2012 年 12 月） 
9 『超小型モビリティの導入に向けたガイドライン』国土交通省（2012 年６月） 
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型車でも、条件付きで公道走行を認めることとした。 
 今後、車両区分が明確に規定されたことにより、新たなニーズに応えることができ

ると考える。また、超小型車が普及することにより、ＣＯ2の削減のみならず、観光・

地域振興、都市や地域の新たな交通手段、高齢者や子育て世代の移動支援等の多くの

副次的便益が期待される。 
  
【超小型車の位置付け】 

 乗車定員 排気量 全長 全幅 
軽自動車 ４人 660cc 以下 3.4ｍ以下 1.48ｍ以下 

超小型車 
 

２人以下（年少

者用装置があ

る場合３人以

下） 

125cc 以下 軽自動車の規格内 

第１種原動機

付き自転車 
１人 50cc 以下 2.5ｍ以下 1.3ｍ以下 

 
図表３－５「超小型車の利用イメージ」 

  出典：戸田市政策研究所作成 
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図表３－６「超小型車の実証実験使用車両一覧」 

 
出典：超小型モビリティ導入に向けたガイドライン 

 
２ 地方自治体の施策 

 

（１）埼玉県 

 埼玉県においては、2009年２月に「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050～埼

玉県地球温暖化対策実行計画～」を策定、同年４月から「埼玉県地球温暖化対策推進

条例」（2009 年３月制定）を施行し、低燃費車導入方策の届出義務等など、自動車か

らのＣＯ2削減を含めた温室効果ガス排出量の削減について、具体的な目標を掲げてい

る。 

 庁内施策として、2009年４月に「埼玉県次世代自動車導入指針」を定め、県公用車

へ次世代自動車を率先して導入することを目指しており（2020 年までに県公用車の８

割をＥＶ等の次世代自動車とする）、全県的な普及を推進するため、県内事業者へＥＶ

導入と充電設備設置への補助等に取り組んでいる。 

 一方、早稲田大学、地元市等との連携による電動小型バスの実証実験や、県と本田

技研工業との環境分野に関する協力協定に基づく「次世代パーソナルモビリティ実証

実験」等、ＥＶ・ＰＨＶの実用化に向けた取組が展開されている。2010年 12月には、

国が定める「ＥＶ・ＰＨＶタウン」に選定されている。 
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また、市町村や事業者との連携を図るため、「埼玉県ＰＶ・ＰＨＶ普及推進協議会」

を設置し、充電インフラ整備についての方向性や課題の検討、実証実験及び取組の効果の

検証などについて実施している。 
 
図表３－７「埼玉県ＥＶ・ＰＨＶタウンのイメージ」 

 
出典：埼玉県のホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/site/evphv/） 

2013 年 2 月 27 日アクセス 
 

（２）さいたま市 

 さいたま市においては、EV 普及のための課題解決型のプロジェクト「Ｅ－ＫＩＺＵ

ＮＡプロジェクト」を立ち上げ、「充電セーフティネットの構築」、「需要創出とインセ

ンティブの付与」、「地域密着型の啓発活動」を３つの基本方針として検討している。 
市内の自動車メーカーと協定を結び、ＥＶ普及の足掛かりを作るとともに、市民に

対しての施策としては、市役所及び区役所への急速充電器の設置やＥＶ及び充電器の

補助を行っている。2012年４月１日現在で市内 62か所 72基の一般利用可能な電気自

動車用充電器が設置され、充電器マップを作成し、インターネットを利用して、一般

ユーザに設置場所の情報提供を行っている。 

また、カーシェアリング事業、ＥＶ教室やイベント等を利用した啓発活動を積極に

行っており、県内においては、先進的な取組を実施していると言える。 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/evphv/�


113 
 

図表３－８「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡプロジェクト推進イメージ」 

 

出典：さいたま市のホームページ

（http://www.city.saitama.jp/www/contents/1291195968623/index.html） 

2013 年 2月 27日アクセス 

 

（３）その他 

 他市の施策としては、まず、公共施設に対するインフラ整備としての充電器設置が

進んでいる。2011年度に埼玉県がグリーンニューディール基金を利用した補助を実施

したことにより急速充電器を設置する自治体が増え、現在、戸田市をはじめ、秩父市、

加須市、東松山市、北本市、幸手市、さいたま市、川口市、三郷市等が公共施設への充電

設備設置を行っている。 
また、ＥＶ・ＰＨＶの購入に対する補助を多くの自治体が行っており、2012年度にお

いて、県内では戸田市を含め４市（戸田市、さいたま市、上尾市、東松山市）が実施

している。 

 

３ 戸田市の現状と施策 

 

（１）現状 

① 市域特性（人口、交通、産業） 
 戸田市は、埼玉県南部に位置する人口約 12 万人の都市で、荒川を挟み、東京都と隣

接している。市の人口は、1985 年の埼京線開通以降、増加傾向が続いており、マンシ

ョンや建売住宅の開発が多く、ベッドタウンとしての利用が進んでいる。また、人口

ピラミッドを見ると、30～40 歳代が多く、子育て世代を中心とした「若い都市」であ

ることは大きな特徴となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1291195968623/index.html�
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図表３－９「人口ピラミッド」 

 
出典：戸田市地球温暖化対策実行計画 

 
 産業では、市内に約 5,500 の事業所があり、埼玉県と比べ、製造業（出版印刷・金

属製品等）や運輸・通信業（運送・倉庫業等）、不動産業が多いことが特徴となってい

る。 
 
図表３－10「産業別事業所数の比較」 

 
出典：戸田市地球温暖化対策実行計画 

 
 市内交通は、ＪＲ埼京線（北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅）のほか、国際興業等の

路線バス、コミュニティバス Toco が市内を東西に向かって結んでいる。また、主要交

通網として、南北方面に国道１７号、首都高速大宮線、東西方向に東京外かく環状道

路等が走っている。 
 また、市域における地球温暖化対策の総合的かつ計画的な温室効果ガスの抑制を図

るため、戸田市地球温暖化対策実行計画を制定し、市民一人当たりの温室効果ガス排
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出量を 2020 年度までに 25％削減（2008 年度比）することを目標に掲げている。現状

の一人当たりの排出量は埼玉県よりも多く、部門ごとでは、業務部門と運輸部門が多

く、市内交通における温暖化対策の促進が必要とされている。 
 
図表３－11「部門ごとに市民一人当たりの温室効果ガス排出量」 

 
出典：戸田市地球温暖化対策実行計画 

 
② ＥＶの普及状況及び一般利用可能な充電設備の設置状況について 
 市内でのＥＶの普及台数については、2012 年３月現在で４台（2011 年の補助金申

請台数等から推移）となっている。同時期でのガソリン車（乗用車、軽自動車除く）

の保有台数が 33,161 台であることから、乗用車を所有しているユーザ全体から見てＥ

Ｖ所有者が極めて少ないことがわかる。 
戸田市内での一般利用可能な充電設備の設置に関しては、新曽地区の事業所にて普

通充電器が２基と急速充電器が１基、上戸田地区の戸田市文化会館の急速充電器１基

の計４基が設置されている。 
市内での一般の利用状況に関し、ヒアリング調査を実施したところ、市内の事業所

では、普通充電器の利用がほとんど見られず、急速充電器の利用が週に１台程度で県

外ナンバーの自動車の利用も時折確認されている。戸田市文化会館においては、設置

月の翌月こそ、利用者がいない状況だったが、徐々に利用回数が伸びている。 
今後、ＥＶの普及台数が伸びていくに応じて、急速充電器の利用がさらに伸びてい

くと考えられる。 
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図表３－12「戸田市文化会館の急速充電器利用状況」 
 

 
出典：戸田市政策研究所作成 

 

図表３－13「市域における充電設備の設置場所」 

 

出典：戸田市政策研究所作成 

 

（２）施策 

 戸田市においては、2011 年度より「埼玉県ＰＶ・ＰＨＶ普及推進協議会」の協議会

委員として参画しており、埼玉県のＥＶ・ＰＨＶ普及に関する施策に対し協力してい

る。また、日産のリーフを公用車として導入し、近距離での移動や講師等の送迎に活

用している。市民や事業所に対しては、2011 年度からＥＶ・ＰＨＶの導入に対して補

助を実施し、2012年度より充電設備を新たな補助対象として追加している。インフラ
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整備としては、戸田市文化会館に急速充電器を 2012 年３月に設置し、一般利用者に向

け無料開放している。 

 

写真３－１「戸田市文化会館の急速充電器」 

 
第４章 民間企業の施策 
 
 民間企業においても、ＥＶ・ＰＨＶに関連した独自のサービスやビジネスを展開し

ている。ここでは、既に民間企業で導入されている事例をまとめるとともに、戸田市

において導入すべき施策の検討材料としていきたい。 
 
１ 自動販売機を利用したＥＶ・ＰＨＶ給電システム 

 

 株式会社オゥルテス（東京都港区浜松町 2-11-7ＴＭビル 5Ｆ）やいくつかの事業者

では、ＥＶ・ＰＨＶ用の給電装置を組み込んだ自動販売機システムを開発し、運用を

開始している。これは、電気を販売するスタンドではなく、自動販売機での飲料購入

者に対して、給電スタンドの利用を無償提供する仕組みである。 
 
図表４－１「自動販売機を利用したＥＶ・ＰＨＶ給電システムのイメージ」 

 

出典：株式会社オゥルテス パンフレット 
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 この仕組みを導入する利点として、自動販売機と給電スタンドをセットで契約する

ことで、設置にかかる費用や運用コストを契約者が負担する必要がない点である。さ

らに、自動販売機で商品を購入した顧客にのみ無料給電をサービスすることで、顧客

の電気代負担もかからない。 
 また、導入例として充電インフラの普及と地域振興を両立させたケースもある。自

動販売機内の特定の商品を購入したときだけ充電を可能にすることで、同時に地域ブ

ランド品の販売促進を図ることができる。 
 実際の導入例として、滋賀県彦根市内に「ひこにゃん」自販機を設置し、ひこにゃ

ん生茶を購入したときにだけ充電を可能にしたケースや、京都府二条城に「舞妓はん」

自販機を設置し、京都市上下水道局の水を購入したときだけ充電を可能にしたケース

等がある。 
 
２ ＥＶ用充電設備の無料開放 

 
 流通業や小売業、飲食業等では、サービスの一環として充電器を設置するケースが

急速に広がっている。例えば、外食大手のすかいらーくグループでは、大手外食チェ

ーンで初めて、ファミリーレストラン「ガスト」の駐車場に充電器を設置し、無料開

放している。電気料金については、すかいらーくグループが負担し、１回当たりの充

電費用を数十円程度とみており、ＬＥＤ照明の導入等の節電対策を行うことで、コス

ト増加分を吸収できるとみている。また、来店客でなくても当面利用できる点が特徴

的である。 
 
写真４－１「充電設備」 

 

出典：すかいらーくグループのホームページ

（http://www.skylark.co.jp/company/news/pdf/2012/120523.pdf） 
2013 年 2 月 19 日アクセス 

http://www.skylark.co.jp/company/news/pdf/2012/120523.pdf�
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出典：イオングループのホームページ

（http://www.aeon.info/environment/environment/ev_station.html） 
2013 年 2 月 19 日アクセス 

 
 また、自動車業界では、三菱自動車工業株式会社が系列販売店（ディーラー）等に

設置する急速充電器を４割増やすとしており、４月現在、グループのディーラーの

25％に当たる約 180 店舗に設置済みであるが、2012 年度中には 250 前後まで増やす

としている。これにより、ＥＶの販売促進につなげるとともに、ＥＶの充電を気にす

る顧客に安心感が生まれると考えている。 
 有料の充電設備としても、コンビニエンスストアを中心に広がりをみせており、Ｅ

Ｖ用充電設備を利用した企業独自のサービスが広がっていくと予想される。 
 
３ カーシェアリング 

 

 自動車を共同利用するカーシェアリング向けの車両台数が 2013 年にも、１万台を

突破する見通しとなり、急速に広まっている。特に、貸駐車場大手企業等が利用可能

な拠点の拡充を急いでおり、駐車場代や維持費を気にして自家用車を持たない若者や、

都市部での新しい利用方法として身近になってきた。 
このような中、タイムズ２４株式会社では、カーシェアを利用できる拠点を現状の

２倍近い 5,000 か所以上に増やすとしており、全国に１万か所以上ある駐車場のうち、

約半分相当をカーシェアに対応できるように準備を進めている。ここでは、15 分から

料金設定をしており、身近な利用に対応できる体制としている。ＥＶ・ＰＨＶの開発

が進む中、こうした新技術の普及を促すインフラとしてもカーシェアリングは期待で

きる。 
  
 
 
 
 
 

http://www.aeon.info/environment/environment/ev_station.html�
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図表４－２「カーシェアリング車両台数と会員数の推移」 

 
出典：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団のホームページ

（http://www.ecomo.or.jp/environment/carshare/carshare_graph2012.1.html） 
2013 年 2 月 27 日アクセス 

４ ＥＶ及び超小型ＥＶの試験運用 

 
 株式会社ローソンでは、2009 年１月よりＥＶ導入実験で走行性能や充電時間等の確

認を行い、大都市圏であれば業務で使用することが可能であると判断し、小売業界で

初めて店舗経営指導員の店舗巡回用車両として、本格的に運用を開始した。車両は三

菱自動車工業株式会社「i-MiEV」を導入し、将来的には全ての車両をＥＶに切り替え

る方針である。 
 また、株式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、トヨタ車体株式会社が発売した１

人乗り小型ＥＶ「コムス」を活用し、店内のほぼ全ての食品や日用品等を届ける宅配

サービス「セブンらくらくお届け便」の運用を開始した。流通業界及びコンビニエン

スストア業界で、店舗からの宅配サービスに超小型ＥＶを採用するのは初の試みであ

る。 
 コムスについては、2012 年８月中に約 100 台、９月中に約 100 台の合計約 200 台

を先行導入し、利用状況等を検証した上で順次本格的な拡大を予定している。 
コムスの特徴として、車種区分が道路交通法上の第一種原動機付自転車４輪とされ、

普通免許で運転が可能である。また、車検・車庫証明、重量税・取得税も一切不要と

いうこともあり、費用が安く導入しやすいという利点がある。加えて、店舗や自宅の

コンセント 100Ｖの充電約 6 時間で、約 50 キロメートルの走行が可能であり、１キロ

http://www.ecomo.or.jp/environment/carshare/carshare_graph2012.1.html�
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メートル当たりの燃費は、約 2.4 円という安さも魅力である。 
 今後、高齢化社会がさらに進展し、店へ買い物に行きたいが商品を持って帰ること

が大変な顧客や、家で商品を選び宅配を希望する顧客に対して、宅配サービスはニー

ズがあると考える。 
 
写真４－２「導入車両」 

  
【ローソン】ＥＶ「i-MiEV」 【セブンイレブン】超小型ＥＶ「コムス」 

出典：各社ホームページより戸田市政策研究所作成 
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第５章 事例検討 
 
１ 購入者アンケート調査結果 

 

 事例検討を行うに当たり、ＥＶ購入者の意識や実際の利用状況を確認することは重

要だと思われる。2011 年下期において株式会社日本能率協会総合研究所と神奈川県が

合同で、ＥＶ購入者に対し、調査を実施した結果が一般公開されているため、ここで

は一部抜粋して紹介することとする。 
※ 出典：「電気自動車の初期購入者による各種動向に係る結果について」 

対象：個人購入者 143 件（回収率 71.5％） 
 
① 購入動機について 
 購入動機においては、「補助金があったから」が 58.7％と１番高く、次に「環境に

貢献できそう」が 49.0％、「ガソリン代がかからないから」、「排気ガスが出ないから」

が 37.1％であり、経済面と環境意識が購入動機として大きなウェートを占めているこ

とがうかがえる。 
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② 補助金の有無による購入動機の可能性について 
 「一切の補助金がなくても購入した」が 12.6％にとどまり、ほとんどの購入者が国

や県、市等の補助金が存在したことにより購入の決断をしており、ユーザ意識として、

補助金の必要性が求められている。 
 

 
 
③ 充電の場所について 
 日常の充電場所について、70％以上の購入者が自宅（または自社・自団体の車庫）

での充電と答えており、出発となる自宅での充電が基本となっていることがわかる。 
 

 
 
④ 外出時での充電経験と利用経験のある充電種類について 
 外出先での充電について、半数以上の購入者が外出先で定期的な充電を行っており、

利用経験のある充電種類については、無料、有料を問わず、急速充電器の利用が多く

なっている。これらのことから、一般利用の充電設備と急速充電器の普及の必要性が

うかがえる。 
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２ 検討結果 

（１）自動販売機を利用したＥＶ・ＰＨＶ給電システムの普及を含め、市域による充

電設備について 

 
戸田市におけるＥＶ交通普及の全体像を検討するに当たっては、外出先での充電を

想定し、個人利用や一般利用の充電（パブリック充電）場所の考察を行うことが必要

と考えられる。ここでは、現在、民間で導入が開始されている自動販売機を利用した

ＥＶ・ＰＨＶ給電システムの利点を生かした上での市域における設置の可能性と市域

による充電設備について検討していく。 
株式会社オゥルテスやいくつかの事業者は、ＥＶ用の給電装置を組み込んだ自動販

売機システム（100V あるいは 200V の普通充電器）を開発し、運用をしている。この

仕組みを導入する利点は次のとおりである。 
・自動販売機と給電スタンドをセットで契約することで、設置費用や運用コストの契

約者負担がなくなる。 
・商品購入者へのみ無料給電サービス（60 分の無料充電で時間は自由に設定可能）を

行うことで、購入者の電気代負担がない。なお、200Ｖの普通充電器で 60 分間の充電

を行った際のＥＶの走行距離は 20 ㎞程度といわれている。 
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上記のことから個人をターゲットとして普通充電器を利用することを想定し、検討

するに当たっては、国土交通省の「駐車場等への充電施設の設置に関するガイドライ

ン」により、充電設備の充電形態ごとに自動車の保管場所で行われるプライベート充

電、移動先の目的地で行うパブリック充電（目的地充電）、移動の経路上で行うパブリ

ック充電（経路充電）及び充電等の不測の事態に際して行うパブリック充電（緊急充

電）に分類することとする。 
 
図表５－１「充電形態のイメージ」 

 
 

出典：駐車場等への充電設備の設置・配置に関する実証実験等による調査業務報告書 10

 
 

① プライベート充電による設置について 
ＥＶを利用するに当たり、出発地点における充電が基本であり、プライベート充電

の環境整備は各ユーザで必須事項である。基本的に自動車の保管場所での設置となり、

個人の自宅、事務所、分譲マンション、月極あるいは契約駐車場にて特定の個人ある

いは団体による利用が考えられる。長時間の充電が可能となるため、普通充電器の設

置が主となる。 
 

② パブリック充電（目的地充電）による設置について 
パブリック充電（目的地充電）では、買い物、通勤・通学並びに送迎等、移動の目

的地での滞在中におけるついでの充電が想定される。目的地として、「大規模商業施設」、

「スーパーマーケット」、「病院」、「飲食店」、「ホテル及び旅館」、「公共施設」、「一時

預り駐車場」等が考えられる。施設に応じて、滞在時間が大きく異なり、「病院」、「ホ

                                                   
10 『駐車場等への充電設備の設置・配置に関する実証実験等による調査業務 報告書』国

土交通省（2011 年３月） 
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テル及び旅館」、「一時預かり駐車場」等、滞在時間が数時間から数日間と比較的長時

間となることが予想されるため、他の利用者が使用できなくなることが懸念される。

また、「大規模商業施設」、「飲食店」では、先ほども述べたように、すかいらーくグル

ープやイオングループのように充電器の無料開放を行い、顧客サービスの一環として

行っている。 
 

③ パブリック充電（経路充電）による設置について 
 パブリック充電（経路充電）では、都市間の主要走行ルートや観光ルート等、移動

の経路上にて継ぎ足し充電を行うことが想定される。滞在時間が短時間の内に一定の

距離の走行を可能とする充電が必要とされることから、急速充電器の設置が必要であ

ると考えられる。設置場所としては、「道の駅」、「ＳＡ並びにＰＡ」、街道沿いの「コ

ンビニエンスストア」、「充電ステーション」等が挙げられる。 
 
④ パブリック充電（緊急充電）による設置について 
パブリック充電（緊急充電）は、渋滞等不慮の事態によりＥＶの残電力量が少なく

なり、駆け込みで行う充電が想定される。設置場所としては、24 時間利用可能な「コ

ンビニエンスストア」、購入者のアフターサービスや公共サービスとしての観点から

「自動車販売店」並びに「公共施設」が考えられ、主には急速充電器の設置が必要で

あると考えられる。 
「コンビニエンスストア」では、中部電力とコンビニ７社が取組合意し、コンビニ

にＥＶ用急速充電器を設置し、今後、会員制急速充電サービスとして一般開放を予定

している。同サービスは、現在、関西方面にて充電無料の実証実験として 2012 年４

月よりサービスを開始しており、同年 10 月の実証実験終了後、有料化を予定している。 
 

⑤ 市域における充電場所の検討について（総括） 
①～④を踏まえて検討すると、プライベート充電に関しては、利用者が限定される

こと、③及び④に挙げられるパブリック充電においても急速充電器の設置がおもとな

るため、これらの充電形態において、自動販売機を利用した給電システムの普及は難

しいと考えられる。 
自動販売機を利用した給電システムの普及に関しては、②のようなパブリック充電

（目的地充電）であり、かつ、充電時間中に用を済ますことができる場所に限られる

と考察される。また、スカイラークグループやコンビニエンスストアのように顧客サ

ービスとして無料開放の実施や会員制の課金サービスを予定している事業者があるた

め、事業方針に応じて、同システムの設置は検討されることが推測される。 
なお、パブリック充電の市域普及に関しては、現在の設置場所が上戸田地区及び新

曽地区と偏っているため、新たな設置場所の目安として美女木地区や笹目地区での事

業者の設置が望ましいと考えられる。戸田市としては、該当する事業者への設置支援

の施策を進めていくことが必要だと考えられる。 
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次に、市町村単位での施策について検討することとする。 
 

（２）市町村単位での施策について 
 戸田市で有効な施策を検討する上では、他市の施策を参考にすることは重要である。

ここでは、埼玉県内におけるＥＶやＥＶ用充電設備に関する施策を整理するとともに、

それぞれについて施策検討を行うこととする。 
 
① 埼玉県内における補助制度の実施状況について 

ＥＶの補助制度に関し、2012 年度では戸田市を含めて、埼玉県内でさいたま市、上

尾市、東松山市が実施している。現在の申請状況では、補助額が少ない上尾市を除き、

順調に申請台数が伸びていると思われる。 
 ＥＶ用の充電設備の補助制度に関し、2012 年度では戸田市とさいたま市のみが実施

している。さいたま市では、2013 年２月中旬現在で申請件数 2 件である。 
 ＥＶとベース車との購入金額には大きな開きがあり、国の補助金があっても割高と

なっている。県並びに市の補助がＥＶの導入促進には必要不可欠と考えられる。 
 
図表５－２「埼玉県内における EV の補助金実績（2013 年２月現在）」 
 さいたま市 上尾市 東松山市 戸田市 
補助対象※ ４輪以上のＥＶ ＥＶ ４輪以上のＥＶ

及びＰＨＶ 
４輪以上のＥＶ

及びＰＨＶ 
補助額 
（１台当た

り） 

15 万円 
（車種によって

10 万円の場合有） 

５万円 
(２輪車及び軽

自動車は１万

円) 

15 万円 10 万円 

目標台数 65 台  40 台(補正予算

により 30 台追

加) 

 

申請台数 58 台 ４台（他、２輪

車が１台） 
19 台 14 台 

※補助対象は、要綱等により市町村ごとに細かい条件が有り 
出典：戸田市政策研究所作成 

 
② 普及啓発活動 

普及啓発活動についてはさいたま市で実施しており、ＥＶの試乗会や見学会をステ

ラタウン等のショッピングモールやさいたまスタジアム等で年に数回実施している。

また、ＥＶ教室としてさいたま市内の小学校で行い、これらの普及啓発活動の実施に

当たっては、自動車メーカーの協力を依頼し、車両や体験プログラムの提供を受けて
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いる。 
 ＥＶの導入に関しては、購入ユーザの環境意識も大きなファクターを占めているた

め、普及啓発のイベントによりユーザの環境意識の拡大と向上を進めていく必要性が

考えられる。 
 
③ カーシェアリング事業 

カーシェアリング事業は、さいたま市や北本市で実施されている。実施方法として

は、どちらの市も事業者へ業務委託を行い、公共施設の敷地内にＥＶの駐車スペース

を設け、平日の利用は主に職員が行い、土日の利用に関し一般利用とすることで公用

車の維持管理コストの削減も合わせて図っている。実施状況に関し、北本市はほとん

ど利用がないのに対し、さいたま市では、毎月 10～15 回程度の利用がある。北本市

では、利用状況が少ないことに関し、情報の周知不足と設置場所が駅から遠く、利用

が困難であることを挙げている。 
 戸田市においては、自動車の保有台数がほぼ横ばいとなっており、人口が徐々に増

加していることを考慮すると、自動車を保有していない市民が徐々に増加しているこ

ととなる。自動車を持たない市民への施策として、ＥＶを実体験してもらうことはＥ

Ｖの普及啓発から考えて有効な施策だと考えられる。 
 
図表５－３「カーシェアリング事業」 

 
出典：カレコ・カーシェアリングクラブのホームページ

（http://www.careco.jp/service/ev/ ） 

2013 年 2月 28日アクセス 
 
 
 
 

http://www.careco.jp/service/ev/�
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図表５－４「車の保有台数」 

 
出典：戸田市地球温暖化対策実行計画 

 
④ パーク＆ライド 
 埼玉県の実証実験として４月より熊谷市で実施しており、太陽光発電システムと連

携し、再生可能エネルギー利用による温室効果ガスの削減を目指している。県職員と

ホンダの社員が２年間体験し、結果報告を行う予定となっている。 
 戸田市では、市内にＪＲの駅が３駅存在し、駅を中心にバスの運行や自転車の駐輪

場が発達しており、サイクル＆ライドやバス＆ライドが主流となっている。環境面か

ら考えると、サイクル＆ライドやバス＆ライドのさらなる普及を促進することが市域

の実情に合っていると考えられる。 
 
図表５－５「パーク＆ライドのイメージ」 

 
出典：埼玉県のホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kagohara.html） 

2013 年 2 月 27 日アクセス 
 
⑤ 充電器のマップ作成 
 埼玉県、京都府、青森県、東京都、神奈川県等の都道府県レベルやさいたま市で行

っている。充電設備の設置状況をホームページ(主にグーグルマップを活用)や紙媒体に

て一般ユーザに提供している。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kagohara.html�
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 埼玉県の EV・PHV 普及推進協議会で充電インフラのワーキンググループを設置し、

県内の充電設備マップに関し、検討が行われている(現在、埼玉県のホームページにて

試験版を公開中。)。戸田市では、同ワーキンググループ内でより良い充電設備マップ

に関する検討を進めていくことが最善だと思われる。 
 
図表５－６「埼玉県内のＥＶ等充電設備マップ（試験版）」 

 
 

出典：埼玉県のホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/site/evphv/） 
2013 年 2 月 27 日アクセス 

 
（３）公用車の使用状況について 
 戸田市の公用車として現在 EV を１台導入しているが、今後、EV のさらなる導入や

車両の切り替えを検討していくうえで、現状での使用状況の分析が必要不可欠である。

そのため、2012年４月から９月までの６ヶ月間、公用車で利用している軽自動車（ダ

イハツミラ、ミラセダン、アルト）９台について、乗車報告書を基に行き先、乗車人

数及び１日当たりの走行距離を集計した。なお、車両の選択に当たっては、超小型車

の導入を視野に入れることと使用目的等の観点から、EV との切り替えをしやすいと

思われる軽自動車の分析を実施することとしたものである。その結果については、次

のとおりである。 
 まず、行き先としては、約 85％が市内であり、調査や打合せ等の利用目的が多く、

大きな荷台を必要としないものばかりであった。また、市外へ行く場合でも、さいた

ま市や川口市等近隣市が中心となっていた。 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/evphv/�
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85%

15%

行き先

市内

市外

 出典：戸田市政策研究所作成 

 次に、乗車人数であるが、１名が約 44％、２名が約 41％と２名までの乗車が全体の

約 85％を占めている。ただし、報告書では、乗車人数との記入ではなく同乗人数とし

て記入することとなっているため、乗車人数をそこに誤記入しているケースが見受け

られる。そのため、実際には２名以下の乗車は集計数以上いると考えられる。 

 

  

 最後に、１日当たりの走行距離は 50ｋｍ未満が全体の約 98％となっており、１日数

回利用したケースであっても実際の走行距離が短いことがわかる。これは、超小型車

でも対応できる航続距離であり、乗車人数や行き先を考慮した場合でもＥＶに切り替

えることは充分可能である。夜間充電し、日中利用することを考えると、ガソリンを

給油する手間が省け、現状よりも業務効率は上がるのではないだろうか。 
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98%

1% 0%1%

１日当たりの走行距離

50km未満

50km以上100km未満

100km以上200km未

満

 
 

 また、ＥＶを導入するためには、充電設備が必要不可欠である。現在、市庁舎耐震

工事が 2014 年度までの予定で行われているが、この工事終了に合わせて充電設備を増

設することにより、ＥＶ普及に向けた足がかりとすることが望ましいと考えられる。 

 
３ 戸田市において有効な施策 

 

 今までの経過から、今後戸田市で有効だと考えられる施策について述べたい。 
 
（１）ＥＶ及びＥＶ用の充電設備に対する補助の拡充 
 多くの自治体が行い、成果を上げているようにＥＶ及びＥＶ用の充電設備の導入に

対する補助を実施することは必要不可欠である。補助単価、補助台数、補助対象等の

補助要件を見直すことで、より利便性の高い補助制度となり、利用者の増加が見込ま

れる。具体的には次のとおりである。 
 
① ＥＶの補助単価の増額 
 さいたま市や東松山市では、2012 年度補助制度において、１台当たりの補助額を

15 万円としている。本市は、平成 24 年度では補助額を 10 万円としているが、今後、

補助額を増額することで、ＥＶの購買意欲を促進し、導入を促すことができると考え

られる。 
  
② ＥＶ用充電設備の補助範囲（対象や台数）の拡大 
現在、戸田市の補助制度では、一般利用が可能である充電設備のみが補助対象とな

っている。ユーザの充電設備の利用は、自宅での充電が主であることから、個人又は

マンション等の特定の団体のみが利用する充電設備に対しても新たに補助対象として

加えることで、ＥＶの導入の足掛かりになると思われる。また、今後、一般販売が行
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われていくＥＶのトラックやバス等を補助対象に加えることで、運輸部門の事業者へ

のＥＶ普及に寄与すると考えられる。 
 
③ 補助台数の増加 

現在、戸田市の補助制度では、１申請者に対して補助台数は１台のみとしている。

事業者に対しては補助台数を２～３台に増やすことで、タクシーやレンタカー等の事

業を市内で行っている事業者のＥＶ導入を促すこととなり、それらの事業を活用する

市民に対してもＥＶの啓発を行うことができると考えられる。 
 
（２）ＥＶの試乗会、展示会及びＥＶ講座の実施 

戸田市では、商工祭（環境フェア）、戸田ふるさと祭り等、定期的に大きなイベント

が行われている。ＥＶの普及啓発として、これらのイベントに合わせ、公用車等を活

用して、市民に対しＥＶの試乗会を行っていくことでＥＶの普及に寄与すると考えら

れる。また、小中学校向けのＥＶ講座を実施することで、将来の自動車ユーザに対し

てＥＶに親しむ機会とその性能や社会的意義の理解を促進することができると考えら

れる。 
 

（３）カーシェアリング事業の実施 
 公共施設の駐車場等を利用して、カーシェアリング事業を実施していく。自動車を

所有しておらず、時折、必要に応じて自動車を利用している市民に対してもＥＶの啓

発を促すことができると考えられる。ただし、北本市の設置状況にもあるように、利

用者の交通手段を考慮した上で、設置場所を検討していく必要があり、また、現在、

市内にカーシェアリング事業を行っている事業所がいくつか存在するため、さいたま

市や北本市のようにこれらの事業者と業務提携を行うことも含め、実施方法を検討し

ていく必要がある。 
 また、市の敷地内でカーシェアリングの実施を考えた場合、2014 年 12 月まで市庁

舎の耐震化工事が行われるため、この期間中実施することは難しい。しかし、工事終

了後は、市役所敷地内に公用車の駐車スペースが戻り、駐車場の出入口に駐車ゲート

を設けることが検討されている。そこで、それに合わせられるように庁用車のカーシ

ェアリングの検討を進め、平日は職員が利用し、休日は市民に貸し出す仕組みを作り

上げることが望ましい。 
 

（４）超小型車の導入 

 超小型車については、今後広がりを見せることが予想されるため、いち早く導入す

ることで、ＣＯ2の削減のみならず、戸田市の環境先進都市としての姿勢を市内外にＰ

Ｒすることができる。加えて、高齢者や子育て世代が近隣での買い物、送迎等で使用

する際の移動支援にもなりうるので、超小型車についても上記で示したカーシェアリ

ングを合わせて行うことにより、効果はさらに高まると考えられる。また、超小型車
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では、ＥＶの課題となっている価格面についても、１台 70万から 100万円程度と軽自

動車と変わらない設定となるため、導入のハードルが低いと考えられる。 

 しかし、超小型車については不明確な点が多くあるため、2013年２月から本格普及

に向けた実証実験を行っている横浜市などの状況を見極めた上で、市の施策を検討す

ることが望ましいと考える。 

 また、戸田市では、新たに超小型車等を導入した場合の駐車スペース等にも課題が

残る。導入する場合、駐車スペースや充電設備等を総合的に検討しながら進めていか

なければならない。 

 

（５）公用車の切り替え 

 戸田市で現在使用している公用車（軽自動車）を超小型車も含めたＥＶへの切り替

えを行うことで、ＥＶ普及の啓発と環境にたいする戸田市の取組みを大きくアピール

することができると考えられる。 
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第６章 おわりに 

 

本研究の総括として、全体を通してまとめると次のとおりとなる。 

・ＥＶは、走行時にＣＯ２等の排気ガスを排出しない自動車として交通分野での低炭

素化に寄与すること、また、有事の際に一般家庭への電力供給ユニットとなるなど防

災力強化が図れる点などから、今後、普及に向けた取組みを促進すべきと考えられる。 

・ＥＶの普及に関しては、ベースとなるガソリン車に比べ、走行距離が短いこと、

販売価格が割高であることなど、課題が多く、乗用車全体から見てＥＶの普及台数が

少ない。ユーザ意識の上でも国、県及び市の補助金をはじめとする支援の必要性が強

く求められている。 

・自動販売機を利用した給電システムは、目的地滞在中でのついでの充電であり、

かつ、充電時間中に用を足すことができる場所での設置に限られ、事業者等の設置者

の方針に応じて設置が検討される。 

・充電設備としては自宅充電が基本であるが、緊急時や移動の継ぎ足し充電として

の一般利用の充電場所が必要となる。現在の充電場所は上戸田地区及び新曽地区にあ

るため、今後、笹目地区や美女木地区の事業所に設置されることで、市域での充電設

備のネットワークを構築することが可能となる。 

・戸田市の施策としては、ＥＶや充電設備の補助制度、ＥＶの普及啓発活動、カー

シェアリング事業、超小型車の導入及び公用車への切り替えを施策として実施するこ

とで、市民や事業者のＥＶ導入の促進を図り、市域の交通における低炭素化を進める

ことができると考えられる。 

本研究により、現状におけるＥＶ普及に向けた問題点及び市域の実情が整理できた

ことが大きな効果であった。ＥＶの普及に関しては、技術的な問題に起因した実用面

での課題（価格や走行距離等）が多く、また、課題を踏まえたインフラ整備が不十分

だと思われているため、購入者がＥＶを選択しづらい環境となっているのが現状であ

る。しかし、自動車メーカー各社が技術革新を進め、ＥＶの車種の増加やインフラ整

備に力を注いでいること、また、事業者及び市民が環境意識を強く持ち、ＥＶの普及

に向けた活動を進めていることから、徐々に課題解決が進んでいく可能性があると思

われる。行政は、普及初期においてＥＶ導入にかかる様々なハードルを下げる施策を

行うとともに、行政の先行導入によるパイロット事業的な役割を果たすべきであると

考えている。戸田市としては今後も本研究を足掛かりとして、市域交通におけるＥＶ

普及に関する研究を継続していく必要性があり、それらを踏まえた上で、ＥＶに関す

る施策を展開していくことが肝要だと考えられる。 
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電気自動車普及における戸田市への期待 

 

首都大学東京大学院都市環境科学研究科 

都市システム科学域博士後期課程 土屋依子 

 

2009 年より量産型の電気自動車（以下、EV）が相次いで発売され、運輸部門の二酸

化炭素削減策の一つとして注目されている。経済産業省は『次世代自動車戦略 2010』

で、2020 年までに EV・PHVを合わせて新車販売台数の 5~10％という普及目標を掲げて

おり、平成 24 度補正予算でも急速充電器（4000 基）の整備に取り組まれることが明

らかとなった。現在市販されている EVには、軽自動車、普通自動車の乗用車タイプの

ほか、1 人乗りの超小型 EV、電動バイク等がある。さらに、国土交通省では 2 人乗り

EV の規格化や法整備が進められており、今後は EV の車種の多様化が進むことになろ

う。 

我が国の電気自動車開発の歴史は古く、過去にも、1970 年代後半、1990年代後半と

2 度にわたり、ブームとも言われ普及の期待が高まった時期があった。国により電気

自動車の普及目標が定められ、普及計画も策定されている。EV普及の目的は、石油依

存からの脱却（エネルギーの多様性）、都市部で深刻化する大気汚染の防止（公害防

止）、地球温暖化防止であり、環境性（排気ガスがでない）、静音性、加速性、維持

費の安さ（同等クラスのガソリン車のガソリン代よりも EVの電気代の方が安い）など

が高く評価された。一方で、多数実施された実証実験を通じて、車両価格の高さ、航

続距離の短さ、充電時間の長さ、充電インフラの不足、車内空間の狭さ（当時の車載

電池は大きく、後部座席はすべて電池のスペースになった）など多くの課題も指摘さ

れた。これらの課題を解決すべく、移動距離が短く経路が限定的なパトロールカーや

配達車両、レンタカーやカーシェアリングなどサービス用車両への導入が模索された

が実用化には至らなかった。EVは環境面では優れていたが、移動手段としての本来的

な機能・性能はガソリン車に比べて不十分であることが阻害要因であったと考えられ

る。 

翻って、現在の量産型 EV をみると、過去に市販されていた EV に比べ電池や走行性

能は改善されたが、依然として航続距離はガソリン車の 1/3 程度と短く、車両価格も

同等クラスガソリン車の 1.5 倍程度と高い。人々の環境意識の高まりや蓄電池として

の活用を考慮しても、現状程度の航続距離と価格では、市場原理で家庭用や業務用と

して EV の普及が進むとは考えにくく、本格的な普及には初期普及をけん引するための

財政面や制度面での支援策が必要である。 

以上のように、我が国における電気自動車の歴史をひも解いてみると、今後の普及

方策において注意すべき点が浮かびあがってくる。戸田市には、過去の失敗から学ぶ

べきを学び、戸田市から EV普及の新たなムーブメントを巻き起こすことを期待してい

る。戸田市において、今後 EV普及を目的とした制度設計・政策立案をする際の留意点

として、以下の３点を指摘したい。 
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１）戸田市での EVの普及目的を明確にする 

 本文でも触れられている通り、現在までに、EVの普及・推進を図る事業・実証実験

等は全国各地で数多く実施されている。また、地域の実情を考慮し、かつ長期的な視

点で計画的に EV を普及させるべく、EV 普及計画を策定する地方自治体も多い。地方

自治体の EVの普及目的は、①環境対策、②交通対策、③産業振興に大別することがで

きる。それぞれ、目的に応じてとるべき手段も異なってくるため、「何の目的で EVを

普及させるのか（必要なのか）」を明確にすることが肝要である。超小型 EVが、乗用

車からでなくバイクや自転車からの乗り換えで普及した場合には、市域の車両台数は

増加する。乗用車に比べて速度が小さい超小型 EVが増加し、市域の渋滞発生率が高ま

れば、地球温暖化防止・大気汚染防止策としての有効性も低くなる。乗用車からの乗

り換えを促す車種・方策を選択すべきとなろう。単に「EVの台数を増やす」ことが目

的ではない。EVを活用して地域の課題を解決することが目的なのである。そのために

は、直接的には EV の増加につながらないが、「ゾーン 30」等の速度規制エリアを設

定や、超小型 EV優先道路を指定などの環境整備策も必要となるかもしれない。現在検

討されている市民への普及啓発・購入補助等も重要な政策であるが、さらに幅広い制

度・政策の選択肢から最適な組み合わせを選択するという姿勢で政策立案してほしい。 

 

２）EV の普及層（利用層）のターゲットを絞り込む 

EV の事業を検討する際には、EVの利用シーンを明確にすること、すなわち、「いつ」、

「どこで」、「だれが」、「どのタイプの EVを」、「なぜ」、「どのように使うのか」

という「EV利用の５W１H」をイメージして立案することが大事である。たとえば、EV

カーシェアを導入する場合、ユーザーが観光・訪問客であれば駅前にステーションを

設置する必要があるが、ユーザーが市民であれば住宅街が望ましいという判断になる。

また、利用目的が「高齢者の足」であれば「１人乗り EV」、買い物・送迎などの近距

離用なら「２人乗り EV」と車種も異なるかもしれない。過去の実証実験では、使用目

的も使い方も異なるユーザーを同時に取り込もうとして、かえってどちらのユーザー

にとっても使いにくい制度設計となってしまったケースがある。戸田市はファミリー

世帯が多く高齢化率が低い、マイカーを複数台保有する世帯は少ない、首都高ジャン

クション周辺の産業集積地がある、集合住宅比率が高い（賃貸駐車場を利用する車両

が多い）、鉄道・バスの利便性が高い等の特徴がある。こうした地域特性を踏まえ、

ターゲット層を絞り込んで普及方策を練る必要がある。 

 

３）EV の普及促進は産学官の連携で 

現在、EV・PHVタウン構想の指定地域などの EVの普及に積極的に取り組む地方自治

体では、産学官連携によるＥＶ普及組織が設立・活動している。これまでにも普及推

進組織はあったが、実質は実証実験の内容や方策を議論するために設立されたもので

あり、補助金の期限とともに組織も活動も終了するケースがほとんどであった。しか
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し、近年の普及推進組織には、サプライサイドの地方自治体や自動車メーカーだけで

なく、ユーザーサイドの市民、企業のほか、充電サービス関連、駐車場事業、タクシ

ー・カーシェアなどＥＶ活用したサービス事業者なども参画している。活動の成果が

明らかになるのはこれからだが、現在の初期普及段階から、将来的に自律的普及へと

発展させるためには、各主体の叡知を結集させ息の長い取り組みが必要であると考え

られる。戸田市においても、ＥＶ普及促進の核となる活動団体を設立し、市民や地域

企業とともに普及に取り組むことを期待したい。 

  

ＥＶは音が静かで排ガスがでない、家で充電できる乗り物である。二酸化炭素排出

量に関していえば、原子力発電の停止により火力発電で充電されたとしてもガソリン

車より二酸化炭素の排出量は少なく、省エネルギー性に優れている。さらには、再生

可能エネルギーの普及でよりクリーンな乗り物になり、蓄電池として使えば災害時の

活用や生活利便性の向上にもつながっていく。乗り物としてはガソリン車と同じよう

には使えないかもしれないが、他に生活向上につながる要素・ポテンシャルを有して

いるのである。今年度の研究成果を踏まえ、「EVでどんな地域の課題を解決できるか」、

ともに考え、議論していきたい。 

以上 
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研究プロジェクトチーム研究員 

 

 

 

 

 

１ 任命期間  平成 24年５月 25日～平成 25年３月 31日まで 

 

２ 研究員 

所  属 職 名 氏  名 

環境クリーン室 主 任 後藤 隆秀 

政策秘書室 主 事 長谷川昌之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おわりに 

 

 小学５年生の次は何学年でしょうか・・・。当たり前ですが、小学６年生です。小学

６年生は最上級学年になります。最上級学年は、皆さんの模範にならなくてはいけませ

ん。そして戸田市政策研究所も今春６年目を迎えることになります。 

 

 過去５年間で、戸田市政策研究所は 56 団体からの視察を受け入れました。その視察

を契機に自治体シンクタンクを設置した団体もあります。また「研究所」と名乗らなく

ても、戸田市政策研究所のように政策部門を強化した団体もあります。その意味では、

同研究所は充分に模範となっているかもしれません。けれど、５年目が終わるにあたり、

再度、襟を正して、６年目に向かわなくてはいけません。 

 

 さて、今年度の「調査研究報告書」をお届けします。同報告書をご覧になり、読者の

皆様はどのような感想をもたれたでしょうか。私は、優・良・可・不可で評価をつける

ならば、間違いなく「優」です。 

 今回、戸田市政策研究所が調査研究を進めるにあたり、私はほとんど何も関わってい

ません（最近は調査研究に深く関わることなく、名ばかりアドバイザーで申し訳ない思

い）。私がいなくても、ぜんぜん大丈夫な自治体シンクタンクです（今の私の役回りは

調査研究でない部分に関わっています）。 

 過去の調査研究も、ほとんどが「優」です。ただし、実施した調査研究の政策反映性

という観点で捉えると、「良」や「可」かもしれません。同研究所が最上級学年に進む

にあたり、この政策反映性をどのように担保するかが課題かもしれません。 

 平成 25年度の施政方針においても、「政策研究所については、調査研究能力の向上を

図るとともに、研究成果の実現に向けた仕組みを構築し、本市の政策形成力向上に向け

た機能強化を進めてまいります。」と市長は言及しています。市長の言う「研究成果の

実現に向けた仕組みを構築」を実現してこそ最上級学年ですし、自治体シンクタンクの

ベストプラクティス（最良の見本）となるのでしょう。 

 なお、「今までの調査研究に政策反映性がない」と言いたいのではありません。充分、

反映性が伴っていますが、ここに満足せず、もっと上を目指すという意味です。 

 

 戸田市政策研究所の調査研究が政策に反映されてこそ、戸田市全体の繁栄もあると思

います。 

２ ０ １ ３ 年 ３ 月 

戸 田 市 政 策 研 究 所 

政策形成アドバイザー 

牧 瀬  稔 
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